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 さいたま市の図書館が、今後、取り組むべきサービスの目標や指針、管理

運営などの基本方針を「さいたま市図書館ビジョン」として平成２５年３月

に策定しました。令和２年度をもって当ビジョンの対象期間が終了したこと

に伴い、令和３年度から令和１０年度の８年間を対象期間とした「図書館ビ

ジョン（第２期）」を、「生涯学習ビジョン」及び「公民館ビジョン」とも

連携を図り令和３年３月に策定したものです。 

 

 

 

 

 

 

基本理念                       

  

 人生 100 年時代。私たちはどう生きるのか。 

図書館は、生きていくための知識やあらゆる情報を、誰もが自由に手に入

れることができる場所として、最適な情報提供を行います。その情報を取捨

選択して使いこなすための情報リテラシーを身に付ける手助けをすることに

よって、「新しい時代の新たな学び」を支えます。 

また、図書館は一人一人を大切にするとともに、人々が集い、つながり、

知を創造し、社会参加していくために必要な情報リテラシーのセンター機能

を持った「本と人 人と人が出会う 『知のひろば』」としてさらなる歩み

を進めていきます。 
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基本的方向性                    

 

さいたま市図書館の基本理念「本と人 人と人が出会う 『知のひろば』」

を実現するために、４つの基本的方向性を定めました。 

 

《基本的方向性１ 知りたいにこたえる》 

何かについて知りたいと思ったとき、それが、仕事、趣味やスポーツ、医療

や健康のことでも、あるいは生活に関すること、人生に関することでも、「そ

うだ、あそこに行ってみよう」と思える場所が「私たちのまちの図書館」です。 

あらゆる情報が溢れる Society5.0 時代にあって、「どの情報を選んだらい

いのか分からない」「知りたいことがあっても、どうしたらよいのか分からな

い」。そんなときは、情報探索の専門家である図書館司書に聞いてください。

あなたの課題等を解決するため全力でサポートします。 

また、ICT 等を活用して、いつでも、どこでも、誰もが必要な情報にアクセ

スできる図書館機能を充実させます。さらに、視覚障害者向けの録音資料、点

字資料や音読サービスなど、誰一人取り残さない多様なサービスを展開しま

す。 

 

《基本的方向性２ 本と人とをつなげる》 

じっくり本の世界に浸りたいとき、たくさんの本が並んだ棚の前に立てば、

これまで人類が積み重ねた知を体感できます。講座等のイベントに参加すれ

ば、仲間と出会うことができます。感染症の影響で外出自粛が求められる状況

下でも、自宅に居ながらにして、本を読む、音楽を楽しむ、調べものができる

といった環境や、オンライン開催のイベントにより、図書館は「本と人」、本

を媒介として「人と人」をつなぐお手伝いをします。 

本や情報を媒介にした交流の場を、オンラインと対面との最適な組み合わ

せにより提供し、いつでも、どこでも、誰もが気軽に利用できる身近な図書館

を構築します。 
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《基本的方向性３ 子どもの豊かな心と生きる力をはぐくむ》 

子どもの頃に出会うお気に入りの本は、かけがえのない宝物です。読書は、

豊かな言葉と出会い、知らなかったことを知る喜びを子どもに与えてくれま

す。1 冊の本との出会いが、その子の人生を支え、子どもの心に「生きる力」

の種をまきます。その種が成長し、子どもの思考力や表現力を高め、主体的に

生きていく力として実を結びます。 

図書館は、子どもの身近にいる人々へ働きかけ、魅力あふれる活動を通じて、

子どもと本との出会いを応援します。また、家庭、幼稚園・保育所、地域、学

校と連携・協働する取組をこれまで以上に充実させることで、「読書が好き」

な子どもをたくさん育てます。 

 

《基本的方向性４ つながりから地域の未来をひらく》 

地域にかかわる本を収集し保存することは、「地域の宝」を守ることでも

あります。その宝を活用して地域の人々と共に分かち合う活動を通して、ま

た、ICT の最先端技術も積極的に活用しながら、地域の歴史や文化・伝統を

100 年先の未来に伝えていきます。 

また、市民の学びや経験が地域社会の活動に生かされ、その活動から見え

てくる課題を解決するために、市民が再び学びに向かうという「学びと活動

の好循環」を、全ての図書館が館の枠を超えてダイナミックにサポートしま

す。 

さらに、図書館司書がコーディネート力を発揮し、家庭、地域、学校との

連携・協働に加え、大学、企業、NPO や市民ボランティア団体など、多様

な主体とのネットワークを強化することで、人と人、人と地域等をつなげ、

地域の未来の扉を市民と共にひらきます。 

 

 

 

１　運営方針

①さいたま市図書館ビジョン3



図書館評価について

さいたま市図書館ビジョンの４つの基本的方向性を評価の目標として、令和３年度の指標と目標値を設定しています。
各指標及び目標値は、令和３年３月に策定した「図書館ビジョン（第２期）」にあわせて見直しを行いました。

基本的方向性　１　 知りたいにこたえる

目標 指標 目標値

（１）レファレンスサービスの充実による市民の課題解決の支援 レファレンス受付件数 128,000件

知識の獲得に対する図書館資料の貢献度 3.81ポイント

課題解決に対する図書館資料の貢献度 3.57ポイント

新しいチャレンジに対する図書館資料の貢献度 3.65ポイント

個人的な楽しみに対する図書館資料の貢献度 3.86ポイント

（３）図書館利用に障害のある方への支援 バリアフリー資料の所蔵数 24,000点

（４）専門的職員の養成による図書館サービスの質の向上 図書館専門研修の実施・派遣回数 305回

（５）図書館評価と市民意識の反映 利用者満足度 91.5％

基本的方向性　２　本と人とをつなげる

目標 指標 目標値

（１）市民の多様な要求にこたえる資料の充実 蔵書新鮮度 3.32%

（２）情報発信による図書館利用の促進 貸出総数 9,798,000点

（３）講座等の催しと市民の交流の場の提供 講座等の満足度 89.0％

（４）資料の紹介による本との出会いの創出 テーマ資料展示の実施回数 930回

（５）安全で快適な環境の整備 防災・消防訓練の実施回数 38回

基本的方向性　３　子どもの豊かな心と生きる力をはぐくむ

目標 指標 目標値

（１）子どもの世界をひろげる資料の紹介 子ども向けブックリストの作成数 48点

（２）子どもが本に親しむ機会の提供 おはなし会の開催回数 1,090回

読書が好きな子どもの割合（小学生） 81.0％

読書が好きな子どもの割合（中学生） 71.8％

読書が好きな子どもの割合（高校生） 81.8％

基本的方向性　４　つながりから地域の未来をひらく

目標 指標 目標値

（１）地域の歴史と文化の保存 地域・行政資料の蔵書数 163,200冊

（２）市民との協働による地域交流の活性化と永続的な交流の場の提供 ボランティアとの協働事業数 110事業

（３）市の各部署との連携による市民生活の向上 さいたま市との連携部署数 28部署

（４）県・他自治体・民間等との連携による市民の知的活動への支援 さいたま市以外の自治体及びNPO等民間との連携機関数 19機関

（３）家庭・学校等との連携による子どもの読書活動への支援

（２）市民の課題解決に役立てられる資料の提供

令和３年度目標、指標及び目標値
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評価 指　　　　　　　標

①
図書館利用の普及とＰＲ及び
情報発信の強化

Ｂ

新規登録者数＝ａ
貸出総数＝ｂ
来館者数＝ａ
貸出利用人数＝ｂ
市民一人当たりの貸出数＝ｂ
メールマガジン配信件数＝ａ
パブリシティ件数＝ｃ

② 幅広く計画的な資料の収集・保存 Ｂ

資料回転率＝ａ
雑誌タイトル数＝ｂ
新聞タイトル数＝ｂ
所蔵タイトル数（図書）＝ｂ
市民一人当たりの資料数＝ｂ

③ 地域の歴史と文化の保存 Ｃ
地域・行政資料の蔵書数＝ｂ
デジタル化してインターネット公開した地域資料の閲覧回数
＝ｃ

④
ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した
サービスの充実

Ａ
ホームページコンテンツの充実＝ａ
インターネット延利用人数＝ｂ
自動貸出機の整備＝ａ

⑤ 文化事業の開催 Ｂ

講座等の実施回数＝ａ
講座等の参加人数＝ｂ
映画会の開催回数＝ｂ
映画会の参加人数＝ｂ
展示会の開催回数＝ａ

⑥
あらゆる世代に向けたサービスの
充実

Ｂ
テーマ資料展示の実施回数＝ｂ
各世代向けの本の紹介資料作成＝ｂ

⑦ レファレンスサービスの充実 Ａ

レファレンス受付件数＝ｂ
レファレンス事例の公開件数（年間）＝ａ
職員レファレンス研修の開催回数＝ａ
パスファインダー（調べ方案内）作成数＝ａ

⑧ 地域の課題解決 Ｂ
町おこしや地域活性化、地域コミュニティなどの課題
に関わる資料の市民への提供＝ａ
市の各所管からの業務に対する問合せ件数＝ｃ

⑨ 生活支援サービスの展開 Ａ
日常生活での課題解決に関わる分野の情報提供の
取組＝ａ

⑩ バリアフリーサービスの充実 Ｃ
音訳資料・点訳資料の所蔵数＝ｂ
対面朗読回数＝ｃ
宅配サービスの貸出数＝ｂ

⑪ 多文化サービスの充実 Ｃ
外国語資料の受入点数＝ｄ
多文化サービスに関わる展示＝ａ

⑫
子ども読書活動への支援及び学
校図書館との連携

Ｂ

小学生の不読者の割合＝ｃ
中学生の不読者の割合＝ｃ
高校生の不読者の割合＝ｂ
子ども向け行事開催数＝ｂ
読み聞かせや本に関する講座・講演会の実施＝ａ
子ども向けの資料案内の作成＝ａ
学校・保育園等に対する訪問・招待実施回数＝ｂ

⑬ 図書館評価と市民意識の反映 Ａ
図書館評価の実施と公表＝ａ
「さいたま市図書館の利用に関するアンケート」の実
施と公表＝ａ

⑭ 市民との協働 Ｂ
ボランティアとの協働事業数＝ｂ
ボランティアとの協働事業の延実施回数＝ａ

⑮
関連機関（公共機関・民間機関・
ＮＰＯ）との連携

Ａ
連携事業の連携先機関数＝ａ
職場体験の受入件数＝ａ

⑯ 地域の特色を生かした運営 Ａ 地域の特色を生かした取組＝ａ

⑰ 親しみやすい図書館づくり Ｂ
「さいたま市図書館の利用に関するアンケート」におけ
る満足度＝ｂ

⑱ 職員の資質・能力の向上 Ａ
組織内研修の実施回数＝ａ
派遣研修の件数＝ａ

⑲ 専門的職員の配置 Ａ
専門性の向上につながる研修の受講＝ａ
専門性の向上につながる研修への講師等としての派
遣＝ａ

⑳ 施設・設備の充実 Ａ
施設・設備の計画的な改修及びバリアフリー化の推進
＝ａ

 持続的で安定した図書館の運営 Ｂ
業務マニュアルの整備・見直し＝ａ
財源確保や経費節減につながる取組＝ｂ

 危機管理体制の強化 Ａ 職員の危機管理意識を高める取組＝ａ

評価基準
Ａ―達成した　　　Ｂ―ほぼ達成した　　　Ｃ―あまり達成できなかった　　　Ｄ－達成できなかった

生
き
る
力
を
支
え
る
図
書
館

市
民
と
と
も
に

 
 

歩
む
図
書
館

誰
も
が
安
心
し
て

　
　
　
使
え
る
図
書
館

令和元年度図書館評価一覧　『令和２年度さいたま市図書館評価報告書（令和元年度事業対象）』より

目　　　　　　標

知
的
好
奇
心
に
応
え
る
図
書
館

１　運営方針
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組織図

令和3年4月1日現在

中央(1館)    拠点館(10館)　   地区館(11館)   分館(3館)

部相当　　　　課相当　　　　　　係相当

中央図書館 職員数 司書 職員数 司書 職員数 司書 職員数 司書 職員数 司書

13 14 13 13
再1 再1 再1 再1
24 24 24 24 24

再3 再3 再3 再2 再2
37 38 37 37 37

再4 再4 再4 再2 再3
16 16 16 16 16

再1 再1 再1 再1 再2
15 14 15 15

再1 再1 再1 再1

37 30 35 31 35 28 16 16
13 3 13 3 10 2 再4 再4
18 18 18 16 16

再1 再2 再1 再1 再1

14 14 14 14
再1 再1 再1 再1

16 16 16 16 16
再1 再1 再1 再1 再1

12 12 12 12 12
再1 再2 再2 再1 再2

13 13 13 13
再1 再1 再1 再1

215 213 210 179 179
再11 再13 再12 再10 再16

※再は再任用職員、各年度とも4月1日現在の数字。司書は司書補を含む。

＊大宮図書館は指定管理者による運営（令和元年5月7日より）。
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

8

16

12

7

9

62.4%

令和2年度

62.2%

令和元年度

職員に占める司書の割合

管理係、企画・調査係

馬宮図書館

　　三橋分館

資料案内係、児童・地域係

大宮東図書館

七里図書館

美園図書館

資料案内係、児童・地域係

資料案内係、児童・地域係

資料案内係、児童・地域係

宮原図書館

59.7%

資料案内係、児童・地域係

桜木図書館

資料案内係、児童・地域係

図書館運営業務

図書館文化施設等運営業務

資料案内係、児童・地域係

与野南図書館

59.5%

30年度 29年度

桜図書館

資料サービス課

北浦和図書館

東浦和図書館

*大宮図書館

大宮西部図書館

春野図書館

与野図書館

岩槻図書館

資料整理係、調査相談係、
利用サービス係、児童サービス係

中央図書館小計

資料案内係、児童・地域係

　　西分館

南浦和図書館

合 計

-

-

-

-

-

58.7%

 教育委員会事務局生涯学習部

片柳図書館

北図書館

武蔵浦和図書館

令和3年度

管理課

岩槻東部図書館

資料案内係、児童・地域係

　　大久保東分館

岩槻駅東口図書館

-

-

-

-

-

-

-

-

3

19

9

9

22

5 13 4 4

19 17 19

24 21 23

10 10 13

10 15 11 10

- - - - - -

14 14

13 10 9

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

8 14 7 7

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

11 9 11

- - - - - -

- - - - - -

8 6 6

- - - -

9 13 8 7

- - - - - -

8 5 8 4 8 5

- - - - - -

16 10 16 11 16 11

- - - - - -

２　図書館案内
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※大正から昭和初期の部分については図書館で把握しているもののみ記載させていただいております。

　（閉館時期についても省略）

大正 １３年 ３月 大宮町立図書館、大宮小学校内に開館

６月 野田村立簡易図書館、野田小学校内に開館

８月 谷田村立図書館、谷田小学校内に開館

尾間木村立図書館、尾間木小学校内に開館

９月 浦和町立少年図書館、浦和小学校内に開館

大門村立図書館、大門小学校内に開館

与野町立図書館、与野小学校内に開館

１４年 植水村立図書館、植水小学校内に開館

昭和 ３年 七里村立図書館、七里小学校内に開館

川通村立川通図書館、川通小学校内に開館

岩槻町立岩槻図書館、岩槻小学校内に開館

和土村立和戸図書館、和土小学校内に開館

４年 片柳図書館、片柳小学校内に開館

三室村立三室図書館、三室小学校内に開館

９年 浦和市立第二少年図書館、常盤小学校内に開館

浦和市立第五図書館、本太小学校内に開館

２８年 ４月 大宮市立図書館設置条例施行

４４年 ６月 与野市公民館図書室開設

４６年 ４月 与野市図書館開館

９月 岩槻市立中央図書館開館

４７年 ７月 移動図書館「なかよし号」（与野）巡回開始

４８年 ２月 大宮市立図書館（のち大宮図書館に改称）、高鼻町に新館開館

７月 移動図書館「ほたる号」（大宮）巡回開始

４９年 １月 浦和市立図書館（のち北浦和図書館に改称）開館

４月 移動図書館「しらさぎ号」（浦和）巡回開始

９月 配本所（東大宮）開室、以下順次開室

５０年 １０月 移動図書館「こだま号」（岩槻）巡回開始

５１年 １０月 浦和市立図書館中央分館（のち北浦和図書館東高砂分館に改称）開館

５３年 ５月 岩槻市立中央図書館（のち岩槻図書館に改称）新館開館

５３年 １０月 与野市図書館南分館、大戸小学校内に開設

５６年 １２月 与野市図書館（のち与野図書館に改称）新館開館

６０年 ８月 浦和市立南浦和図書館開館

６１年 ４月 与野市図書館南分館（のち与野図書館南分館,与野南図書館に改称）新館開館

６２年 ６月 大宮市立西部図書館（のち大宮西部図書館に改称）開館

平成 ４年 ６月 大宮市立東図書館（のち大宮東図書館に改称）開館

１０月 与野市図書館西分館（のち与野図書館西分館に改称）開館

５年 ３月 移動図書館「なかよし号」廃止

６年 １０月 ４市１町（浦和・大宮・上尾・与野・伊奈）広域利用開始

７年 １月 浦和市図書館、戸田市図書館と相互利用開始

４月 浦和市図書館、川口市図書館と相互利用開始

８年 ４月 岩槻市立岩槻駅東口図書館開館

９年 ４月 浦和市図書館、蕨市図書館と相互利用開始

４月 浦和市立東浦和図書館開館

１０年 ４月 岩槻市立東部図書館（のち岩槻東部図書館に改称）開館

６月 大宮市立春野図書館開館

１２年 ５月 大宮市立西部図書館三橋分館（のち大宮西部図書館三橋分館に改称）開館

７月 大宮市立七里図書館、宮原図書館開館

１３年 ５月 さいたま市誕生

１１月 さいたま市図書館協議会・さいたま市視聴覚ライブラリー運営委員会発足

１４年 ７月 馬宮図書館開館

１５年 ４月 政令指定都市へ移行

１６年 ７月 桜木図書館開館

１７年 ３月 図書館コンピュータシステムの一元化

４月 岩槻市編入　岩槻図書館、岩槻駅東口図書館、岩槻東部図書館が

加わり、さいたま市図書館１９館に

６月 インターネット予約開始

７月 桜図書館開館

１８年 １月 岩槻区のシステムを統合

２　図書館案内
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平成 １８年 ３月 移動図書館「こだま号」廃止

移動図書館「しらさぎ号」が「こだま号」担当駐車場の巡回開始

４月 ３市（川越・春日部・蓮田）広域利用開始

視聴覚資料の予約受付開始

５月 片柳図書館開館

１１月 移動図書館「ほたる号」廃止、「宝くじ号」巡回開始

１９年 ４月 桜図書館大久保東分館開館

与野図書館南分館が与野南図書館に昇格

利用時間、開館日の拡充（開館時刻の統一、月末休館日の廃止）

５月 市内９館と３分館にて、窓口業務（貸出、返本、書架整理等の

定型的業務）委託開始

９月 北浦和図書館東高砂分館閉館

１１月 中央図書館開館
図書館組織の再編成

（中央図書館、拠点図書館、地区図書館・分館の３構成になる）

１２月 移動図書館「しらさぎ号」廃止

移動図書館「宝くじ号」が「しらさぎ号」担当駐車場の巡回開始

２０年 ４月 市内３分館の全面窓口業務委託開始

５月 北図書館開館（設計と建設はＰＦＩ事業で実施）

視聴覚ライブラリーの統合、北図書館内にリニューアルオープン

２２年 ３月 図書館コンピュータシステムの更新

メールマガジン配信開始

４月 貸出点数の変更（各館で１０点までから、全館で３０点までに変更）

６月 長期延滞利用者に対する貸出停止の実施

行財政改革公開審議「図書館管理運営事業について」の開催（第１回、第２回

は７月に実施）

１１月 中央図書館にて図書館海援隊への参加

２３年 ３月 東日本大震災後の計画停電による臨時休館、利用時間の変更等を実施

２４年 ３月 与野図書館ＩＣタグによる資料管理開始

４月 休館日分散化・利用時間の変更

馬宮、宮原、与野南、岩槻東部図書館で窓口等業務委託開始

２５年 １月 武蔵浦和図書館開館、南浦和図書館が地区館に

４月 大宮東、七里、片柳図書館で窓口等業務委託開始

８月 行財政改革公開審議「図書館運営の見直し」の開催
１１月 「さいたま市図書館への指定管理者制度導入について」を図書館協議会に諮問

（平成２６年１１月に答申）

２６年 ４月 桜木、岩槻駅東口図書館で窓口等業務委託開始

６月 国立国会図書館デジタル化資料送信サービスの開始

８月 行財政改革公開審議「図書館への 指定管理者制度の活用」の開催

２７年 ３月 東浦和駅前に「図書館専用返却ポスト」を設置

９月 指定管理者制度導入について条例改正

２８年 １月 美園図書館開館

３月 図書館コンピュータシステムの更新（電子書籍サービス開始）

東浦和図書館、宮原図書館でＩＣタグによる資料管理開始

６月 大宮図書館（平成３１年５月移転予定）指定管理者の指定について市議会で議決

１０月 宮原駅前に「図書館専用返却ポスト」を設置

２９年 ３月 大宮西部図書館、南浦和図書館、桜図書館大久保東分館でＩＣタグによる資料管理

開始
１１月 Twitterによる情報発信を開始

３０年 ３月 大宮西部図書館三橋分館、春野図書館でＩＣタグによる資料管理開始

５月 音楽配信データベース「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」を導入

１０月 西浦和駅市民の窓口敷地内に「図書館専用返却ポスト」を設置

３１年 ３月 北浦和図書館でＩＣタグによる資料管理開始

移動図書館「宝くじ号」廃止、「あじさい号」巡回開始

植水配本所、指扇配本所廃止

令和 元年 ５月 大宮図書館移転開館

２年 ３月 大宮東図書館、岩槻図書館、与野南図書館、与野図書館西分館でＩＣタグによる

資料管理開始

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館を実施

４月 １市（白岡）広域利用開始

６月 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休館より再開

３年 ３月 桜木図書館、馬宮図書館、七里図書館、岩槻駅東口図書館、岩槻東部図書館、移動

図書館でＩＣタグによる資料管理を開始し、全館でＩＣタグによる資料管理が可能に

２　図書館案内
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所　在　地
電話番号　FAX番号

開館年月
（創立年月）

構造

中 央 図 書 館
〒330-0055 浦和区東高砂町11-1
電話：048-871-2100　FAX：048-884-5500

平成19年11月
鉄骨鉄筋コンクリート造
地上10階地下4階（8階部分）

北 浦 和 図 書 館
〒330-0074 浦和区北浦和1-4-2
電話：048-832-2321　FAX：048-832-2324

昭和49年1月
鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、一部
鉄筋コンクリート造、地上4階地下1階

東 浦 和 図 書 館
〒336-0932 緑区中尾1440-8
電話：048-875-9977　FAX：048-875-9687

平成9年4月
鉄骨鉄筋コンクリート造
地上3階地下1階（1階及び地下部分）

美 園 図 書 館
〒336-0967 緑区美園4-19-1
電話：048-764-9610　FAX：048-764-9622

平成28年1月
鉄筋コンクリート造
地上3階（2階部分）

大 宮 図 書 館
〒330-0843 大宮区吉敷町1-124-1
電話：048-643-3701　FAX：048-648-8460

令和元年5月
（大正13年3月）

鉄骨造、一部コンクリート充填鋼管構造
地上6階（1・2・3階部分）

大 宮 西 部 図 書 館
〒331-0825 北区櫛引町2-499-1
電話：048-664-4946　FAX：048-667-7715

昭和62年6月
鉄骨鉄筋コンクリート造
地上3階

桜 木 図 書 館
〒330-0854 大宮区桜木町1-10-18
電話：048-649-5871　FAX：048-649-5875

平成16年7月
鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造
地上10階地下2階（4階部分）

馬 宮 図 書 館
〒331-0061 西区西遊馬533-1
電話：048-625-8831　FAX：048-625-8833

平成14年7月
鉄筋コンクリート造
地上3階（1階部分）

三 橋 分 館
〒331-0052 西区三橋6-642-4
電話・FAX：048-625-4319

平成12年5月
鉄筋コンクリート造
地上3階地下1階（2階の一部分）

春 野 図 書 館
〒337-0002 見沼区春野2-12-1
電話：048-687-8301　FAX：048-687-8306

平成10年6月
鉄筋コンクリート造
地上2階

大 宮 東 図 書 館
〒337-0052 見沼区堀崎町48-1
電話：048-688-1434　FAX：048-687-9744

平成4年6月
鉄筋コンクリート造
平屋建

七 里 図 書 館
〒337-0014 見沼区大谷1210
電話：048-682-3248　FAX：048-687-3932

平成12年7月
鉄筋コンクリート造
地上2階（1階部分）

片 柳 図 書 館
〒337-0026 見沼区染谷3-147-1
電話：048-682-1222　FAX：048-682-1444

平成18年5月
鉄筋コンクリート造
地上2階（2階部分）

与 野 図 書 館
〒338-0002 中央区下落合5-11-11
電話：048-853-7816　FAX：048-857-1946

昭和56年12月
（昭和46年4月）

鉄筋コンクリート造
地上3階

与 野 南 図 書 館
〒338-0012 中央区大戸6-28-16
電話：048-855-3735　FAX：048-855-6173

昭和61年4月
(昭和53年10月)

鉄筋コンクリート造
地上2階（1階部分）

西 分 館
〒338-0005 中央区桜丘2-6-28
電話：048-854-8636　FAX：048-854-8694

平成4年10月
鉄筋コンクリート造
地上2階（2階部分）

岩 槻 図 書 館
〒339-0057 岩槻区本町4-2-25
電話：048-757-2523　FAX：048-758-5100

昭和53年5月
（昭和46年9月）

鉄筋コンクリート造
地上2階地下1階（1階及び地下部分）

岩 槻 駅 東 口 図 書 館
〒339-0057 岩槻区本町3-1-1
電話：048-758-3200　FAX：048-757-8711

平成8年4月
鉄筋コンクリート造
地上5階（3階の一部分）

岩 槻 東 部 図 書 館
〒339-0005 岩槻区東岩槻6-6
電話：048-756-6665　FAX：048-756-8222

平成10年4月
鉄筋コンクリート造
平屋建

桜 図 書 館
〒338-0835 桜区道場4-3-1
電話：048-858-9090　FAX：048-858-9091

平成17年7月
鉄骨鉄筋コンクリート造
地上5階（1・2階部分）

大 久 保 東 分 館
〒338-0826 桜区大久保領家131-6
電話・FAX：048-853-7100

平成19年4月
鉄筋コンクリート造
地上3階（1階部分）

北 図 書 館
〒331-0812 北区宮原町1-852-1
電話：048-669-6111　FAX：048-669-6115

平成20年5月
鉄筋コンクリート造
地上4階（1階部分）

宮 原 図 書 館
〒331-0811 北区吉野町2-195-1
電話：048-662-5401　FAX：048-653-8563

平成12年7月
鉄筋コンクリート造
地上3階地下1階（2階部分）

武 蔵 浦 和 図 書 館
〒336-0021 南区別所7-20-1
電話：048-844-7210　FAX：048-844-7207

平成25年1月
鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造
地上10階地下1階（2・3階部分）

南 浦 和 図 書 館
〒336-0024 南区根岸1-7-1
電話：048-862-8568　FAX：048-862-8589

昭和60年8月
鉄骨鉄筋コンクリート造
地上3階

※延床面積は、小数点以下切り捨てで表示。

図 書 館 名

２　図書館案内
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延床面積
（㎡）

カウンター数
収容可能冊数

（冊）
開架（上段）
閉架（下段）（冊）

椅子
（座席数）

文化施設・その他

5,799 4 約700,000
約200,000
約500,000

一般
児童

308
36

129

3,015 3 約250,000
約120,000
約130,000

一般
児童

56
26

85 学校図書館支援センターを併設

2,206 3 約200,000
約100,000
約100,000

一般
児童

122
41

109

600 1 約60,000
約40,000
約20,000

一般
児童

38
22

13

4,084 3 約341,500
約121,500
約220,000

一般
児童

202
21

63
展示ｽﾍﾟｰｽ、研修室（24名×2）、研究席（9席）、学習
支援室（120席）、ｽﾃｯﾌﾟﾘﾋﾞﾝｸﾞ（32席）

3,499 2 約515,000
約150,000
約365,000

一般
児童

69
34

59
会議室（18名）、ｷﾞｬﾗﾘｰ、視聴覚ﾎｰﾙ（117名）
移動図書館・配本所の運営

570 1 約50,000
約32,000
約18,000

一般
児童

12
10

27

537 1 約60,000
約43,000
約17,000

一般
児童

8
13

33

227 1 約34,000
約22,000
約12,000

一般 4 17

1,135 1 約80,000
約60,000
約20,000

一般
児童

9
8

31 会議室（24名)

501 1 約79,000
約62,000
約17,000

一般
児童

6
8

28 会議室（24名)

365 1 約46,000
約31,000
約15,000

一般 15 18

586 1 約60,000
約40,000
約20,000

一般
児童

10
8

30

2,487 3 約144,000
約125,000
約19,000

一般
児童

95
14

36 視聴覚ホール（70名）、展示ホール

755 1 約61,000
約46,000
約15,000

一般
児童

19
10

27 集会室、展示コーナー

537 1 約46,000
約44,000
約2,000

一般
児童

4
10

12 集会室

1,020 1 約120,000
約70,000
約50,000

一般
児童

22
12

36 学習室（32席）

594 1 約52,000
約42,000
約10,000

一般
児童

23
8

33

423 1 約40,000
約38,000
約2,000

一般
　
10 33

2,976 4 約200,000
約100,000
約100,000

一般
児童

174
82

57

305 1 約30,000
約30,000

―
一般
児童

16
32

15

2,114 3 約200,000
約100,000
約100,000

一般
児童

114
20

55 視聴覚ライブラリーを併設

504 1 約44,000
約34,000
約10,000

一般
児童

8
7

27

1,296 3 約80,000
約75,000
約5,000

一般
児童

65
24

46

1,315 2 約98,000
約85,000
約13,000

一般
児童

18
18

39

閲覧席
（座席数）

２　図書館案内
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● 貸出点数：全館で３０点まで      ● 貸出期間：１４日間

● 利用できる人：市内在住・在勤・在学の人

   上尾市・伊奈町・戸田市・川口市・蕨市・川越市・春日部市・蓮田市・白岡市に在住している人

館　　　名 利　用　時　間 休　館　日

中央図書館
月～金曜日：９時～２１時
土・日・祝休：９時～１８時

北浦和図書館

東浦和図書館

美園図書館

大宮西部図書館

桜木図書館

春野図書館

与野図書館

岩槻駅東口図書館

桜図書館

北図書館

武蔵浦和図書館

南浦和図書館

大宮図書館 ９時～２１時３０分
特別整理期間
　＊ 文化施設等は除く

馬宮図書館

大宮西部図書館三橋分館

大宮東図書館

七里図書館

片柳図書館

与野南図書館

与野図書館西分館

岩槻図書館

岩槻東部図書館

桜図書館大久保東分館

宮原図書館

月曜日
　　中央図書館は第１・第３
　　月曜日のみ休館

　＊ 祝日・休日の場合は開館し、
 　　翌々日（水曜日）に休館

１２月２９日～１月４日

特別整理期間

火～金曜日：９時～２０時

土・日・祝休：９時～１８時

月・水～金曜日：９時～１８時

土・日・祝休：９時～１７時

火曜日
　＊ 祝日・休日の場合は開館し、
 　　翌日（水曜日）に休館

１２月２９日～１月４日

特別整理期間

◇ 返却ポスト

◇

◇

◇

令和３年４月１日現在

3
6 1 

9 

3 2 0 1 

2 1 

91

7 1 

25

0 2 

2 

1 

6

8 
7

41

3 1 4

1 2 

5 1 

ひがし
いわつ

き

いわ
つき

ななさ
と

11

ひがしおおみや

よしのはら

こんば

ひがし
みやはら

22

み
や
は
ら

か
も
の
み
や

にっし
ん

さしお
うぎ

にしおお
みや

とろ

て
つ
ど
う

は
く
ぶ
つ
か
ん

お
お
み
や

さ
い
た
ま

し
ん
と
し
ん

よ
の
ほ
ん
ま
ち

み
な
み
よ
の

う
ら
わ

き
た
う
ら
わ

きたおおみや

きたよの

よの

おおわだおおみや
こうえん

う
ら
わ
み
そ
の

な
か
う
ら
わ むさし

うらわ みなみ
うらわ

ひがし
うらわ

42
にしう

らわ

8 1 

5

２　図書館案内
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旧中山道

北浦和図書館前

北浦和図書館

至大宮 北浦和駅

東口

信
用
金
庫

中央図書館
（コムナーレ8Ｆ）

至大宮 至上野

日
の
出
通
り

屋上庭園

閲覧席

閲覧席

参考図書

地域行政資料

社会人席

自動返却機

自動書庫

自動書庫
　入出庫

書
斎
席

調
査
・
研
究
書児

童
資
料

事
務
室

支
援
サ
ー
ビ
ス

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
雑
誌

・
新
聞

整
理
準
備

　
　書
庫

エントランス

データベース
インターネット

エスカレーター

エレベーター

ボランティア室対面朗読室

第３朗読室

第２朗読室

第１朗読室

障害者サービス
作業室

専
門
雑
誌 社

会
人
席

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

閲
覧
席

持
込
み
パ
ソ
コ
ン
席

文庫・新書

イベントルーム
ヤング・実用書
小説（単行本）

１　中央図書館

２　北浦和図書館

〒330-0055　さいたま市浦和区東高砂町 11-1
　　　　　　コムナーレ 8F
TEL：048-871-2100　　FAX：048-884-5500

駐車場　　835 台（共用・有料）
交　通　　浦和駅東口徒歩 1分

〒330-0074　さいたま市浦和区北浦和 1-4-2
TEL：048-832-2321　　FAX：048-832-2324

駐車場　　6台
交　通　　北浦和駅東口徒歩 5分

WC

EV

WC

ホワイエ

講座室・舞台

ポンプ室

書庫 管理室
電気室

事務室
会議室

WC

WC EV

閉架書庫

倉庫

一般資料室

カウンター

朗読室
EV

WC

WC

閉架書庫

児童資料室

カウンター

Ｅ
Ｖ

学校図書館支援センター

機材室

WC

EVWC

倉庫・車庫

EV

EVEV

カウンター

貸出・返却・登録
CD・ビデオ入

口

倉庫
WCみんな

の
トイレ WC EV

小説・文庫・雑誌
実用書・旅行ガイド
ヤング・おもしろ本

自動貸出機

１Ｆ ３Ｆ 地階

２Ｆ ４Ｆ

浦和駅

２　図書館案内

⑤各図書館概要　中央図書館／北浦和図書館 12



３　東浦和図書館
〒336-0932　さいたま市緑区中尾 1440-8  
　　　　　　プラザイースト 1F
TEL：048-875-9977　　FAX：048-875-9687

駐車場　　123 台（共用：駐車 2時間以降有料）
交　通　　・浦和駅東口１番　国際興業バス『緑区役所入口』下車
　　　　　・東浦和駅 4番　国際興業バス
　　　　　　(1)「浅間下経由浦和駅東口」行き『緑区役所入口』下車
　　　　　　　(2)「中丸公園経由緑区役所」行き『プラザイースト南』下車

緑区役所入口

東浦和駅
入口

花月

武蔵野線

日の出通り

国道463号線

南浦和駅 東浦和駅

緑区役所

東浦和図書館
（プラザイースト1Ｆ）

浦
和
駅

第
二
産
業
道
路

地下書庫

ブック
　　ポスト

一般資料

ＡＶ資料

開架スペース
（1739㎡）

事務室
（297㎡）

朗読室

ミーティング室

イベント・ルーム

テーマ別資料

参考資料

児童資料
カウンター

入口

１Ｆ

地階

４　美園図書館
〒336-0967　さいたま市緑区美園 4-19-1
  　浦和美園駅東口駅前複合公共施設 2F
TEL：048-764-9610　　FAX：048-764-9622

駐車場　　53 台（共用：有料（施設利用の認証を受けた場
　　　　　　　　　合は２時間まで無料））
交　通　　浦和美園駅東口徒歩１分

美園小

綾
瀬
川

浦
和
美
園
駅

交番

至東川口 イオンモール

美園図書館
（浦和美園駅東口駅前
複合公共施設2F）

国道463号線

おはなし室

児童書
コーナー

一般書
コーナー

検索機

検索機

新聞 雑誌

CD試聴台

出入口

CD

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
席

カ
ウ
ン
タ
ー

自動貸出機

２　図書館案内
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５　大宮図書館

｜｜｜｜｜｜｜｜｜
｜｜｜｜｜｜｜｜
｜｜｜｜｜｜｜｜
｜｜

東口
大宮駅

至浦和

中山道

平成ひろば

至上尾

至川越

交番

県
道
さ
い
た
ま
春
日
部
線

大
栄
橋

駅
前
通
り

２Ｆ

一
宮
通
り

６　大宮西部図書館
〒331-0825　さいたま市北区櫛引町2-499-1
TEL：048-664-4946　　FAX：048-667-7715

駐車場　　27台
交　通　　・大宮駅西口　東武バス

6番「三進自動車」行き
6・7番「シティハイツ三橋」行き

　　　　　　8番「平方」、「リハビリセンター」行き
いずれも『櫛引』下車　徒歩3分
・大宮駅西口　けんちゃんバス
　「大宮駅西口循環線（大成先回り）」行き
　『西部図書館前』下車　徒歩５分　
・ニューシャトル鉄道博物館（大成）駅
　徒歩12分

大宮西郵便局

大宮
中央高校

櫛引

櫛引

大宮西部図書館

大成町
三丁目

櫛引町（二）

ニ
ュ
ー
シ
ャ
ト
ル

中
山
道

国
道
17
号
線

切
敷
川

（
鴻
沼
川
）

至
大
宮

大宮
郵便局

陸
上
自
衛
隊

大
宮
駐
屯
地

機械室 機械室

おはなし
コーナー

AVコーナー

一般資料室

カウンター

児童資料室 玄関

保存書庫(1)

視聴覚
ホール
117席

館外
書庫

会議室
ギャラリー

事務室

保存書庫(2)

倉
庫

印
刷
室

１Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

鉄
道
博
物
館

（
大
成
）駅  

〒330-0843　さいたま市大宮区吉敷町 1-124-1
　　　　　　　　　　　　　　　大宮区役所庁舎 1・2・3F
TEL：048-643-3701　　FAX：048-648-8460

駐車場　　89 台（共用：駐車 60 分以降有料）
交　通　　大宮駅東口徒歩 15 分
　　　　　・大宮駅東口 2番から東武バス
　　　　　　「さいたま市立病院」行き
　　　　　・さいたま新都心駅東口 2番から東武バス
　　　　　　「大宮駅東口（大宮区役所経由）」行き
　　　　　　ともに『大宮区役所』下車

１Ｆ

３Ｆ

文学資料
コーナー

インターネット
コーナーレファレンス

カウンター

閉架
書庫

視聴覚
資料

学習支援室
ス
タ
デ
ィ
コ
ー
ナ
ー

新
聞

研究席

WC

WC

WC

EV

EV

EV
EV

カフェ

ブックポスト●

大宮図書館
研修室

大宮図書館
展示スペース

大宮図書館
氷川の杜ひろば

ガイダンスステップ

図書館入口

図書館カウンター

予約資料コーナー

児童書コーナー

おはなしのへや

ステップリビング

一般書コーナー

一
般
書
コ
ー
ナ
ー

雑誌

YAコーナー
としょかん
テラス

至岩槻

大宮図書館
（大宮区役所庁舎1･2･3Ｆ）

２　図書館案内
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８　馬宮図書館
〒331-0061　さいたま市西区西遊馬 533-1
　　　　　　　　　　　馬宮コミュニティセンター 1F
TEL：048-625-8831　　FAX：048-625-8833

駐車場　　81 台（共用：無料）
交　通　　・大宮駅西口 2番　西武バス「指扇駅」行き
　　　　　・指扇駅 1番　西武バス「大宮駅西口」行き
　　　　　　ともに『馬宮コミュニティセンター』下車

至川越

指扇駅入口 県道さいたま春日部線

馬宮東小

水判土 三橋二丁目

馬宮公民館

馬宮
コミュニティ
 センター

至大宮

新
大
宮
バ
イ
パ
ス

馬宮図書館
(馬宮コミュニティセンター1Ｆ)

指扇駅

児童書コーナー

出 入 口

カ ウ ン タ ー

AV・検索コーナー

一 般 書 コ ー ナ ー

事　務　室
書　庫

雑
誌
・
新
聞
コ
ー
ナ
ー

７　桜木図書館
〒330-0854　さいたま市大宮区桜木町 1-10-18
　　　　　　　　　　シーノ大宮センタープラザ 4F
TEL：048-649-5871　　FAX：048-649-5875  

駐車場　　無
交　通　　大宮駅西口
　　　　　ペデストリアンデッキを通って徒歩 5分

桜木町 県道さいたま春日部線

鐘塚公園

JACK
大宮

至上尾

ソニックシティ
桜木町4丁目

至浦和

大

宮

駅

国
道
17 

号
線

センタープラザ

サウスウイング

Pノース
ウイング

センタープラザ

サウスウイング

ノース
ウイング

桜木図書館
シーノ大宮

センタープラザ4F

新聞・雑誌コーナー

出入口

カウンター

一般書コーナー

児童書コーナー

インターネット・DVDコーナー、持込PC席兼閲覧席

ビ
ジ
ネ
ス
関
連
書
コ
ー
ナ
ー

２　図書館案内

⑤各図書館概要　桜木図書館／馬宮図書館15



９　大宮西部図書館三橋分館
〒331-0052　さいたま市西区三橋 6-642-4  
　　　　　　　　　　　　　　　西部文化センター2F
TEL：048-625-4319　　FAX：048-625-4319

駐車場　　72 台（共用：無料）
交　通　　大宮駅西口 6・7番　東武バス
　　　　　　「シティハイツ三橋」行き
　　　　　　『大宮西警察署前』下車

大宮西
警察署前

三橋
総合公園

三橋五丁目（北） 至岩槻

至川越

大宮西部図書館
三橋分館

(西部文化センター2F)

陸
上
自
衛
隊

大
宮
駐
屯
地

大
宮
西
警
察
署

新
大
宮
バ
イ
パ
ス

大宮西
警察署前

鴨
川

至上尾

県道さいたま春日部線

一 般 書

児 童 書

児 童 書

絵 本

雑 誌

インターネット
カウンター

文庫

資料展示架

資料展示架

一 般 書

紙芝居
検索機

自動貸出機

児童書

出入口

CD

10　春野図書館
〒337-0002　さいたま市見沼区春野 2-12-1
TEL：048-687-8301　　FAX:048-687-8306

駐車場　　29 台
交　通　　東大宮駅東口　国際興業バス
　　　　　　「アーバンみらい循環」、
　　　　　　「アーバンみらいゆき」行き
　　　　　　ともに『アーバンみらい』下車　すぐ

返却
ポスト

作業室

エレ
ベーター

エレ
ベーター

ＣＤコーナー

ロビー
受付カウンター

一般書コーナー

書　庫

会議室 倉庫

事務室

吹　抜

児童書コーナー

絵本コーナー

新聞・雑誌コーナー 参考図書コーナー

１F ２F

アーバン
　　みらい 春野小

春野中
丸ケ崎

至大宮

多目的遊水池

見沼代用水
東縁

至岩槻

春野図書館

出
戸
橋
通
り

Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
線

東
大
宮
駅

国道 号線16

ブックポスト

２　図書館案内

⑤各図書館概要　大宮西部図書館三橋分館／春野図書館 16



11　大宮東図書館
〒337-0052　さいたま市見沼区堀崎町 48-1
TEL：048-688-1434　　FAX：048-687-9744　  

駐車場　　100 台（共用：無料）
交　通　　・大和田駅または七里駅徒歩 12 分
　　　　　・東大宮駅東口　国際興業バス
　　　　　　「大和田駅」行き
　　　　　　『見沼区役所』下車　徒歩 2分

見沼区役所

見沼区役所
堀崎
公園

大和田駅（南） 蓮沼

大宮
武道館

蓮沼小

七里駅大和田駅

職員研修センター

大宮東図書館

入口

ロビー

会議室

図書室

事務室

県道
さい
たま
春日
部線

12　七里図書館
〒337-0014　さいたま市見沼区大谷 1210
　　　　　　　　　　七里コミュニティセンター 1F
TEL：048-682-3248　　FAX：048-687-3932　  

駐車場　　30 台（共用：無料）
交　通　　・大宮駅東口 7番　国際興業バス「大谷県営
　　　　　　住宅」、「東部リサイクルセンター」行き
　　　　　　『大谷』下車　徒歩 5分
　　　　　・北浦和駅東口 5 番　東武バス「宮下」、
　　　　　　「岩槻駅」行き
　　　　　　『下田入口』下車　徒歩２分
　　　　　・コミュニティバス（土日祝・年末年始は運休）
　　　　　　七里駅『七里駅西』より
　　　　　　『七里コミュニティセンター入口』
　　　　　　下車　徒歩２分

返却ポスト

七里コミュニティ
センター入口

A Vコーナー
利用者端末

絵本
コーナー

七里図書館入口

カウンター

雑誌コーナー

一

般

資

料

児

童

資

料

東宮下

七里総合公園

病院

大谷至大宮駅

東新井

至北浦和駅
東楽園通り

七里図書館
（七里コミュニティセンター1F）

霊園

下田入口

さいたま幸手線

２　図書館案内

⑤各図書館概要　大宮東図書館／七里図書館17



13　片柳図書館
〒337-0026　さいたま市見沼区染谷 3-147-1
　　　　　　　　　　　片柳コミュニティセンター 2F
TEL：048-682-1222　　FAX：048-682-1444

駐車場　　80 台（共用：無料）
交　通　　・大宮駅東口 7番　国際興業バス
　　　　　　「浦和学院高校」、「浦和美園駅」、
　　　　　　「浦和東高校」、「さいたま東営業所」行き
　　　　　　『染谷新道』下車　徒歩 12 分
　　　　　　「染谷折返場」行き
　　　　　　『染谷中』下車　徒歩 2分
　　　　　・浦和駅東口 3番　国際興業バス
　　　　　　「さいたま東営業所」行き（浦 08-2 系統・南台経由）
　　　　　　『染谷新道』下車　徒歩 12 分
　　　　　・コミュニティバス（土日祝･年末年始は運休）
　　　　　　七里駅『七里駅西』より
　　　　　　『片柳コミュニティセンター』下車　徒歩 1分

片柳図書館
(片柳コミュニティセンター2F)

東新井

南中野(南)

片柳コミュニティ
センター入口

片柳コミュニティ
センター

片柳
郵便局 片柳支所

大宮消防署

第
二
産
業
道
路

検索機

一
般
書

一般書 地域資料 参考図書
電話帳 閲覧席

文
庫

Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｃ
Ｄ

新
聞
・
雑
誌

検
索
機 カ

ウ
ン
タ
ー

インターネット
ＤＶＤ視聴
コーナー

電話帳

インターネット
ＤＶＤ視聴
コーナー

自動
貸出機

出
入
口

児
童
書

一般書

テラス

紙芝居

絵本

絵本

児童書

雑誌

14　与野図書館
〒338-0002　さいたま市中央区下落合 5-11-11
TEL：048-853-7816　　FAX：048-857-1946

駐車場　　無
交　通　　与野本町駅東口徒歩 7分

国道17号線

与野中央通り

与野本町駅

中央区役所

至大宮 埼京線

与野郵便局

与野駅
入口

与野図書館

た
つ
み
通
り

地
域
・
行
政

芸

術

業

業

工

産

屋
根

音
楽

ス
ポ
ー
ツ

語
学

参
考
資
料

人文・社会科学

機械室

W C

医 学

自然科学

読書室

書庫

案 内

Ｅ
Ｖ

Ｅ
Ｖ

機械室
ＣW

視聴覚ホール

器材庫

調整室

書 庫

倉 庫

おはなし
室

ラウンジ

機
械
室

事

務

室

会
議
室

倉

庫

機械室

かみしばい
返却 貸出 登録 新 聞自動貸出機

自動貸出機
インターネット

ＣＤ・
DV D

日 本 　 　
　 　 文 学

外 国 文 学

案内

WＣ
車庫 EV

上る

一般出入口

職員通用口

返却ポスト

一般出入口

貸
出
事
務
室

倉
庫

雑

誌

え

ほ

ん

児

童

書

家
事
・
育
児
・

イ
ン
テ
リ
ア

倉
庫

対面朗読室

１F ２F ３F

プ
ー
ル

２　図書館案内

⑤各図書館概要　片柳図書館／与野図書館 18



15　与野南図書館
〒338-0012　さいたま市中央区大戸 6-28-16
TEL：048-855-3735　　FAX：048-855-6173

駐車場　　8台
交　通　　南与野駅東口徒歩 7分　　　　　　　

地
域

資
料
室

倉
庫

ギ
ャ
ラ
リ
ー

第一集会室

機械室

倉庫

書庫

事務室
準備室

カウンター

一般出入口

一般開架室

新聞

雑誌

児童コーナー

エントランス
ホール

第二集会室

女子トイレ

身障者用
トイレ

男子トイレ

北浦和駅

南与野駅

鴻沼川

与野南図書館 与野南中

与野南小

常盤七丁目
国道17号線

与野中央通り

国
道
463
号
線

16　与野図書館西分館
〒338-0005　さいたま市中央区桜丘 2-6-28
　　　　　　　　　　　西与野コミュニティホール 2F
TEL：048-854-8636　　FAX：048-854-8694

駐車場　　7台（共用：無料）
交　通　　与野本町駅西口徒歩 20 分

八王子通り

上峰

与野公園

新大宮バイパス

埼京線 至大宮

白鍬通り

八王子

与野図書館西分館 白
鍬
通
り

彩
の
国

さ
い
た
ま

　芸
術
劇
場 与野本町駅

一　般
出入口

EV

男　子
トイレ

屋　上機械室

一般開架室

雑誌 新聞

屋　上

児童コーナー

事務作業室
集会室

倉庫
兼
書庫

女　子
トイレ

カ
ウ
ン
タ
ー

屋
上

２F

(西与野コミュニティホール2F)

２　図書館案内

⑤各図書館概要　与野南図書館／与野図書館西分館19



17　岩槻図書館
〒339-0057　さいたま市岩槻区本町 4-2-25
TEL：048-757-2523　　FAX：048-758-5100

駐車場　　無
交　通　　岩槻駅東口徒歩 8分

学習室
機械室

書庫

書庫

一
般
書
コ
ー
ナ
ー

調べる本コーナー

出入口

カウンター

返却ポスト

ＣＤコーナー

多目的
トイレ

女子
トイレ

男子
トイレ

持ち込みパソコン席

家事・料理

コーナー

おはなしコーナー

１F

B1

こどもの本コーナー

※こどもの本コーナーの上

書庫
作業室

地域資料コーナー

文庫・新書コーナー

新聞コーナー　雑誌コーナー

中2F

岩槻図書館

県道さいたま春日部線

銀行

国道16号線

遷喬館

岩槻区役所
岩槻駅東口図書館

岩槻駅

18　岩槻駅東口図書館
〒339-0057　さいたま市岩槻区本町 3-1-1
　　　　　　　　　　　　　　ワッツ西館 3F
TEL：048-758-3200　　FAX：048-757-8711

駐車場　　343 台 身障者用５台（共用：有料）
交　通　　岩槻駅東口徒歩 1分

県道さいたま春日部線

銀行

国道16号線

遷喬館

岩槻区役所

岩槻図書館

岩槻駅

岩槻駅東口図書館
（ワッツ西館3F）

カウンター

館内検索機

館内検索機

自動貸出機

インターネット端末

出入口

調べる本コーナー
調べる机

こどもの本コーナー

雑誌・新聞コーナー
文庫コーナー

一般書コーナー

持ち込みパソコン席

視聴覚コーナー

地域資料

２　図書館案内

⑤各図書館概要　岩槻図書館／岩槻駅東口図書館 20



19　岩槻東部図書館
〒339-0005　さいたま市岩槻区東岩槻 6-6
　　　　　　　　　　ふれあいプラザいわつき 1F
TEL：048-756-6665　　FAX：048-756-8222

駐車場　　89 台 身障者用２台（共用：無料）
交　通　　東岩槻駅南口徒歩 5分

岩槻東部図書館
（ふれあいプラザいわつき1Ｆ）

至春日部

県道さいたま春日部線

ホームセンター
コンビニエンス
ストア

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

東岩槻駅

児童書コーナー
視
聴
覚
コ
ー
ナ
ー

カウンター

出入口

一般書コーナー

W・C

新聞・雑誌
コーナー

自動
貸出機

閲覧席

検索機

20　桜図書館
〒338-0835　さいたま市桜区道場4-3-1   
　　　　　　　　　　　プラザウエスト1･2Ｆ
TEL：048-858-9090　　FAX：048-858-9091

駐車場　　394台（共用：駐車3時間以降有料）
交　通　　・浦和駅西口　国際興業バス「桜区役所・大久保浄水場」行き
　　　　　　『桜区役所』または『十石田』下車
　　　　　・中浦和駅　国際興業バス「桜区役所」行き『桜区役所』下車
　　　　　・コミュニティバス（土日祝日・年始年末運休）
　　　　　　中浦和駅、西浦和駅『桜区役所』下車 

至北浦和

下大久保

埼玉大学

桜区役所
十石田

道場

町谷
桜図書館

（プラザウエスト1・2Ｆ）

新
大
宮
バ
イ
パ
ス

入口

吹き抜け
吹
き
抜
け

児
童
カ
ウ
ン
タ
ー

子育て支援の本

雑誌

書庫

新聞

CD・DVD
ビデオ

イベント
ルーム

調べ
学習室

親子読み
聞かせ室

貸出・返却・案内
カウンター
貸出・返却・案内
カウンター

中高生向け
図書

えほん

児童書児童書

２F
畳
コ
ー
ナ
ー

貸
出
・
返
却
・
登
録

カ
ウ
ン
タ
ー

案
内
・
相
談

カ
ウ
ン
タ
ー

事務室

ボランティア室返却ポスト

社会人室

持ち込み
パソコン室

文学・文庫

芸術

自然科学

社会科学

歴史・宗教

辞書

くらしのガイド

語学・産業

貸
出
・
返
却
・
登
録

カ
ウ
ン
タ
ー

文学・文庫

芸術

自然科学

社会科学

歴史・宗教

辞書

くらしのガイド

語学・産業

入口

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

情
報
検
索

返却ポスト

１F

埼大通り

国道463号線

持ち込み
パソコン席

２　図書館案内

⑤各図書館概要　岩槻東部図書館／桜図書館21



21　桜図書館大久保東分館
〒338-0826　さいたま市桜区大久保領家 131-6  
　　　　　　　　　　　　　大久保東公民館 1F
TEL：048-853-7100　　FAX：048-853-7100　  

駐車場　　無
交　通　　北浦和駅西口　西武バス
　　　　　「加茂川団地」、「大久保」行き
　　　　　『大久保団地』下車　徒歩 1分

至与野本町駅

上峰

至北浦和埼大通り

新
大
宮
バ
イ
パ
ス

国道463号線

上大久保
保育園

大久保
団地

埼玉大学

紙芝居事務室

登録・返却 貸出・案内

絵 本

絵 本

調べ学習児童書実用書

低学年向き読み物

小さい
絵本小さい

絵本

市民開放
端末

高学年向き
読み物

夜間・休館日
の返却ポスト

雑 誌

文
庫

図書館入口公民館

正面玄関（西口）

利用者用
検索機
（opac）

桜図書館
大久保東分館
（大久保東公民館１F）

22　北図書館
〒331-0812　さいたま市北区宮原町 1-852-1
　　　　　　　　　　　　プラザノース 1F
TEL：048-669-6111　　FAX：048-669-6115

駐車場　　183 台（共用：駐車 2時間以降有料）
交　通　　・ニューシャトル加茂宮駅徒歩 8分
　　　　　・土呂駅徒歩 15 分
　　　　　・大宮駅東口 1番　東武バス
　　　　　　「上尾駅東口」行き
　　　　　・宮原駅東口中山道沿い「宮原駅入口」バス停
　　　　　　「大宮駅東口」行き
　　　　　　ともに『北区役所前』下車　徒歩 2分

参考図書・
地域資料コーナー

レファレンス
カウンター

イベント
ルーム 一般書コーナー

メインカウンター

図書館入口
自動貸出機

映像
コーナー

CD・DVD
コーナー

新聞・雑誌
コーナー

おはなし
スペース

児童カウンター

こどもの本のコーナー

読書席

利用者用
　資料検索端末

データベース
インターネットコーナー

大砂土小

ステラタウン

さいたま北部
医療センター

植竹中

植竹小

中
山
道

国
道
17
号
線

加
茂
宮
駅

土
　呂
　駅

産
業
道
路

北区役所前

北図書館
（プラザノース１Ｆ）

２　図書館案内
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23　宮原図書館
つつじが丘
公園西

白樺通り入口
しらかば通り

宮原駅前通り

スパイバ宮大新

吉野町
二丁目

つつじが丘
公園

宮原中
宮原小

宮原図書館
(宮原コミュニティセンター2Ｆ)

至
上
尾

中
山
道

東
口

宮
原
駅

国
道
17
号

雑誌
コーナー

事務室

カウンター 出入口

雑誌コーナー

新聞コーナー

絵本コーナー児童資料コーナー

一般資料コーナー

Ａ
Ｖ
コ
ー
ナ
ー

〒331-0811　さいたま市北区吉野町 2-195-1
　　　　　　　　　　　　宮原コミュニティセンター 2F
TEL：048-662-5401　　FAX：048-653-8563

駐車場　　45 台（共用：無料）
交　通　　・大宮駅東口 1番　東武バス

・宮原駅東口中山道沿い『宮原駅入口』バス停
　ともに「上尾駅東口」行き『白樺通り入口』下車　徒歩 1分

24　武蔵浦和図書館
〒336-0021　さいたま市南区別所 7-20-1
　　　　　　　　　　　　　　サウスピア 2・3F
TEL：048-844-7210　　FAX：048-844-7207

駐車場　　59 台（共用：有料）
交　通　　武蔵浦和駅西口徒歩 1分

埼京線
至赤羽

武蔵野線

浦和大里小

武蔵浦和図書館
（サウスピア２・３Ｆ） さいたま

中央郵便局

田島
通り

国
道
17号

線

武蔵浦和駅

倉庫 

貸出・返却・登録 
カウンター 

雑誌・新聞コーナー 

小説・文庫・ＣＤ 

対面朗読室 
兼ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ室 

倉庫 

ＥＶ 

出入口 

ブック
ポスト

ＥＶ 

予約・相談カウンター

児童 
カウンター 

倉庫 

書庫 
事務室 

おはなし室 

参考図書 地域資料 

一般書 

児童書 

絵本 

 

 

授乳室

データベース 
インターネット 

２F ３F

10F

サウスピア
専用駐車場

２　図書館案内
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25　南浦和図書館
〒336-0024　さいたま市南区根岸 1-7-1
TEL：048-862-8568　　FAX：048-862-8589  
  
駐車場　　137 台
　　　　　（共用：駐車１時間以降有料）
交　通　　南浦和駅西口徒歩７分

文化センター

文化通り

武蔵野線

至武蔵浦和

辻五反田
17号

南浦和図書館

西
口

至
大
宮

南
浦
和
駅

一
ツ
木
通
り

京
浜
東
北
線

事 務 室

WC

パン
トリー WC

講 座 室

児 童 資 料 室

機 械 室

カウンター

事務室

WC

ブック
ポスト

WC WC

一 般 資 料 室

エレベーター

書庫
（24㎡）

〔参考資料・地域資料〕（ＣＤ・ＤＶＤ）

入口

カ
ウ
ン
タ
ー

１Ｆ ３Ｆ２Ｆ

エレベーター エレベーター

２　図書館案内
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　移動図書館

運行開始 昭和48年7月
名　称 あじさい号(平成31年3月更新)
ベース いすゞエルフ・ワイドバン、3.5tオートマチック車、2,990cc
スケール 全長6.45m　全幅2.2m　室高1.82m
積載冊数 3,500冊

巡回スケジュール
（令和3年4月1日現在）

（第1週）
曜日 巡回時間 住所

10:40～11:40 西区西大宮3-39-1
13:20～13:50 西区宝来60-1
15:00～15:30 大宮区三橋4-258
10:20～11:20 西区植田谷本137-1
13:30～14:30 見沼区東新井710-50
14:50～15:40 見沼区中川694-2

（第2週）
曜日 巡回時間 住所

11:00～11:40 緑区東浦和2-15-1
13:20～14:10 南区大谷口5732
14:40～15:30 緑区三室984-1
10:30～11:30 見沼区東大宮6-42
13:20～14:00 見沼区東大宮1-26
14:20～15:20 見沼区東大宮3-6
10:20～10:50 岩槻区浮谷2042-1
11:10～11:40 岩槻区黒谷991
13:20～13:50 岩槻区大口255
14:00～14:30 岩槻区大戸1668

　配本所

開室日・時間

　返却ポスト

住所 利用可能時間
緑区東浦和1-23-2
北区宮原町3-824 2
桜区田島5-9-15

東浦和駅前
宮原駅前（東口）
西浦和駅市民の窓口敷地内

24時間
（年末年始を除く）

上小町（上小町集会所） 大宮区上小町825 毎週水・土曜日
13:00～16:30三橋南（三つ和会館） 大宮区三橋3-52

設置場所

配本所名 住所

駐車場

火曜日
井沼方公園
明花公園
原前公園

木曜日
東大宮藁田島公園
東大宮築地公園
砂団地内公園

金曜日

浮谷市営住宅
和土住宅
ＪＡ南彩川通支店
大戸自治会館

木曜日
加茂川団地
東新井団地22号棟前
中川自治会館

駐車場

火曜日
西大宮3丁目第二公園
西楽園
三橋四丁目自治会館

２　図書館案内
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（令和 3年 4月 1日現在） 

構 成 機 器 

 
サーバ 21 台                  Lenovo 製 

 
System ＳＲ８５０(DB・検索エンジンサーバ) 

 
System ＳＲ５７０（WebOPAC サーバ２台 

アプリケーションサーバ２台 
館内 OPAC サーバ 
システム管理・バックアップサーバ 
DMZ 系仮想サーバ 
業務系仮想サーバ） 

 
System ＳＲ２５０(AD・WSUS・ファイルサーバ 

SW 配信・制御用サーバ 
クライアント仮想化・管理サーバ 
クライアント仮想化・コネクションサーバ２台) 
ほか 
 

使 用 ソ フ ト 
OS：RedHat ８．２／Windows Server ２０１９ 

株式会社サン・データセンター CLIS Ver3.１ 

業 務 用 端 末 数 319 台 

自 動 貸 出 機 58 台 

Ｏ Ｐ Ａ Ｃ 数 143 台 

市民用インターネット端末 83 台 

業 務 用 プ リ ン タ 62 台 

携 帯 端 末 
(貸出・返却・蔵書点検兼用) 82 台 

専 用 回 線 Ｓ-net（スーパーワイド LAN 光ファイバー） 

 
 

２　図書館案内

⑦図書館コンピュータシステム 26



令和２年度に各新聞に掲載された、さいたま市図書館に関連する新聞記事を載せており

ます。 
 

《さいたま市図書館に関連する新聞記事一覧》 

掲載日 掲載紙 記事見出し 

4 月 20 日 埼玉新聞 図書館員 イチ押し 

5 月 13 日 朝日新聞 予約済みの本、15 日から貸し出し開始 

5 月 13 日 埼玉新聞 15 日から予約受け渡し 

5 月 13 日 毎日新聞 17 市立図書館で貸し出し再開へ 

5 月 15 日 読売新聞 図書館「予約制」で許可へ 

5 月 16 日 東京新聞 さいたま市立図書館 一部再開 

5 月 27 日 毎日新聞 図書館など施設、6 月 1 日再開へ 

6 月 2 日 毎日新聞 さいたま市図書館再開 

6 月 3 日 埼玉新聞 大宮西部図書館 修繕工事で休館 

7 月 5 日 読売新聞 田島ヶ原サクラソウ さいたまでパネル展 

7 月 22 日 埼玉新聞 幼児向け読書手帳 親子で楽しく記録を 

7 月 22 日 埼玉新聞 こわ～いおはなし会 

9 月 29 日 埼玉新聞 カズオ・イシグロ 秘密に迫る講座 

10 月 13 日 埼玉新聞 象姿の本棚 決選投票に 桜図書館が名前募集 

11 月 11 日 埼玉新聞 渋沢の功績学ぶ歴史講座を開催 

11 月 11 日 埼玉新聞 大宮図書館の周りって何があるの？ 

12 月 2 日 埼玉新聞 田島ヶ原サクラソウ自生地天然記念物指定 100 年市民講座 

３ 平成 26 年度活動報告 

②さいたま市図書館に関連する新聞記事 29 
３　令和２年度活動報告
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掲載日 掲載紙 記事見出し 

12 月 2 日 埼玉新聞 大人の折り紙教室 

12 月 16 日 埼玉新聞 図書館員が厳選児童書貸し出し 

12 月 16 日 埼玉新聞 無声映画観賞会 

1 月 18 日 埼玉新聞 郷土玩具愛らしく 

1 月 26 日 埼玉新聞 システム入れ替えで岩槻図書館など休館 

2 月 11 日 埼玉新聞 ＳＤＧｓ絵本ＨＰでお薦め 

2 月 20 日 埼玉新聞 大宮西部図書館４月から再開へ 

3 月 5 日 埼玉新聞 科学戦隊講師にサイエンスショー 

3 月 22 日 埼玉新聞 文学、文化賞リストを東浦和図書館が作成 
 

３　令和２年度活動報告
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１ さいたま市図書館における新型コロナウイルス感染症対応について 

  令和２年３月２日から始まった臨時休館は、令和２年５月31日まで継続されました。その間に寄

せられた多くの図書館利用者からの要望により、さいたま市図書館では臨時休館中のサービスとし

て５月15日から５月31日まで、予約資料の受け渡し業務を行いました。臨時休館中に確保された予

約資料は約24,400名分、約57,000冊にのぼり、来館者の混雑を避けるため、受取日時の分散化を徹

底しました。また、中央図書館については８階までのエレベータ内の混雑を避けるため、５月15日

から５月24日まで高砂小学校体育館で予約資料の受け渡しを行いました。 

  令和２年６月１日からは、図書館を含めた市民利用施設が再開となりました。その後、「図書館

の再開における対応マニュアル（令和２年５月29日策定、９月30日改定）」に沿って、順次制限を

緩和し、感染症対策を十分に行ったうえでサービスを継続しました。 

  令和３年１月７日の２度目の緊急事態宣言発出後は、中央図書館及び大宮図書館の閉館時間の繰

り上げ、イベントの原則中止、閲覧席等の撤去、利用時間を30分までとし、制限を引き上げました。 

  新型コロナウイルス感染症への対応は、１年以上経過しますが終わりが見えません。感染症対策

と図書館サービスの継続を両立させるべく、取り組んでいきます。 

 

２ さいたま市図書館ビジョン（第２期）の策定 

令和２年度で「図書館ビジョン（第１期）」が終了することから、令和３年度～10年度を対象期

間とした新たな「図書館ビジョン（第２期）」を策定しました。 

これからの図書館は、「地域の知の拠点」としての使命を果たすことに加え、「新しい時代の新た

な学び」を支えるため、市民・地域・企業・行政等の枠を超えたネットワークを強化し、本と人の

出会いや本を媒介にした人と人との出会いによる「つながりづくり」により、地域の未来の扉を開

くことが期待されています。 

「本と人 人と人が出会う 『知のひろば』」を基本理念とし、４つの基本的方向性を定め、ビ

ジョンの実現に向けて取り組みます。 

 

３ さいたま市子ども読書活動推進計画（第四次）の策定 

平成18（2006）年３月に策定した「さいたま市子ども読書活動推進計画」の取組成果及び課題を

整理し、今後おおむね５年間の計画として、新たに第四次計画を策定し、本市の子ども読書活動の

更なる推進を図ります。本計画では、創造力や感性の豊かな子どもをはぐくむため「読書が好き」

な子どもを増やすことを目標に掲げています。 

 

４ 桜図書館15周年記念事業の実施 

 桜図書館は、令和２年７月５日に開館15周年を迎え、様々な記念イベントを開催しました。「ぞ

うの名前を募集します！」では、ぞうの形をした書架の愛称に460票のご応募をいただき、決選投

票の結果、「ぱお」に名前が決定しました。さらに、桜型の用紙や桜模様の短冊を使った「さくら

のメッセージでぱおをかざろう」を実施し、利用者の皆様から多くのメッセージをいただきました。 

  また、令和２年は田島ヶ原サクラソウ自生地が国指定の天然記念物に指定されて100年となるこ

とから、32年間保護に携わった講師による市民講座「田島ヶ原サクラソウ自生地天然記念物指定100

年」を開催しました。 

  その他にも、職員が作成したおみくじを配布する「開運おみくじ」、子どもを対象とした「こど

もの本のおたのしみ袋」の貸出や「すくすく★読書なんでも相談」を行いました。いずれもご好評

をいただき、図書館利用の促進に繋がりました。 

  あわせて、15周年ロゴマーク付き記念品の配布、地域の文化や歴史を知ることができるパネルの

展示、段ボールなどで作成したお誕生日ケーキ飾りが、期間中の館内を盛り上げました。 

３　令和２年度活動報告
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事 業 名 実施期間 延回数 延人数

 ● ビジネス支援
＜中央図書館にて開催＞

創業相談会 毎第3火曜日 3 11

女性創業相談会 毎第3金曜日 7 25

＜大宮図書館にて開催＞

71142/01ーナミセ門入業起るめ始らか業副

 ● 中央図書館

令和２年度教科書展示会
6/12～6/26
（6/15を除く）

1 557

「田島ヶ原サクラソウ自生地」国指定１００年展 6/16～7/19 1 －

一日図書館員 8/4 1 10

読書であそぼう！はじめてのアニマシオン 8/6 1 18

自殺対策普及啓発事業「図書館キャンペーン」 9/8～9/22 1 －
谷田小学校なでしこ読み聞かせの研修会 10/6 1 12
地価に関するパネル展示 10/6～10/18 1 －

ストーリーテリング入門講座 10/6 1 17

依存症対策地域支援事業「図書館キャンペーン」 11/3～11/17 1 －

ストーリーテリング実践講座 11/10,12/1,1/12 3 17

税を考える週間 11/11～11/17 1 －
フレイル予防お立ち寄り相談会 11/9 1 －
あの本へのメッセージ 10/15～11/1 1 －

読み聞かせスキルアップ講座 10/9,11/13,12/11 3 25

ＷＥＢでＰＯＰバトル（第３回市立高校ＰＯＰバトル） 12/1～12/28 1 －

市立高校生推し本 12/1～12/28 1 －

冬の読書キャンペーン
「おはなしクイズ」

12/18～1/31 2 173

パパのための”図書Ｍｅｎ”おはなし会 12/19 1 4

きょうふのれんぞく…こわ～いおはなし会 12/25 2 16

あかちゃんおはなし会 毎水曜日 11 105

３時のおはなし会 毎第2・4水曜日 10 83

チュウチュウのおはなし会 毎第1・3土曜日 4 68

絵本で考えるＳＤＧｓ 2/19～3/14 1 －

市内公共公益施設向け除籍資料頒布会 2/26 1 22(団体)

 ● 北浦和図書館
展示ケース「江戸ウオーク ＰＡＲＴ3」 7/21 8/23 1 －
展示ケース「夏こそウナギ」 8/25 9/22 1 －
展示ケース「駅弁の掛け紙コレクション」 9/24 11/1 1 －

カズオ・イシグロ入門講座 10/15 1 26

展示ケース「新１万円札の顔　渋沢栄一」 11/4～11/15 1 －

展示ケース「さいたま市立浦和高等学校との交換展
示

11/17～11/29 1 －

展示ケース「浦和レッズレディース優勝記念展」 12/2～12/27 1 －

内容・講師

「田島ヶ原サクラソウ自生地」国指定１００年に関する
パネル展示

「税に関する中学生・高校生の表彰作品」等の展示

ボランティアによる幼児・小学生とその保護者を対象
としたストーリーテリング、絵本の読み聞かせなど

女性を対象とした創業に関する個別相談会
相談員：望月由美子氏（税理士・行政書士）

ボランティアとの協同による、小学校で読み聞かせボ
ランティアをしている方を対象とした絵本の読み聞か
せ講座

地価に関するパネル展示

ボランティアとの協同による、さいたま市在住者を対
象とした、ストーリーテリングの魅力を知ってもらうこと
を目的とする講座

ボランティアとの協同による、さいたま市在住者を対
象とした、ストーリーテリングを知り、より深く学ぶため
の講座

怖いおはなしだけを集めたおはなし会。絵本の読み
聞かせ、すばなしなど

市内在住・在学の小学4～6年生を対象とした、ブッ
カーかけ・読み聞かせ体験など

アルコール関連問題に関するパネル展示やパンフ
レットの配布

自殺対策に関するパネル展示

フレイル啓発活動への協力

創業に関する個別相談会
相談員：日本政策金融公庫職員

冬休みを含む期間で児童書の内容に関するクイズ
リーフレットを配布

ボランティアによる幼児とその保護者を対象とした絵
本の読み聞かせやおはなしなど

保護者を対象とする図書館職員による読み聞かせ講
座

創業ベンチャー支援センター埼玉より講師を派遣し
ていただき、これから副業や起業をしたい人向けのセ
ミナーを行う

12月11日に開催される歴史講座に関連して北浦和
図書館が企画し、さいたま市立図書館所蔵の渋沢栄
一に関する資料を展示

ＳＤＧｓを理解するための絵本を展示するとともに、啓
発のためのチラシ配布、図書館ホームページのコン
テンツを紹介するもの

絵本の読み聞かせ方の実技指導

小・中・高等学校の教科書、特別支援学校用の一般
図書を展示

読書をゲームのように楽しみながら、子どもを本の世
界に招き入れ、読む力を引き出す催し

文字活字文化の日記念企画

市立高校３校の生徒が選んだおすすめの本10冊を
高校生のオリジナルＰＯＰとともにＷＥＢページで公開

除籍資料、寄贈資料のリサイクル

絵画展示

駅弁掛け紙や外箱などを展示

ノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロの人物、作
品等の解説　講師：三村尚央氏

うなぎに関する資料展示

市立高校生のおすすめの本を高校生の紹介文をもと
にＳＮＳにより発信するもの

２歳までの乳幼児とその保護者を対象とした絵本の
読み聞かせやわらべうたなど

市立浦和高校生による、おすすめ本と手づくりPOPの

展示
浦和レッズレディース優勝記念の品の展示
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事 業 名 実施期間 延回数 延人数内容・講師
針ヶ谷公民館との共催講座　渋沢栄一「近代資本主
義の父」の人物像に迫る

12/11 1 29

市民映画会 12/18,1/15 2 28

おはなし会
9月～3月の毎木曜
日（祝日・休館日は

除く）
20 295

冬の読書キャンペーン ふゆのこども会 12/25 2 51
冬の読書キャンペーン カラフルカプセルくじを
ひいて、おすすめ本をよもう！

12/17～1/15 1 728

展示ケース「今年もよろしくお願いします」 1/5～1/31 1 －

知的で素敵なボードゲーム 1/23 1 5

展示ケース「名著復刻　日本児童文学館」 2/2～2/23 1 －
展示ケース「URAWA REDS開幕展」 3/9～4/4 1 －
小学４・５・６年生対象　さいレンジャーのおもしろサイ
エンスショー

3/26 1 12

 ● 東浦和図書館

おはなし会
11/26,12/10,
12/24,1/14

4 12

どんぐりおはなし会
12/12,12/26,

1/9,1/23
4 38

夏休み！本のおたのしみぶくろ 8/1～8/16 1 50

赤ちゃん絵本パック 10/1～3/31 1 －

あおぞらおはなし会 10/27,10/29 2 21
冬の読書キャンペーン
みんなのおすすめの木

11/17～1/31 1 189

 ● 美園図書館
美園図書館おはなし会  11/19,12/17,1/21 3 17
美園図書館５周年記念事業
ぬりえ募集事業

11/3～2/23 1 127

美園図書館５周年記念事業
ミニ展示及びリーフレット配布

12/1～2/23 3 －

美園図書館５周年記念事業
冬休み！本のおたのしみぶくろ

12/25～1/7 1 86

美園図書館５周年記念事業
来館者プチプレゼント

1/5～ 1 100

 ● 大宮図書館
にちようびのおはなし会
（幼児小学生向け）

毎週日曜日 18 193

育児コンシェルジュ 毎週第1・3水曜日 21 －

「万葉集の恋の歌」人気投票結果発表  6/1～7/15 1 －

開館一周年記念展示「与謝野晶子と大西民子　～民
子が憧れた歌人・与謝野晶子～」

6/1～9/6 1 －

俳句ポスト 6/1～3/31 1 －

WAKU！！DOKI！！ハッピーセット 6/15～6/28 1 －

大宮夏まつり写真展（コミュニティ課共催) 7/1～7/12 1 484

親子フラダンス講座 8/15 1 14

こわいおはなし会 8/23 1 17

おはなしボランティア養成講座（1回目） 9/1 1 20
文学資料コーナー
第５回企画展 「民子の日常」

9/7～11/6 1 －

ぬいぐるみのおとまり会 9/20～9/21 1 14

大宮の絵馬を知る～『大宮の絵馬展』を事例に～ 9/26 1 12

おはなしボランティア養成講座（2回目） 9/29 1 20

大人の朗読会～太宰治「津軽」を津軽弁で聞く～ 10/10 1 16

一般向け映画の上映

ボードゲームに関するブックトークと体験会をＺＯＯＭ
を使用して開催

赤ちゃん絵本3冊セット（14テーマ、わらべうたリーフ
レット付）の貸出

子どもたち自身のおすすめ本の募集、募集した本の
展示

オリジナルしおり・ブックカバー配布

絵本の読み聞かせ、紙芝居など

本の福袋＋工作セット（本３冊、工作セット、新聞紙、
工作作り方、エコバッグ作り方、アンケート）

すばなし、手あそび、絵本の読み聞かせなど

渋沢資料館館長による歴史講座　講師：井上潤氏

カプセルくじを引いてくれた方におすすめの本を紹
介

与謝野晶子の掛け軸など直筆資料のほか、大西民
子が与謝野晶子について書いた直筆原稿を展示

図書館に設置した俳句ポストに自作を投稿すると、応
募作品のなかから優秀作品を雑誌「現代俳句」に掲
載される（毎月俳句のお題の変更あり）

昨年度、利用者から投票していただいた「万葉集の
恋の歌」の人気投票の結果を館内で掲示

読み聞かせの仕方の講義

夏休みに親子で楽しいひと時を過ごしながら、フラダ
ンスの基礎を学ぶ

URAWA REDS開幕に関連する品の展示

さいたま市青少年宇宙科学館の「科学戦隊さいレン
ジャー」によるサイエンスショー

絵本の読み聞かせ等

中村楽葉氏によるテーブル人形劇

ヌゥグッズの展示

名著復刻日本児童文学館の図書資料を展示

屋外での、絵本の読み聞かせ、紙芝居など

小学生以上を対象に怪談の読み聞かせや、オバケ
が出てくるパネルシアターをおこなった

展示スペースで昨年の大宮夏まつりの写真を展示

大宮で晩年「人間失格」を書きあげた太宰治の小説
「津軽」「走れメロス」の２作をフリーアナウンサーで朗
読家の中村雅子さんの朗読で堪能

としょ丸・としょ子のオリジナルぬりえの配布、回収、館
内掲示

読み聞かせの仕方、実践

絵本の読み聞かせ、手遊びなど

ミニ写真展「美善図書館ができるまで」、貸出ベスト図
書の展示及びリーフレット配布（12月一般書、1月児
童書

おすすめ児童書３冊が入った本のおたのしみぶくろ
による貸出

子どもたちのぬいぐるみが図書館におとまりするイベ
ント。ぬいぐるみが図書館で過ごす様子を撮影したア
ルバムをプレゼント

図書館スタッフが選んだオススメ本を２冊セットにして
貸出

大西民子が日々の生活を詠んだ歌の原稿や、歌にま
つわる愛用品を展示

大宮郷土史研究会により「大宮の絵馬展」で展示され
た絵馬や額を事例に成り立ちや人々が込めた思い、
そして時代の社会情勢等を学ぶ

絵本・大型絵本の読み聞かせ、手遊び、ストーリーテ
リングなど

絵本の紹介、子育て相談、読み聞かせ、託児サービ
スの紹介など
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事 業 名 実施期間 延回数 延人数内容・講師

弦楽四重奏コンサート 10/18 1 41

大宮南公民館ぷれひよこ講座 10/19 1 16

いろんなことばdeおはなし会 10/25 1 4

秋の映画会 11/1 1 13

文学資料コーナー
第6回企画展「詩人・宮澤章二と大宮」

11/7～1/6 1 －

子育て世代のためのマネー講座 11/7 1 16

バリアフリー映画会 11/14 1 22

こども映画会 11/23 1 7

講演会「詩人 宮澤章二と大宮」 11/29 1 26

リンパマッサージとストレッチ講座 11/21 1 14

10代にオススメの本 12/1～12/30 1 －

大宮図書館の周りって何があるの？-大宮図書館周
辺の史跡について-

12/12 1 17

大人の折り紙講座～折り紙でつくる来年の干支～ 12/19 1 21

クリスマスおはなし会 12/20 1 32

年越し 氷川参道今昔散歩 12/31～1/3 1 －

丑絵馬祈願 1/1～1/3 1 －

君も名たんてい！かくされたなぞをとけ！ 1/2,1/3 1 16

体験してみよう！お正月百人一首大会 1/3 1 6

「いろんなきもちだいじょうぶ。」ぷるすあるは絵画展&
高次脳機能障害って？

  1/18～1/24 1 －

文学資料コーナー
第7回企画展「民子の心を支えたもの－奈良・寺・仏
－」

1/7～2/23 1 －

「万葉集」祈りと願い～万葉びとのこころを読み解く～ 1/23 1 21

文学資料コーナー
第8回企画展歌人・永井陽子 「うたはふしぎな楽器」

3/5～5/6 1 －

はじめてのオペラ～「ナブッコ」を読み説く～ 3/27 1 20

 ● 大宮西部図書館
無声映画鑑賞会 1/17 1 21

 ● 桜木図書館
冬の読書キャンペーン「冬のおはなし会」 1/6 1 4

 ● 馬宮図書館
冬の読書キャンペーン「冬のおはなし会」 1/6 1 3

 ● 大宮東図書館
おはなし会 11/26,12/24 2 12

 ● 片柳図書館
おはなし会 11/18,12/16 2 11
名作映画会 11/20,1/15 2 24
子ども映画会 12/28,3/26 2 20

 ● 与野図書館

あかちゃんおはなし会
9/15,11/12,
11/17,12/15,

12/23,1/14,1/19
7 80

小さい子向けおはなし会
11/4,11/18,12/2,

12/16,1/20
5 20

おはなし子ども会 11/11,12/23 2 16
クリスマスこども会 12/25 2 23

すばなし・絵本・紙芝居

絵本・わらべうた

絵本・わらべうた

絵本、紙芝居、パネルシアター

絵本の読み聞かせなど

一般向け映画の上映

児童向け映画の上映

絵本の読み聞かせなど

大宮ゆかりの詩人・宮澤章二が書いた、大宮を舞台
にした詩の自筆原稿等展示

映画「こども映画会」を上映、映画に関連する本の紹
介

オンライン会議アプリZoomを利用してのおはなし会。
インドネシア語と手話を使って絵本の読み聞かせや
紙芝居、参加型のゲームなど

歌人・永井陽子の自筆資料や蔵書本の展示

初心者向けオペラを学ぶ講座

バリアフリー映画「長いお別れ」を上映

2021年の願い事と、2020年に読んだ本の中で一番印
象に残った本の書名を牛絵馬に書き、館内に吊り下
げる

大西民子が青春時代を過ごした奈良についての歌
や、仏を題材にした歌の自筆資料等を展示

大宮区関連講座の第一弾は、大宮図書館の周りの
史跡をめぐって歴史の足跡を探す

３歳以上の子どもを対象にクリスマスに関する絵本、
大型絵本の読み聞かせ、パネルシアターの上演など

大宮図書館を使った謎解きイベント

百首のうち、二十首を使って行うおためし百人一首大
会

大宮氷川参道を歩きながら、氷川参道の今と昔を紹
介する映像を大宮図書館２F「図書館ラウンジ」にて映
写する

ぷるすあるは絵画展に合わせた、高次脳機能障害に
関する展示

やまとことばに秘められた万葉びとのこころを読み解
く

来年の干支の『丑』をテーマに作品制作

氷川の杜ひろばでコンサートを開催。【オンライン生
配信】Facebook(52回再生)：YouTube(84回再生)

文学作品にちなんだ映画を上映する。
今回は泉鏡花原作『草迷宮』

大宮南公民館に児童担当を講師として派遣し、乳幼
児向けの読み聞かせや絵本の紹介を行う

大宮ゆかりの詩人・宮澤章二の生涯や作品について
講演してもらうほか、ヴァイオリンの演奏をバックに詩
を３編朗読

関東財務局の講師が、ライフプラン表の作成や教育
資金の準備方法など、子育て世代に向けてわかりや
すく解説

座学を中心にリンパの基礎知識を学び、体のめぐりを
良くするリンパマッサージとストレッチを行う

図書館利用者より10代の時に読んだ本・10代に読ん
でほしい本を募集し、展示

絵本の読み聞かせ、すばなしなど

絵本の読み聞かせ、すばなしなど

弁士の語りによる無声映画の上映
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事 業 名 実施期間 延回数 延人数内容・講師
 ● 岩槻図書館

いちごサロンおはなし会 9/24 1 3

夏休み子ども公民館「こども映画会」 8/6 1 9

図書館友の会岩槻支部会員によるおすすめ本
8/12～8/31
1/20～1/31

2 －

はじめての映画館 12/22 1 16

北朝鮮当局によって拉致された被害者等のパネル展 12/9～12/21 1 －

 ● 岩槻駅東口図書館
冬の読書キャンペーン　おたのしみ会 1/7 1 12

 ● 岩槻東部図書館
おはなし会 10/21,11/18,1/20 3 14
冬の読書キャンペーン　おはなし会 12/16 1 4

 ● 桜図書館
あかちゃんおはなし会 12/16,1/20 2 15

２・３歳児のおはなし会
9/9～
毎月1回
水曜日

5 10

おはなし会
9/9～

毎水曜日
17 76

さくらんぼのおはなし会
10/3～

毎第1・3土曜日
7 43

大人のための朗読ライブ
8/16～

毎第3日曜日
5 15

郷土カルタ展 7/1～8/2 1 －
桜図書館15周年記念事業
ぞうの名前を募集します！

7/8～1/17 1 －

企画展示「マスクの歴史」 7/14～8/30 1 －

桜図書館15周年記念事業
こどもの本のおたのしみ袋

7/15～7/26
12/9～12/20

2 216

桜図書館15周年記念事業
パネル展示「田島ヶ原サクラソウ自生地国指定100年
―現在・過去・未来―」

7/28～11/1 1 －

桜図書館15周年記念事業
すくすく★読書何でも相談

8/5,8/18 2 6

栄和読書くらぶ 8/28,11/6 2 23

浦和レッズ展 9/1～10/4 1 －
浦和レッズレディース展 10/6～11/1 1 －
企画展示「アマビエだけじゃない！疫病除けの妖怪
たち」

11/3～12/27 1 －

みんなの風福祉会風舎作品展 11/3～12/6 1 －
企画展示「地域もの知りけんてー　桜けんてー　地
名・名称編」

11/3～12/27 1 －

桜図書館15周年記念事業
「開運おみくじ」

12/1～1/17 1 2,000

来年は、なに年？
（今年は）

12/15～1/7 1 －

桜図書館15周年記念事業
市民講座「田島ヶ原サクラソウ自生地天然記念物指
定100年」

12/21 1 26

一日図書館員 1/5 1 8
桜図書館15周年記念事業
パネル展示「桜区の物産今昔～浦和五関の張り子、
埼玉の張り子」

1/6～2/23 1 －

浦和レッズレディースなでしこリーグ優勝記念展 1/12～2/26 1 －
桜図書館15周年記念事業
パネル展示「桜図書館15周年のあゆみ」

1/22～2/23 1 －

企画資料展示「みてみて！蔵出し大型本」 2/9～3/21 1 －
企画資料展示「みてみて！蔵出し大型本その2絵本
もあるよ！」

2/16～3/7 1 －

浦和レッズ写真展 2/26～3/29 1 －
わくわく☆たのしいテーブルシアター 3/29 2 41

絵本の読み聞かせ・わらべうた

朗読グループ「さくらの会」による文学作品の朗読

桜図書館見学、テーマについての本の紹介、参加者
同士の本の情報交換

大久保カルタと中島郷土カルタの展示

２階外のガラス展示ケースに十二支の物品を展示。ク
イズ有で資料の場所等を案内

講師：青木義脩氏

図書館業務の体験

おすすめの児童書が入ったおたのしみ袋の貸出

過去の新聞・絵地図等の紹介・パネル展示

おすすめ本の紹介、読書に関するアドバイス

選手の写真の展示

読書案内につながるおみくじの設置

おはなしの会「さくらんぼ」による、すばなし、絵本の
読み聞かせなど

絵本の読み聞かせ・折り紙など

絵本の読み聞かせ・わらべうた

館内にあるぞうの形をした本棚の名前を決める

国会図書館デジタルコレクション記事等の紹介、パネ
ル展示

選手の写真と皇后杯のメダルの展示

アマビエ以外の各地域にまつわる疫病除けと言われ
たものの紹介、パネル展示

織物の作品展示

ホームページに掲載したコンテンツについての参考
文献等を紹介、パネル展示

岩槻本丸公民館との共催事業
児童向け映画の上映

岩槻本町公民館との共催事業
絵本の読み聞かせ

図書館友の会岩槻支部会員がお薦めする本の展示

人権教育推進室によるパネル展示とパンフレット、啓
発品の配布

絵本の読み聞かせ

映画鑑賞

絵本の読み聞かせ

岩槻本町公民館との共催事業
児童向け映画の上映と絵本の読み聞かせ

浦和博物館所蔵の人形張り子、木型などの展示

選手の写真展示

中村楽葉氏によるテーブル人形劇の上演など

選手の写真展示

開館時のポスター、過去の記念掲示物などの展示

桜図書館所蔵の大型資料、地図資料の展示

桜図書館所蔵の大型絵本の展示
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事 業 名 実施期間 延回数 延人数内容・講師
 ● 北図書館

子ども映写会
毎第2土曜日

※4～8月,2月,3月
は中止

5 110

冬の映写会 12/19 1 20

ノースシネマサロン
毎第4土曜日

※4～7月,2月まで
は中止

7 126

おはなし会
9/2～1/20の毎水曜

日
（祝日を除く）

16 175

大宮北高等学校とのおすすめ本の交換展示 9/28～10/26 1 ―
冬休み特別おはなし会 12/16 1 19
絵本・子どもの本１日そうだん会 12/25 1 9
本のさがし方教室 12/25 1 1
大宮工業高等学校とのおすすめ本の交換展示 1/26～2/23 1 －

 ● 宮原図書館
本の福ぶくろ 7/17～7/31 1 56

 ● 武蔵浦和図書館

あかちゃんおはなし会
9/23,10/28,11/25,
12/9,1/20,3/23

6 144

おはなし会 10/14,11/26 2 7
ひまわりおはなし会 10/28,12/16 2 12
秋のおたのしみ会 9/25 1 14

文蔵公民館おはなし会 10/13 1 20

浦和南高校とのおすすめ本の交換展示 11/17～12/6 1 －

クリスマスひまわりおはなし会 12/6 2 28
ふゆのおたのしみ会 12/23 2 27
はるのこどもえいが会 3/25 1 25

 ● 南浦和図書館
ひまわりおはなし会 1/14 1 2
おはなし会 1/21 1 2
はるのこどもえいが会 3/23 2 18

集会行事（全館分）

事　業　名 回　数
ビジネス支援講座 11
講座等（一般向け） 33
読み聞かせや本に関する講座（一般向け） 13
あかちゃん・保護者向け行事 54
おはなし会等（児童向け行事） 161
映画会（児童向け） 14
映画会（一般向け） 15
図書館体験（図書館主催） 2
本のリサイクル 1
展示会* 52

計 356
うち　他機関との連携行事 (45)

ボランティアとの協働 (40)
＊　展示会の参加人数は、一部事業のみで集計
●　学校との連携は58ページへ

絵本の読み聞かせ、手遊び等

絵本の読み聞かせ、手遊び等

7,640

参加人数
53

3,192

映画上映

おすすめ本にPOPを添えて高校と図書館で交換展
示

絵本の読み聞かせ、手遊び等

ペープサート、パネルシアター等

映画上映

読み聞かせ、かんたん工作等

絵本の読み聞かせ、手遊び等

絵本の読み聞かせ、手遊び等

図書館職員が選んだ児童書の福ぶくろの貸出

(716)
(509)

125
418

2,322
217
254
18

22(団体)
1,041

図書館の使い方、本のさがし方のオリエンテーション

高校と図書館の交換展示

子ども向け映画の上映

絵本の読み聞かせ、わらべうた等
共催・会場：子育て支援センターみなみ

文蔵児童センター共済事業「おはなしひろば」内での
よみきかせ等

読書に関する相談会

読み聞かせ、工作、本の紹介

高校と図書館の交換展示

読み聞かせ、手遊び等

一般向け映画の上映

一般向け映画の上映
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刊 行 物 名 内 容 対 象 部数 発行

● 中央図書館

happy→go→lucky 48・49・50・51号 10代（主に中学・高校生）向け本の紹介誌 児童 各2,000 年4

中央図書館ブックリスト テーマ展示ブックリスト 一般 各50 年16

さいたま市を調べる パスファインダー 一般 50 年1

レポート・論文の書き方を調べる パスファインダー 一般 50 年1

相続を調べる パスファインダー 一般 50 年1

としょ丸しんぶん　61号・62号・63号・64号 小学生向けの図書館広報誌 児童 各2,000 年4

本は王さま2021 児童サービス担当職員が選んだ新刊児童書案内 児童 4,200 年1

いろいろなことばのえほんをよもう！ 児童向け外国語資料の紹介 児童 20 年1

こども版としょかん要覧2020 児童向け図書館利用案内 児童 850 年1

さいたま来ぶらり通信43号・44号・45号 さいたま市図書館の情報と案内 一般 各2,000 年3

絵本で考えるＳＤＧs ＳＤＧsを理解するための幼児・小学生向けブックリスト 児童 130 年1

● 北浦和図書館

読むうなぎ ブックリスト 一般 100 年1

読むサツマイモ ブックリスト 一般 200 年1

紅赤はサツマイモの女王 ブックリスト 一般 計100 不定期

おもしろ本リスト ブックリスト 一般 100 年1

小学生ばん図書かんようらん２０２０ 小学生向け北浦和図書館の概要 児童 350 年1

 さいたましりつきたうらわとしょかんりようあんない（しょうがくせいばん） 小学生向け利用案内 児童 350 年1

団体貸出のご案内 学校向け団体貸出の案内 一般 170 年1

● 東浦和図書館

子ども版としょかん要覧２０２０ 児童向け東浦和図書館の概要 児童 430 年1

おうちdeおはなし会令和２年１０月 児童向けテーマ資料展示リスト 児童 15 年1

ながーいものがたり 児童向けテーマ資料展示リスト 児童 15 年1

クリスマスのおはなし 児童向けテーマ資料展示リスト 児童 15 年1

うしの本 児童向けテーマ資料展示リスト 児童 15 年1

緑区を調べてみよう！ 児童向け資料の探し方案内 児童 50 年1

卒業　入学 児童向けテーマ資料展示リスト 児童 15 年1

バレンタインデー！ 児童向けテーマ資料展示リスト 児童 15 年1

文学賞・文化賞受賞作リスト 芥川賞・直木賞をはじめとする各賞受賞作品の所蔵リスト 一般 260 年1

選手・コーチがすすめるこの１冊2020 浦和レッズ・浦和レッズレディースの選手とコーチによるおすすめの本の紹介 一般 200 年1

● 美園図書館

子ども版としょかん要覧２０２０ 児童向け美園図書館の概要 児童 440 年1

美園図書館5周年記念事業　展示ブックリスト　美園図書館貸出ベスト100　一般書 一般向けテーマ資料展示リスト 一般 15 年1

美園図書館5周年記念事業　展示ブックリスト　美園図書館貸出ベスト100　児童書 児童向けテーマ資料展示リスト 児童 15 年1

● 大宮図書館

大宮図書館地域資料ブックガイド2019年版 大宮図書館所蔵の地域資料ブックガイド 一般 30 年1

福本2020ブックリスト お正月イベント「福本」のスタッフおすすめの本をまとめたブックリスト 一般 50 年1

パスファインダーNO.1　大西民子について調べる 大西民子についてのパスファインダー 一般 50 年1

「与謝野晶子と大西民子　～民子が憧れた歌人・与謝野晶子～」 企画展示目録　開館一周年記念展示「与謝野晶子と大西民子　～民子が憧れた歌人・与謝野晶子～」 一般 50 年1

大宮まゆっこ新聞 Vol.003 大宮図書館に親しんでいただく為の各種情報 一般 300 年1

児童向けパスファインダーNo.1「発酵」 発酵について学ぶための児童向けパスファインダー 児童 30 年1

YA展示ブックリスト「夏だ。読破だ。」 ヤングアダルト向け夏におすすめブックリスト 児童 40 年1

大宮まゆっこ新聞 Vol.004 大宮図書館に親しんでいただく為の各種情報 一般 80 年1

児童展示ブックリスト　「天気」 天気について学ぶための児童向けパスファインダー 児童 10 年1

認知症パスファインダー 認知症について学ぶための一般向けパスファインダー 一般 30 年1

企画展示リスト　展示目録「民子の日常」 企画展示目録「民子の日常」 一般 60 年1

埼玉県ゆかりの人々 一般展示「埼玉の人と風土」ブックリスト 一般 20 年1

企画展示リスト　展示目録「詩人・宮澤章二と大宮」 企画展示リスト　展示目録「詩人・宮澤章二と大宮」 一般 120 年1

児童展示ブックリスト　「なぞをとけ！」 児童展示「なぞをとけ！」のブックリスト 児童 40 年1

YA展示ブックリスト「Diana Wynne Jones(ダイアナ・ウィン・ジョーンズ)」 YA展示「ダイアナ・ウィン・ジョーンズ×佐竹美保)」のブックリスト 児童 20 年1

YA展示ブックリスト「佐竹美保」 YA展示「ダイアナ・ウィン・ジョーンズ×佐竹美保)」のブックリスト 児童 20 年1

YA展示ブックリスト「『10代へおススメの一冊』」 イベント『10代へおススメの一冊』で募集した本の展示ブックリスト 児童 90 年1

大宮まゆっこ新聞 Vol.005 大宮図書館に親しんでいただく為の各種情報 一般 110 年1

企画展示リスト　展示目録「民子の心を支えたもの　―奈良・寺・仏―」 企画展示リスト　展示目録「民子の心を支えたもの　―奈良・寺・仏―」 一般 50 年1

ブックリスト「戦え。」 一般展示「戦え。」のブックリスト 一般 30 年1
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刊 行 物 名 内 容 対 象 部数 発行
企画展示リスト　展示目録「歌人・永井陽子　「うたはふしぎな楽器」」 企画展示リスト　展示目録「歌人・永井陽子　「うたはふしぎな楽器」」 一般 70 年1

YA展示ブックリスト「ロボット・人間・人形」 YA展示ブックリスト「ロボット・人間・人形」 児童 30 年1

大宮まゆっこ新聞 Vol.006 大宮図書館に親しんでいただく為の各種情報 一般 80 年1

● 大宮西部図書館

としょ丸からの手紙 小学３～４年生向けの本の紹介 児童 計51 随時

Train Library 鉄道に関する資料案内 一般 各250 年3

● 馬宮図書館

馬宮図書館子ども版図書館要覧 児童向け馬宮図書館の概要 児童 計13 随時

● 春野図書館

子ども向けブックリスト「つき・ほし・うちゅう」 子ども向けブックリスト 児童 40 年1

子ども向けブックリスト10月号「しょくよくのあき」 子ども向けブックリスト 児童 40 年1

子ども向けブックリスト11月号「いぬ」 子ども向けブックリスト 児童 40 年1

子ども向けブックリスト12月号「うたおう　おどろう　かなでよう」 子ども向けブックリスト 児童 40 年1

みぬまくとしょかんこどもばんようらん 児童向け見沼区内図書館の概要 児童 計200 不定期

子ども向けブックリスト１月号「えとのどうぶつ」 子ども向けブックリスト 児童 40 年1

子ども向けブックリスト２月号「ねこ」 子ども向けブックリスト 児童 40 年1

子ども向けブックリスト３月号「花がさいた」 子ども向けブックリスト 児童 40 年1

さいたま市立春野図書館調べ方ガイド第１１号「見沼区を調べる」 パスファインダー 一般 20 年1

さいたま市立春野図書館調べ方ガイド第12号「見沼のみちを調べる」 パスファインダー 一般 20 年1

● 与野図書館

自由研究のたね（全４４種） 自由研究のまとめ方と本の紹介 児童 計3,140 年1

よむよむよの！ おすすめ児童書のブックリスト 児童 各60 不定期

バラのまちだより バラに関する資料案内 一般 計300 年2

テーマ資料展示のブックリスト 展示テーマにあわせたブックリスト 一般 計240 月1

与野図書館視聴覚ホール利用案内 視聴覚ホールの利用案内 一般 計50 不定期

おいしい秋 おすすめ児童書のブックリスト 児童 計20 不定期

たのしい冬 おすすめ児童書のブックリスト 児童 計20 不定期

さいたま市中央区図書館のひみつ こども要覧2020 児童向け要覧 児童 計500 不定期

● 岩槻図書館

こども要覧2020 児童向け利用案内 児童 計200 随時

ハロウィンのほん ハロウィンの児童向けブックリスト 児童 20 年1

クリスマスをたのしむ本 クリスマスの児童向けブックリスト 児童 20 年1

教科書にのっている作品を“気軽に”読んでみませんか？ テーマ展示ブックリスト 児童 20 年1

岩槻再発見！！ テーマ展示ブックリスト 一般 20 年1

城下町・人形のまち　岩槻を調べる パスファインダー 一般 40 年1

● 岩槻駅東口図書館

映画の原作を読もう<外国映画編> テーマ展示のブックリスト 一般 15 年1

日本人は毎日、お茶わん1杯のごはんを捨てている？～「食品ロス」についてかんがえよう～ テーマ展示のブックリスト 児童 10 年1

ごみは宝の山？～ごみ問題(もんだい)について考(かんが)えよう！～ テーマ展示のブックリスト 児童 10 年1

コスモス テーマ展示のブックリスト 一般 20 年1

1971年　50年前はこんな年 テーマ展示のブックリスト 一般 20 年1

食べつくスープ テーマ展示のブックリスト 一般 20 年1

● 岩槻東部図書館

風水害の備えできていますか？ テーマ展示のブックリスト 一般 20 年1

銀行 テーマ展示のブックリスト 一般 20 年1

● 桜図書館

アマビエブックリスト・あまびえぬりえ ブックリスト 一般 600 年1

さくらとしょかんとおないどしのほん　えほん 幼児向けブックリスト 児童 15 年1

さくらとしょかんとおないどしのほん　低～中学年向け 小学１～３年生向けのブックリスト 児童 15 年1

さくらとしょかんとおないどしのほん　中～高学年向け 小学４～６年生向けのブックリスト 児童 15 年1

『人権』について調べる パスファインダー 一般 10 年1

『戦争』について調べる パスファインダー 一般 10 年1

桜図書館戦争・平和の児童書リスト 児童向けブックリスト 児童 10 年1

年中行事ブックリスト「夏」 児童向けブックリスト 児童 20 年1

年中行事ブックリスト「秋」 児童向けブックリスト 児童 20 年1
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刊 行 物 名 内 容 対 象 部数 発行

年中行事ブックリスト「冬」 児童向けブックリスト 児童 30 年1

年中行事ブックリスト「春」 児童向けブックリスト 児童 30 年1

桜図書館をしらべてみよう　子ども版図書館要覧 各種利用案内・利用者向け要覧 児童 450 年1

遠くて近い国、ラテンアメリカ ブックリスト 一般 20 年1

図書館で世界旅行 ブックリスト 一般 20 年1

桜図書館所蔵大型絵本リスト ブックリスト 児童 10 年1

● 桜図書館大久保東分館

大久保東分館所蔵戦争・平和の児童書リスト 児童向けブックリスト 児童 10 年1

大久保東分館をしらべてみよう　子ども版図書館要覧 大久保東分館子ども向け利用案内 児童 50 年1

● 北図書館
どくしょかんそうぶん～かきかたのコツ・本のしょうかい～ １・２年生向け 読書感想文の書き方と本の紹介 児童 200 年1

読書感想文～書き方のコツ・本の紹介～ 3・4年生向け 読書感想文の書き方と本の紹介 児童 200 年1

読書感想文～書き方のコツ・本の紹介～　5・6年生向け 読書感想文の書き方と本の紹介 児童 200 年1

しらべてみよう　北図書館 子ども版図書館要覧 児童 100 年1

レファレンス便りNO.103～105 時節に即したテーマに関する資料紹介 一般 各20 随時

北区を調べる パスファインダー 一般 20 年1

● 宮原図書館

しらべてみよう　宮原図書館 こども版図書館要覧 児童 400 年1

● 武蔵浦和図書館

奈良を読む本 ブックリスト 一般 20 年1

思いを馳せる　ブックリスト ブックリスト 一般 20 年1

知っていますか？SDGｓ ブックリスト 一般 40 年1

武蔵浦和図書館クイックガイド 図書館の利用案内 一般 各1,500 隔月

子ども版図書館ガイド（令和２年８月改訂版） 南区図書館の児童向け案内 児童 500 年1

新1年生向けブックガイド「こぎだそう！本の海へ」（令和2年12月改訂版） 児童向け資料案内リスト 児童 250 年1

さいたま市南区を調べる パスファインダー 一般 15 年1

● 南浦和図書館

声（こえ）ブックリスト ブックリスト 一般 20 年1

知っていますか？SDGｓ ブックリスト 一般 20 年1

南浦和図書館クイックガイド 図書館の利用案内 一般 各1,000 隔月

平和について考える本 ブックリスト 一般 80 年1
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●中央図書館 
【一般書の展示】 
小さな世界／つかれたときに読む本／すくすくキャンペー
ン／冒険者たち／未来くるワークPOP展示／読んで旅す
る／草木に染まる／イラストで楽しむ○○／目には見えな
い世界／手作りを楽しむ／ロックを読む／短編集集めまし
た／秋を全身で楽しもう／あの本への手紙／驚異の超技
巧／げんき！／色彩／あの名作をもう一度／雪と氷の季
節／次は何読もう？本のための本／直す 繕う 整える／
時短パック／おいしい本を、召し上がれ／和のこころ／建
物いろいろ／異界／星と宇宙／歩く 走る 登る／毒／お
金にまつわるエトセトラ／忘れない 3.11東日本大震災／
音が彩る本の世界／いろんなLOVE／あの道 この道 
【児童書の展示】 
新しい本／雨のきせつを楽しもう／テーマべつ おすすめ
セット／読書感想文向けの本／自由研究／おいしいもの 
さあ、どうぞ／0歳～2歳向け絵本セット／いろいろな国の
言葉で絵本を読もう！／冬の読書キャンペーン「おはなし
クイズ」／こわ～い本／いろいろなことばでよもう！えほん
／うし／絵本で考えるSDGs／災害／春休みは本を読も
う！小学生向けおすすめ本 
 
●北浦和図書館 
【一般書の展示】 
涼しく楽しく／キノコの世界／江戸を訪ねて／鬼にまつわ
るお話 
【児童書の展示】 
としょ丸しんぶん4月号／夏／雨ふり／子ども読書の日記
念展示～本は王さま2020／七夕・星・宇宙／としょ丸しん
ぶん7月号／自由研究／読書感想文をかこう／平和図書
／秋／おじいちゃん、おばあちゃん／お月見・夜の本／と
しょ丸しんぶん10月号／ハロウィン／クリスマス／冬／牛の
本／ゆくとしくるとし・お正月／としょ丸しんぶん1月号／安
野光雅氏追悼／鬼・節分／ひなまつり／春／入学・入園
おめでとう 
 
●東浦和図書館 
【一般書の展示】 
ふとんのとも／秋がおいしいレシピ／ベートーヴェン／冬
の鳥／温まる、冬のご馳走。／新書を読む／お家で冬を
過ごす本／てがきを楽しむ／藍-Japan Blue- 
【児童書の展示】 
本は王さま2020／海と山 どっちがすき？／月あかりの下
で／世界とつながる／おばけはどこだ！？／おじいちゃん 
おばあちゃん つながる命 つなげる心／木の実／ともだち
のおはなし／おうちdeおはなし会（10月）／おいしい が 
いっぱい／魔法 魔法つかい の本／芸術の秋／市報さ
いたま11月号緑区版掲載図書／しごとのほん／クリスマス
／植物（しょくぶつ）／ながーいものがたり／市報さいたま
12月号緑区版掲載図書／空へ、宇宙へ／冬の本／十二
支のおはなし（うし）／おうちであそぼう／追悼展示 安野
光雅の本／もふもふ ふわふわ いきもののほん／鬼 天
狗 河童／あまいもの だいすき！／バレンタインデー！
／緑区を調べてみよう！／もうすぐ春／東日本大震災から
10年／卒園・卒業おめでとう！／長崎源之助・岸田衿子・
馬場のぼる／はじめて・はじまりの本／平和の意味を考え
てみよう 
【ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ本の展示】 
はぴ49号特集展示／はぴ50号特集展示／はぴ51号特集
展示 
 
●美園図書館 
【一般書の展示】 
おうちで世界を楽しもう／温泉大好き／美園図書館 貸出

ベスト100（一般）／ちょっとの工夫で すっきり軽やかに 
心地よく暮らす 
【児童書の展示】 
美園図書館 貸出ベスト100（児童） 
 
●大宮図書館 
【一般書の展示】 
SDGs／江戸の粋／恐怖の生命体／明星の歌人 与謝野
晶子／お医者さん看護師さんのおはなし～頑張る医療従
事者たちへ～／レジ袋有料化／食べてみたい、作ってみ
たい／生前整理／PEACE 過去に学び、現在を知り、未
来を考える。／シェア／合戦！／副業／交流交換展示 
はこらいふ図書館（徳島市立図書館）／世界アルツハイマ
ーデー／むかしなつかしい 本の装丁／心拍数で本を読
む-BPM Readinng-／????  Lives Matter／一枚の写真
から／環境対策ビジネス／リスクマネジメント／紅葉と伝統
工芸／未来への投資／埼玉の人と風土／Imagine －
JOHN LENNONー／困ったときのこの対応／科学道100冊
／漁師と猟師／宮澤章二関連本／昔の暮し・流行・世相
／大活字本／動き続ける／Restart 転職・起業・独立 新
たなスタートを応援します／高次脳機能障害って？／渋
沢栄一と近代日本／さぁ、扉を開きましょう／テレワーク／
さいたま市産業創造財団が選ぶビジネスパーソンへのオス
スメ本／奈良のみりょく／北海道文学／こよみの春／戦え。
／農業ビジネス／感情労働／睡眠／桜／おうち時間を豊
かに 
【児童書の展示】 
和の世界へようこそ／なつぼん／天気 きみもおてんきは
かせになれる／LOVE MUSIC／ハロウィン／ちゃり／なぞ
をとけ！／メリークリスマス／メリークリスマス／うしのほん／
すがたをかえる水／さようなら はじめまして！／はるがき
た！おそとにいこう 
【ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ本の展示】 
新しいこと、始めよう！／異世界へ行こう！／夏だ。読破だ。
／和菓子の本洋菓子の本／フィクション／「10代」へおスス
メの一冊／Diana.Wynne.Jones×佐竹美保／ＭＵＳＩＣ／
推し／ロボット・人間・人形 
 
●大宮西部図書館 
【児童書の展示】 
外国語で本を楽しもう 
 
●桜木図書館 
【一般書の展示】 
長編シリーズでじっくりと読書を堪能しませんか／今こそ健
康-予防とケア／ファッション／年末の大掃除／神社・仏閣
／あたたかい暮らし／セカンドステージ100歳まで楽しく 
【児童書の展示】 
「本は王さま」掲載本／なつやすみ／いろ／ともだちって
いいね／まる・さんかく・しかく／むし／おこめ／童話の世
界へ／冬の読書キャンペーン「たのしいクリスマス」／今年
は牛だな／ミルクでできるもの／冬のおはなし／こおり／
はる／やさい 
 
●馬宮図書館 
【一般書の展示】 
ポジティブにいこう！／夏を涼しく！／楽しい夏休み！／
家で楽しもう！／芸術の秋！／読書の秋／あったかお鍋
／おうちクリスマスを楽しもう／お正月／日本再発見／
Let's温活／ハッピーバレンタイン／発見！埼玉／春です
よ／Let's enjoyソロ活！”見つけよう自分だけのたのしみを”
／応援します！新生活 
【児童書の展示】 
「本は王さま」掲載本／今月の月刊絵本／としょ丸・としょ
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子の本棚／冬の読書キャンペーン「クリスマスの本」 
 
●三橋分館 
【児童書の展示】 
「本は王さま」掲載本／夏休み特集／「本は王さま2020」掲
載本／秋の本／ハロウィン／あたたかいえほん／冬の読
書キャンペーン「クリスマスの本」／お正月／バレンタイン
／片付けの本 
 
●春野図書館 
【一般書の展示】 
新しいことに挑戦！！／暑い夏を乗り切ろう！／秋を楽し
む／おうち時間／昭和のころ／2020年 節目の作家特集
／今年もあとわずか準備は大丈夫？／あったか～い／手
紙／なごむ 
【児童書の展示】 
はるのほん（入園・入学）／はるのほん（子どもの日）／はる
のほん（母の日）／はるのほん／なつのほん（なつのほん､
虫歯予防､父の日､七夕）／あきのほん（あきのほん､防災､
お月見､敬老の日､ハロウィン､七五三）／自由研究・読書
感想文／子ども100選／平和図書／平和を考える本／ふ
ゆのほん（ふゆのほん､年末年始､節分）／つき・ほし・うち
ゅう／しょくよくのあき／としょ丸しんぶん63号掲載本／い
ぬのほん／クリスマスのほん／はるのほん（ひなまつり）／う
たおう おどろう かなでよう／としょ丸しんぶん６４号掲載
本／えとのどうぶつ／ねこのほん／なつのほん（なつのほ
ん､虫歯予防､父の日､七夕）／花がさいた 
 
●大宮東図書館 
【児童書の展示】 
自由研究・読書感想文／子ども100選／平和図書 
 
●七里図書館 
【一般書の展示】 
春～出会いと別れ～ 
 
●片柳図書館 
【一般書の展示】 
１月名作映画会『モダン・タイムス』／２月名作映画会『すれ
違いのダイアリーズ』 
【児童書の展示】 
自由研究・読書感想文／子ども100選／平和図書／冬休
み子ども映画会『ぼくは王さま ぞうのたまごとにせもの王さ
ま』／春休み子ども映画会『ふしぎの国のアリス』 
 
●与野図書館 
【一般書の展示】 
オモテナシ／戦争とは何なのか／道／水害に備える／感
情に寄り添う／「ぬ」を「る」に変える本／落語のすすめ／
約束、おぼえてる？／感謝・ありがとう 
【児童書の展示】 
本は王さま／ありがとうたばたせいいちさん／自由研究の
たね／数がたくさん！の本／おいしい秋／Trick or treat!
／なかよし／クリスマス／きらきら ぴかぴか きれいな ひ
かり／うし／いろんな どうぶつ だいしゅうごう！／かお／
ようかい かいぶつ／おいしいもの いっぱい！ 
 
●与野南図書館 
【一般書の展示】 
オモテナシ／黒く塗れ／あの頃の想い出／県内散策と運
動でコロナ・ストレス発散／ドイツ統一から30周年／ラジオ
に親しむ／和の暮らし／時／君に、手紙を書こう。 
【児童書の展示】 
数がたくさん！の本／おいしい秋／なかよし／クリスマス／

きらきら ぴかぴか きれいな ひかり／うし／いろんな どう
ぶつ だいしゅうごう！／かお／ようかい かいぶつ／おい
しいもの いっぱい！ 
 
●与野西分館 
【一般書の展示】 
オモテナシ／本でお出かけ。／月に想う／なに読む？ど
れ読む？よむよむよの／隠／ライバル！／とことん、家で
楽しみましょう／温かい生活／ちょっと、少し 
【児童書の展示】 
数がたくさん！の本／おいしい秋／なかよし／クリスマス／
きらきら ぴかぴか きれいな ひかり／うし／いろんな どう
ぶつ／かお／ようかい かいぶつ／おいしいもの いっぱ
い！ 
 
●岩槻図書館 
【一般書の展示】 
癒し写真集／素敵なおうち時間／図書館友の会岩槻支部
会員によるおすすめ本／手軽に快適に／空を見上げて／
なぜなのか？／人権について考えよう／岩槻再発見！！
／カッコいいおとなのススメ／乳製品で健康に 
【児童書の展示】 
たなばた／なつがきた／つきを見上げて／ハッピーハロウ
ィン／スポーツの秋／クリスマス／うしのおはなし／教科書
にのっている作品を“気軽に”読んでみませんか？／とも
だちできた！  
 
●岩槻駅東口図書館 
【一般書の展示】 
映画の原作を読もう〈外国映画編〉／お料理をもっと美味し
く簡単に／コスモス／世界の衣食住を覗く／いい歯(11月8
日)の日／体を動かそう！／1971年 50年前はこんな年／
癒しとくつろぎのライフスタイル／食べつくスープ 
【児童書の展示】 
たなばた／日本人は毎日、お茶わん1杯のごはんを捨てて
いる？／夏のおすすめ本／平和を願って／こわーいおは
なし／あきを読もう／ハッピーハロウィン／ごみは宝の山？
／クリスマス／あけましておめでとう！／バレンタインデー 
おいしい本／ともだち／はるをたのしもう 
 
●岩槻東部図書館 
【一般書の展示】 
旅／レトロの愉しみ／SDGsを考える ～自然と共に～／風
水害の備えできていますか？／「飲む」を楽しむ／銀行／
あたたかな光／現代アート入門／家を快適に／始まる 始
める 
【児童書の展示】 
夏が来た！／たべものいろいろ／どくしょ？それともスポー
ツ？／ふゆをたのしむおはなし／えとのほん／まめのほん
／はるだ！はるだ！ 
 
●桜図書館 
【一般書の展示】 
おかしな本   （15周年）／図書館で世界旅行／賞／文学
忌（９月）／文学忌（10月）／家族／遠くて近いラテンアメリ
カ／15周年（おみくじ、メッセージ他）／文学忌（12月）／
食べる／文学忌（１月）／笑／文学忌（２月）／こころも健康
に／文学忌（３月）／？（はてな） 
【児童書の展示】 
本は王さま2020／自由研究・読書感想文／むしのえほん
／うみとうみのいきもの／さくらとしょかんとおないどしのほ
ん／追悼田畑精一さんの本／生誕110年！赤羽末吉／
色々な「むかし」／クリスマス（冬の読書キャンペーン）／ふ
ゆ／ことしは、うし年／追悼安野光雅さんの本／おに・まめ
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のほん／チョコレートのほん／中国語・韓国語で読む絵本
／はるがきた／おともだち 
 
●大久保東分館 
【一般書の展示】 
ＬＧＢＴってなんだろう？／アイヌを知ろう！ 
【児童書の展示】 
本は王さま2020／平和図書 
 
●北図書館 
【一般書の展示】 
夏を涼しく過ごそう／ミステリー／英文学者 外山滋比古
氏を偲んで／劇作家・評論家 山崎正和氏を偲んで／防
災／映画を楽しむ／ありがとう／作家・佐江衆一氏を偲ん
で／物理学者 小柴昌俊氏を偲んで／鬼／ユネスコ世界
無形文化遺産登録決定！『伝統建築工匠の技：木造建築
物を受け継ぐための伝統技術』／作詞家・作家なかにし礼
を偲んで／ジャズ／半藤一利氏を偲んで／安野光雅氏を
偲んで／おすすめ本の本／桜／イラストレーター・エッセ
イスト・西村玲子氏を偲んで 
【児童書の展示】 
せかいのともだち／ナツドク 夏には読書／どうぶつだい
すき／さあおでかけだ／うちゅうの本／クリスマス（ミニ展示）
／クリスマスの本／むかしむかし／いろいろな国のことば
で楽しむ絵本／おかしがいっぱい／からだをうごかそう 
 
●宮原図書館 
【一般書の展示】 
平和を考える 
【児童書の展示】 
色の魅力／自由研究と感想文 
 
●武蔵浦和図書館 
【一般書の展示】 
納豆／自宅で楽しむ／海のいろいろ／電気を操る／手作
りを楽しむ／暑さをしのぐ／道／戦乱を学びなおす／命を
守る 病気・病原菌に打ち勝つために／地球を守る／危
機に備える／年輪を刻む／略。／豊の秋を祝う／１人１つ
１度かぎりの「いのち」／知識を深める／奈良を読む／古
典に親しむ／麺・面・綿／Thinking about U.S.A.／おうち
を楽しむ／子どもを育てる／紙幣の「顔」／「公」を知る／
和の心を慈しむ ニッポン人には、日本が足りない／思い
を馳せる／知っていますか？SDGs／酷寒に立ち向かう／
鬼を払う・鬼を滅する／「金」を読む／猫・福を招く／世界
を股に掛ける／健康を保とう／震災を思う／春を待ちなが
ら／「紙」と暮らす／はな／船出を祝う 
【児童書の展示】 
本は王さま2020／自由研究・読書感想文／展示でしりとり
／つき／世界で読まれる、この絵本／たべちゃう／クリスマ
スの本／モーすぐ、うし年／ゆきのほん／たまご／マジック
／たのしいな！ ほいくえん ようちえん しょうがっこう 
 
●南浦和図書館 
【一般書の展示】 
災禍と向き合う／旅行気分を楽しむ／声／レトロな昭和？
／野菜／ファッションの秋／気分はどっち？／SDGｓって
なんだろう？／心身を大事にいたわる／おいしく食べる／
地面の下には…／宇宙への挑戦／ゆるむ／時の速さに
負けそうなあなたへ／新しいこと、始めませんか？ 
【児童書の展示】 
大人になっても読みたい児童書／自由研究・読書感想文
／つき／世界で読まれる、この絵本／たべちゃう／クリスマ
スの本／モーすぐ、うし年／ゆきのほん／たまご／マジック
／たのしいな！ ほいくえん ようちえん しょうがっこう 
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団 体 名 内 容 会員数（人） 発足年

 ● 中央図書館
図書館友の会中央支部 排架・修理等ボランティア 64 平成20年
さいたま市よい本を読む運動推進員会 おはなしボランティア 46 昭和42年
おはなしチュウチュウ おはなしボランティア 14 平成20年
浦和子どもの本連絡会 読み聞かせボランティア 78 昭和57年
おはなしの輪 読み聞かせボランティア 25 平成21年
音訳グループ木曜会 音訳ボランティア 57 昭和50年
点訳グループこでまり 点訳ボランティア 13 平成20年
点訳絵本グループかたつむり 点訳絵本作成ボランティア 15 平成20年
点訳絵本グループてんてん絵本の会 点訳絵本作成ボランティア 14 平成22年

 ● 北浦和図書館
図書館友の会北浦和支部 排架・修理等ボランティア 64 平成5年
ぽっぽの木 読み聞かせボランティア 14 令和元年

 ● 東浦和図書館
図書館友の会東浦和支部 排架・修理等ボランティア 25 平成9年
おはなしグループどんぐり 読み聞かせボランティア 21 平成10年
布絵本作成グループさくら草 布絵本製作ボランティア 3 平成13年
緑区子ども文化推進連絡会 子どもの読書の推進 6グループ 平成15年

 ● 美園図書館
保育ボランティアひまわり 読み聞かせとわらべうた 11 平成14年

 ● 大宮図書館
大宮おはなし箱 おはなしボランティア 15 昭和57年

 ● 大宮西部図書館
おはなしポケット おはなしボランティア 3 平成4年

 ● 馬宮図書館
くれよん文庫 おはなしボランティア 1 平成7年

 ● 大宮西部図書館三橋分館
三橋おはなしの会 おはなしボランティア 3 平成20年

 ● 春野図書館
りんごの木 本の読み聞かせ 16 平成7年
手づくり絵本の会 手づくり絵本の製作等 6 平成16年

 ● 大宮東図書館
二水会 本の読み聞かせ 23 平成22年

 ● 与野図書館
おはなしの家 おはなしボランティア 13 平成10年
ゆめのはこ 紙芝居ボランティア 7 平成16年
とまと 絵本読み聞かせボランティア 15 平成21年
ペチカ 絵本読み聞かせボランティア 9 平成22年
与野16ミリサークル 映画上映 11 平成元年
ひびき 朗読ボランティア 33 昭和55年

 ● 与野南図書館
えほんの会 読み聞かせボランティア 9 昭和55年

 ● 岩槻図書館
図書館友の会岩槻支部 排架・書架整理ボランティア 11 平成21年
おはなしかご おはなしボランティア 5 昭和61年
けやきの会 朗読ボランティア 14 昭和54年

 ● 桜図書館
図書館友の会桜支部 排架・修理等ボランティア 28 平成17年
おはなしの会「さくらんぼ」 おはなしボランティア 12 平成17年
さくらの会 文学作品の朗読 19 平成21年

 ● 桜図書館大久保東分館
おはなしの会「えくぼ」 おはなしボランティア 17 平成16年

 ● 宮原図書館
ものいうなべ 本の読み聞かせ 14 平成12年

 ● 武蔵浦和図書館
南区図書館おはなしボランティア「おはなしひまわり」 おはなしボランティア 22 平成25年

 ● 南浦和図書館
図書館友の会南支部 排架・修理等ボランティア 22 平成5年
おはなしボランティア おやこおはなし会の開催 13 平成5年
多文化子育ての会Ｃｏｃｏｎｉｃｏ 多言語による読み聞かせ 23 平成21年

834  人以上 42 団体合　　　　計
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統計指標

令和２年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度

217.43 217.43 217.43 217.43 217.43 

1,327,691人 1,318,363人 1,306,079人 1,294,343人 1,284,937人

5.7点 7.0点 7.4点 7.3点 7.9点

2.8点 2.8点 2.8点 2.8点 2.8点

148.5円 145.1円 176.3円 176.9円 177.9円

2.1回 2.5回 2.6回 2.6回 2.8回

12.4% 16.4% 16.5% 16.8% 17.8%

* 令和元年度以降、指定管理者制度に移行した大宮図書館分の資料費は含まれない

登録者数

●実登録者数（登録者中、年度内に１回以上利用した人）

令和２年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度

児 童 15,179 24,401 24,954 25,760 28,049

一 般 148,987 192,387 190,734 191,418 200,800

計 164,166 216,788 215,688 217,178 228,849

●新規登録者数（年度中に初めて登録した人）

令和２年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度

児 童 3,390 6,798 6,466 6,029 7,095

一 般 16,526 26,421 22,959 22,627 25,508

計 19,916 33,219 29,425 28,656 32,603

さ い た ま 市 の 面 積

さ い た ま 市 の 人 口

市 民 一 人 当 た り の 貸 出 数

市 民 一 人 当 た り の 資 料 数

さ い た ま 市 全 体

市民一人当たりの資料費*

資 料 回 転 率

登 録 率

さ い た ま 市 全 体

４　統計
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個人貸出数

一般書 文庫 児童書 紙芝居 一般書 児童書 一般書 児童書 一般書 児童書

中 央 図 書 館 420,636 158,125 289,936 3,436 129 6 3,247 166 1,299 2,723 879,703

北 浦 和 図 書 館 188,126 75,827 208,440 2,269 11 3 1,289 103 345 778 477,191

東 浦 和 図 書 館 207,889 73,536 245,006 3,978 118 2 1,519 122 331 992 533,493

美 園 図 書 館 71,800 23,700 155,691 1,382 76 5 419 135 44 558 253,810

大 宮 図 書 館 279,146 73,809 259,001 2,977 60 4 2,348 161 259 1,720 619,485

大 宮 西 部 図 書 館 26,503 8,311 48,876 173 2 0 201 8 35 131 84,240

移 動 図 書 館 9,271 3,493 14,452 61 0 0 16 6 2 5 27,306

配 本 所 560 1,760 2,320

桜 木 図 書 館 63,359 22,657 38,914 563 3 2 511 14 83 236 126,342

馬 宮 図 書 館 79,427 24,931 64,091 1,587 4 3 574 41 32 205 170,895

三 橋 分 館 44,448 16,366 50,676 799 8 0 343 23 36 58 112,757

春 野 図 書 館 87,989 27,756 88,218 1,923 12 0 665 68 167 683 207,481

大 宮 東 図 書 館 97,998 33,376 81,797 1,546 11 10 1,158 30 52 91 216,069

七 里 図 書 館 8,732 3,182 6,130 84 0 1 75 1 6 18 18,229

片 柳 図 書 館 52,267 20,696 53,218 1,079 8 0 629 0 52 139 128,088

与 野 図 書 館 134,377 48,417 133,117 1,835 27 4 739 11 223 657 319,407

与 野 南 図 書 館 61,772 17,238 95,527 822 8 1 334 7 49 324 176,082

西 分 館 24,101 10,578 24,144 337 10 0 228 3 39 105 59,545

岩 槻 図 書 館 34,467 11,878 21,038 523 3 5 543 1 54 196 68,708

岩槻駅東口図書館 47,549 21,872 30,130 1,092 21 0 294 5 39 208 101,210

岩 槻 東 部 図 書 館 66,677 25,899 38,356 803 8 1 388 9 37 179 132,357

桜 図 書 館 108,060 58,788 121,463 1,724 4 0 1,214 50 217 497 292,017

大 久 保 東 分 館 19,306 8,916 22,458 570 4 0 173 4 29 113 51,573

北 図 書 館 332,063 110,835 287,982 4,461 12 1 2,585 225 574 1,836 740,574

宮 原 図 書 館 11,784 2,467 9,180 99 1 0 169 4 33 31 23,768

武 蔵 浦 和 図 書 館 215,512 92,862 247,013 3,188 18 1 1,589 163 468 1,662 562,476

南 浦 和 図 書 館 148,242 56,973 180,578 2,736 7 0 601 148 322 735 390,342

2,842,061 1,032,488 2,817,192 40,047 565 49 21,851 1,508 4,827 14,880 6,775,468

電 子 書 籍

2,842,061 1,032,488 2,817,192 40,047 565 49 21,851 1,508 4,827 14,880 6,775,468

●視聴覚ライブラリーの貸出数はここに含まない
●大宮西部図書館は令和2年7月1日から令和3年3月31日まで施設修繕工事のため休館
●七里図書館は令和2年7月28日から令和3年3月23日まで施設修繕工事のため休館

●宮原図書館は令和2年8月1日から令和3年4月8日まで施設修繕工事のため休館

※統計推移は61ページを参照

外国語資料
図書資料

計

令和２年度

合 計
（電子書籍を含む）

合 計

図 書 館 名
地域資料

図書資料

一般書 児童書 参考資料

４　統計
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40,310 0 55,759 126 2,083 57,968 977,981 1,265,749 中 央 図 書 館

18,742 0 20,296 645 1,339 22,280 518,213 589,324 北 浦 和 図 書 館

26,828 0 31,792 395 991 33,178 593,499 692,721 東 浦 和 図 書 館

8,513 0 7,139 24 239 7,402 269,725 330,689 美 園 図 書 館

31,703 5 32,223 100 7,438 39,766 690,954 692,796 大 宮 図 書 館

2,936 0 3,512 68 305 3,885 91,061 390,309 大 宮 西 部 図 書 館

176 0 55 2 45 102 27,584 31,569 移 動 図 書 館

2,320 3,330 配 本 所

8,225 1 5,248 25 807 6,081 140,648 191,138 桜 木 図 書 館

12,630 0 8,138 41 231 8,410 191,935 225,957 馬 宮 図 書 館

5,071 0 4,808 67 1,216 6,091 123,919 101,126 三 橋 分 館

9,614 0 14,511 59 776 15,346 232,441 266,256 春 野 図 書 館

12,316 2 12,518 23 948 13,491 241,876 271,754 大 宮 東 図 書 館

1,719 0 1,453 4 25 1,482 21,430 140,019 七 里 図 書 館

10,652 0 8,771 12 3,182 11,965 150,705 143,478 片 柳 図 書 館

14,940 0 21,667 108 2,331 24,106 358,453 422,049 与 野 図 書 館

6,012 1 5,327 23 600 5,951 188,045 184,802 与 野 南 図 書 館

3,014 0 3,391 10 106 3,507 66,066 86,365 西 分 館

3,701 0 5,305 8 391 5,704 78,113 157,577 岩 槻 図 書 館

5,054 0 3,059 14 478 3,551 109,815 49,801 岩槻駅東口図書館

8,527 1 10,196 24 667 10,888 151,772 209,113 岩 槻 東 部 図 書 館

17,632 0 26,946 342 8,565 35,853 345,502 419,731 桜 図 書 館

2,917 0 1,557 4 245 1,806 56,296 74,325 大 久 保 東 分 館

31,003 1 39,260 183 10,747 50,191 821,768 873,004 北 図 書 館

1,874 0 2,277 14 152 2,443 28,085 185,505 宮 原 図 書 館

23,269 0 24,773 230 1,595 26,598 612,343 740,412 武 蔵 浦 和 図 書 館

18,692 2 24,024 73 3,018 27,117 436,151 473,116 南 浦 和 図 書 館

326,070 13 374,005 2,624 48,520 425,162 7,526,700 9,212,015

68,976 68,976 41,968 電 子 書 籍

68,976 326,070 13 374,005 2,624 48,520 425,162 7,595,676 9,253,983
合 計
（電子書籍を含む）

図 書 館 名
令和２年度
貸出合計電子書籍

合 計

視聴覚資料
計

令和２年度

令和元年度
貸出合計

CDｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ ビデオ

視聴覚資料

DVD
雑誌

４　統計
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団体貸出数 開館日数

令和２年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度 令和２年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度

中 央 図 書 館 3,127 4,018 4,436 3,751 2,240 270 302 330 331 331

北 浦 和 図 書 館 25,673 37,925 36,651 38,063 39,018 246 278 303 279
（うち臨時190）

304

東 浦 和 図 書 館 1,492 2,118 1,714 933 1,828 246 278 303 277
（うち臨時225）

304

美 園 図 書 館 986 1,673 1,363 927 753 246 279 304 304 305

大 宮 図 書 館 2,539 2,819 2,081 1,678 2,592 294 320
（うち臨時26）

300
（うち臨時24）

301 302

大 宮 西 部 図 書 館 953 11,313 6,205 20,399 13,845 132
（うち臨時107）

276 301 301 304

桜 木 図 書 館 411 559 381 679 82 229 279 304 304 305

馬 宮 図 書 館 735 664 510 1,102 968 247 279 304 305 305

三 橋 分 館 49 172 121 49 7 247 279 304 285
（うち臨時180）

306

春 野 図 書 館 2,941 3,158 4,201 2,707 2,368 246 278 303 303 204
（うち臨時46）

大 宮 東 図 書 館 1,483 2,202 1,069 1,930 1,514 247 279 294
（うち臨時150）

305 305

七 里 図 書 館 44 495 227 67 3 56 279 304 305 305

片 柳 図 書 館 968 1,436 2,183 1,573 1,076 247 279 304 305 305

与 野 図 書 館 928 2,112 2,124 2,637 1,528 246 270 303 303 304

与 野 南 図 書 館 177 951 440 562 285 247 276 288
（うち臨時155）

305 305

西 分 館 207 448 566 444 367 247 282 305 306 306

岩 槻 図 書 館 646 1,094 1,214 276 1,256 227 282 303 65 298

岩槻駅東口図書館 187 33 503 1,216 310 246 95 304 304 304

岩 槻 東 部 図 書 館 490 787 818 819 778 247 279 304 305 295

桜 図 書 館 1,940 3,833 3,377 4,405 3,486 246 278 303 303 304

大 久 保 東 分 館 300 692 874 573 400 247 280 305 306 308

北 図 書 館 3,610 2,733 2,125 1,805 1,294 246 282 303 303 304

宮 原 図 書 館 24 497 852 1,296 1,354 52 279 304 305 305

武 蔵 浦 和 図 書 館 1,378 3,135 3,965 3,823 3,421 246 278 303 303 304

南 浦 和 図 書 館 1,443 3,444 2,355 3,087 3,349 246 278 296
（うち臨時92）

303 308

52,731 88,311 80,355 94,801 84,122

●視聴覚ライブラリーの貸出数はここに含まない
●大宮図書館は令和元年5月7日に移転のうえ指定管理者制度に移行
●大宮西部図書館は令和2年7月1日から令和3年3月31日まで施設修繕工事のため休館
●七里図書館は令和2年7月28日から令和3年3月23日まで施設修繕工事のため休館
●宮原図書館は令和2年8月1日から令和3年4月8日まで施設修繕工事のため休館

合 計

団体貸出
図 書 館 名

開館日数

４　統計
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利用人数

令和２年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度 令和２年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度

中 央 図 書 館 580,093 1,179,494 1,329,079 1,380,617 1,285,084 294,063 404,765 455,646 491,104 435,177

北 浦 和 図 書 館 218,734 304,838 321,715 138,976 340,770 135,922 164,406 171,689 94,164 182,855

東 浦 和 図 書 館 252,279 390,714 423,059 97,655 452,904 126,433 154,306 167,351 56,414 178,109

美 園 図 書 館 95,742 160,520 174,388 181,715 160,387 53,193 70,207 77,344 83,720 70,914

大 宮 図 書 館 477,185 927,287 314,836 341,777 350,306 197,074 212,643 92,396 97,858 98,481

大 宮 西 部 図 書 館 22,177 229,427 258,156 268,367 262,599 15,912 86,611 98,674 101,405 97,803

移 動 図 書 館 ― ― ― ― ― 6,770 7,761 7,794 7,720 8,169

桜 木 図 書 館 93,351 137,035 160,117 162,353 164,059 42,062 62,155 74,544 74,340 75,371

馬 宮 図 書 館 100,804 121,307 136,230 144,686 149,289 41,504 52,038 58,245 62,216 62,602

三 橋 分 館 80,493 77,559 81,671 38,949 98,576 29,141 26,356 26,077 15,219 27,427

春 野 図 書 館 100,189 124,781 144,364 156,576 96,012 52,523 63,008 71,238 65,801 42,309

大 宮 東 図 書 館 105,790 145,250 96,879 176,716 193,536 60,468 69,776 50,210 83,104 88,827

七 里 図 書 館 11,284 78,536 92,197 89,173 94,648 5,288 36,978 43,228 39,985 42,120

片 柳 図 書 館 58,072 73,958 88,058 99,000 92,714 35,435 34,910 41,108 47,106 42,329

与 野 図 書 館 181,361 288,689 355,152 358,197 331,585 92,795 115,642 141,661 143,434 132,955

与 野 南 図 書 館 76,466 96,055 58,723 119,804 109,733 42,817 44,381 28,500 54,166 49,054

西 分 館 56,654 92,315 101,550 100,994 104,197 17,129 22,721 25,012 25,676 26,068

岩 槻 図 書 館 51,100 116,313 92,479 20,937 107,427 22,347 47,831 31,262 7,490 37,655

岩槻駅東口図書館 84,076 47,883 170,508 196,188 167,581 33,807 16,283 58,298 68,867 56,157

岩 槻 東 部 図 書 館 76,733 120,694 130,308 134,749 126,545 37,905 53,209 57,099 60,264 57,194

桜 図 書 館 210,285 360,570 402,046 416,208 426,025 84,100 109,177 122,769 129,849 132,279

大 久 保 東 分 館 42,961 54,635 61,754 63,160 62,509 16,663 21,667 24,663 25,521 25,913

北 図 書 館 443,422 646,410 714,644 731,910 758,073 204,174 233,409 261,173 268,665 273,063

宮 原 図 書 館 13,677 100,769 115,065 120,586 126,741 6,541 44,090 48,660 50,127 51,864

武 蔵 浦 和 図 書 館 342,115 543,561 608,593 619,564 617,719 182,030 232,123 260,629 261,095 262,284

南 浦 和 図 書 館 173,226 218,563 192,498 272,400 273,167 102,956 120,007 111,808 146,683 139,857

3,948,269 6,637,163 6,624,069 6,431,257 6,952,186 1,939,052 2,506,460 2,607,078 2,561,993 2,696,836

●視聴覚ライブラリーの貸出数はここに含まない
●大宮図書館は令和元年5月7日に移転のうえ指定管理者制度に移行
●大宮西部図書館は令和2年7月1日から令和3年3月31日まで施設修繕工事のため休館
●七里図書館は令和2年7月28日から令和3年3月23日まで施設修繕工事のため休館
●宮原図書館は令和2年8月1日から令和3年4月8日まで施設修繕工事のため休館
●大宮西部図書館の貸出利用人数には配本所を含む

貸出利用人数
図 書 館 名

合 計

来館者数

４　統計
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図書

一般書 文庫 児童書 紙芝居 一般書 児童書 一般書 児童書 一般書 児童書 開架冊数

中 央 図 書 館 313,453 53,911 62,601 1,206 21,066 260 53,158 313 4,291 1,626 511,885 343,022

北 浦 和 図 書 館 97,279 15,948 119,234 1,576 2,706 175 5,888 1,931 299 1,303 246,339 124,136

東 浦 和 図 書 館 109,142 22,252 59,453 926 4,312 282 7,654 242 1,308 468 206,039 163,055

美 園 図 書 館 34,992 11,021 23,679 671 232 46 1,497 81 0 62 72,281 62,692

大 宮 図 書 館 205,047 17,381 82,613 988 13,521 320 17,363 878 252 1,260 339,623 164,489

大 宮 西 部 図 書 館 246,089 26,358 104,459 1,110 10,940 384 7,283 598 109 1,325 398,655 117,013

移 動 図 書 館 11,255 3,201 31,095 574 0 3 1 1 0 0 46,130 46,130

配 本 所 4,917 11 7,993 191 0 0 7 0 0 0 13,119 13,119

桜 木 図 書 館 40,248 4,964 21,144 520 602 60 2,068 18 50 107 69,781 51,305

馬 宮 図 書 館 42,196 4,691 23,348 696 555 125 1,804 57 57 108 73,637 59,862

三 橋 分 館 12,010 2,190 12,664 303 87 23 621 10 3 0 27,911 24,541

春 野 図 書 館 56,462 7,449 39,375 1,175 679 58 3,439 134 10 371 109,152 66,773

大 宮 東 図 書 館 32,837 3,227 21,624 549 353 42 1,441 32 26 26 60,157 56,950

七 里 図 書 館 33,095 2,638 27,964 309 648 47 1,656 1 4 342 66,704 47,190

片 柳 図 書 館 39,320 8,826 27,145 586 561 17 2,396 0 51 79 78,981 60,398

与 野 図 書 館 73,602 11,580 36,599 719 2,369 138 8,736 11 260 349 134,363 120,768

与 野 南 図 書 館 29,481 4,458 20,135 248 557 55 2,018 91 0 194 57,237 51,314

西 分 館 24,707 4,211 17,215 368 499 34 1,261 4 0 61 48,360 46,466

岩 槻 図 書 館 57,305 6,815 36,427 836 3,017 18 7,105 16 117 372 112,028 73,289

岩槻駅東口図書館 31,113 4,797 15,369 366 915 0 1,946 5 0 4 54,515 45,958

岩 槻 東 部 図 書 館 27,434 4,256 16,880 362 556 1 1,414 34 0 37 50,974 48,283

桜 図 書 館 107,320 28,599 57,244 1,269 3,353 109 5,803 102 884 460 205,143 156,244

大 久 保 東 分 館 9,116 2,408 24,835 543 56 26 717 28 1 180 37,910 37,743

北 図 書 館 120,947 27,109 47,611 1,258 3,641 59 6,223 81 523 486 207,938 163,767

宮 原 図 書 館 37,452 2,849 35,866 790 673 74 2,078 50 0 26 79,858 68,041

武 蔵 浦 和 図 書 館 63,115 12,571 40,653 989 2,664 195 4,373 189 541 705 125,995 117,130

南 浦 和 図 書 館 55,765 8,655 31,936 691 996 154 3,057 300 822 323 102,699 97,272

1,915,699 302,376 1,045,161 19,819 75,558 2,705 151,007 5,207 9,608 10,274 3,537,414 2,426,950

電 子 書 籍 8,746 105 8,851

1,924,445 302,376 1,045,161 19,819 75,558 2,705 151,112 5,207 9,608 10,274 3,546,265 2,426,950

●視聴覚ライブラリーの資料数はここに含まない

※「電子書籍」には、さいたま市電子書籍サービスで提供している電子書籍のほか、デジタル化した地域資料を含む

※統計推移は60ページを参照

図書資料
計

令和２年度

一般書

合 計
（電子書籍を含む）

地域資料参考資料

合 計

図 書 館 名
図書資料

児童書 外国語資料

４　統計
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10 12,557 4 69 0 3 12,643 524,528 590 95 514,177 中 央 図 書 館

7 5,918 1,190 20 0 0 7,135 253,474 115 28 258,977 北 浦 和 図 書 館

0 10,671 3,083 328 585 0 14,667 220,706 170 18 220,251 東 浦 和 図 書 館

1 2,030 0 2 0 0 2,033 74,314 73 9 74,528 美 園 図 書 館

0 5,986 2 762 0 3 6,753 346,376 362 63 339,694 大 宮 図 書 館

2 7,414 3 213 6,938 0 14,570 413,225 184 26 444,742 大 宮 西 部 図 書 館

0 0 0 0 0 0 0 46,130 ‐ ‐ 46,659 移 動 図 書 館

0 0 0 0 0 0 0 13,119 ‐ ‐ 12,991 配 本 所

0 2,075 0 564 0 0 2,639 72,420 88 18 74,146 桜 木 図 書 館

0 2,717 0 555 0 0 3,272 76,909 83 18 77,715 馬 宮 図 書 館

0 319 0 5 0 0 324 28,235 39 8 27,316 三 橋 分 館

0 5,394 0 9 0 0 5,403 114,555 64 22 115,049 春 野 図 書 館

0 2,932 0 39 0 0 2,971 63,128 73 11 63,190 大 宮 東 図 書 館

0 3,062 0 7 0 0 3,069 69,773 57 13 69,937 七 里 図 書 館

0 3,205 0 1,730 0 0 4,935 83,916 85 9 83,743 片 柳 図 書 館

28 3,875 243 362 0 0 4,508 138,871 86 15 139,099 与 野 図 書 館

0 1,913 0 2 0 0 1,915 59,152 35 13 58,599 与 野 南 図 書 館

0 2,687 1 3 0 0 2,691 51,051 26 6 50,378 西 分 館

2 4,006 4 11 0 0 4,023 116,051 66 13 115,763 岩 槻 図 書 館

0 0 0 371 0 0 371 54,886 70 8 53,654 岩槻駅東口図書館

0 2,311 187 2 0 0 2,500 53,474 52 11 53,479 岩 槻 東 部 図 書 館

0 12,165 1,246 2,461 0 0 15,872 221,015 182 31 220,528 桜 図 書 館

0 2 3 6 0 0 11 37,921 23 5 37,726 大 久 保 東 分 館

0 5,284 5 2,724 0 0 8,013 215,951 253 34 215,818 北 図 書 館

0 2,232 1 405 0 0 2,638 82,496 66 12 82,827 宮 原 図 書 館

0 2,345 1 9 0 0 2,355 128,350 144 28 127,266 武 蔵 浦 和 図 書 館

0 4,130 831 282 0 1 5,244 107,943 155 16 106,835 南 浦 和 図 書 館

50 105,230 6,804 10,941 7,523 7 130,555 3,667,969 ― ― 3,685,087

8,851 ― ― 10,097 電 子 書 籍

50 105,230 6,804 10,941 7,523 7 130,555 3,676,820 ― ― 3,695,184

1,178,517

821
108

6,110

新聞
タイトル数CD ビデオ LD

令和２年度
総計

DVD レコード

視聴覚資料

令和２年度

ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ

令和2年度電子書籍タイトル数

令和２年度雑誌タイトル数

令和２年度新聞タイトル数

令和２年度図書タイトル数

合 計
（電子書籍を含む）

合 計

視聴覚資
料
計

雑誌
タイトル数

図 書 館 名

令和２年度

令和元年度
総計

４　統計
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購入 寄贈 その他
不要・

経年劣化
弁償 継続不明

中 央 図 書 館 12,188 2,757 889 15,834 2,541 241 0

北 浦 和 図 書 館 5,982 2,064 148 8,194 10,696 112 0

東 浦 和 図 書 館 5,843 1,060 210 7,113 5,000 144 3

美 園 図 書 館 1,794 298 62 2,154 1,019 54 0

大 宮 図 書 館 9,052 1,088 10 10,150 1,456 181 0

大 宮 西 部 図 書 館 3,767 746 360 4,873 1,300 67 40

移 動 図 書 館 358 227 6 591 843 11 0

配 本 所 112 0 2 114 83 0 0

桜 木 図 書 館 1,875 576 80 2,531 1,694 45 0

馬 宮 図 書 館 1,793 656 58 2,507 906 58 0

三 橋 分 館 1,095 598 461 2,154 1,013 13 0

春 野 図 書 館 2,730 705 30 3,465 2,238 31 0

大 宮 東 図 書 館 2,081 539 32 2,652 1,268 34 0

七 里 図 書 館 1,486 364 22 1,872 824 16 0

片 柳 図 書 館 1,642 492 23 2,157 1,054 25 0

与 野 図 書 館 3,502 1,941 78 5,521 2,587 74 0

与 野 南 図 書 館 1,548 434 22 2,004 1,259 18 0

西 分 館 903 417 23 1,343 658 14 0

岩 槻 図 書 館 2,368 958 35 3,361 2,656 21 0

岩槻駅東口図書館 1,754 398 39 2,191 658 26 0

岩 槻 東 部 図 書 館 1,627 353 36 2,016 1,412 31 1

桜 図 書 館 4,741 1,399 194 6,334 3,660 99 0

大 久 保 東 分 館 939 566 15 1,520 824 12 0

北 図 書 館 6,181 1,391 315 7,887 2,158 120 0

宮 原 図 書 館 1,893 425 62 2,380 1,525 25 0

武 蔵 浦 和 図 書 館 5,224 923 84 6,231 2,437 84 0

南 浦 和 図 書 館 3,782 668 65 4,515 1,421 74 0

86,260 22,043 3,361 111,664 53,190 1,630 44

電 子 書 籍 1,231 0 0 1,231

87,491 22,043 3,361 112,895 53,190 1,630 44

※「電子書籍」には、さいたま市電子書籍サービスで提供している電子書籍のほか、デジタル化した地域資料を含む

合 計

図 書 館 名

令和２年度

合 計
（ 電子書籍を含む ）

受入区分

受入計

除籍理由

４　統計

④図書資料受入除籍統計49



汚損・破損
雑誌保存
期限切れ

回収不能
ライセンス

終了

3,527 0 185 6,494 15,843 7,133 17,913 8,771

2,834 1 543 14,186 8,224 9,482 8,018 15,765

2,029 0 280 7,456 6,820 11,972 8,307 9,540

108 0 0 1,181 1,849 530 2,653 287

1,354 0 494 3,485 70,409 1,367 7,130 3,937

1,582 0 496 3,485 9,224 17,165 10,462 15,278

74 0 46 974 1,467 582 1,612 823

1,406 0 0 1,489 53 7,331 51 32

2,061 0 102 3,902 2,271 5,068 3,491 2,912

2,024 0 99 3,087 2,078 2,901 2,046 2,058

219 0 35 1,280 2,487 1,148 1,892 676

1,562 0 57 3,888 3,830 3,319 3,658 3,566

1,242 0 106 2,650 3,053 4,970 3,010 3,722

1,085 0 112 2,037 2,141 2,678 2,297 1,293

523 0 8 1,610 2,228 2,845 2,618 1,953

2,619 0 249 5,529 5,147 11,140 5,523 4,175

91 0 27 1,395 1,957 5,958 2,060 1,853

92 0 59 823 1,505 4,588 1,674 951

290 0 59 3,026 3,193 3,690 3,342 994

161 0 35 880 1,946 6,171 2,248 1,741

417 0 4 1,865 2,016 1,886 2,252 2,393

2,064 0 120 5,943 6,197 5,653 7,142 4,814

293 0 0 1,129 1,126 742 1,292 662

5,475 0 8 7,761 7,180 9,235 9,012 6,456

790 0 60 2,400 2,726 4,166 2,910 2,187

2,177 0 0 4,698 5,617 7,376 7,288 6,848

1,004 0 515 3,014 4,642 8,492 5,191 27,690

37,103 1 3,699 95,667 175,229 147,588 125,092 131,377

2,477 2,477 1,252 2,422 3,517 2,606

37,103 1 3,699 2,477 98,144 176,481 150,010 128,609 133,983

受入

30年度

受入 除籍

令和元年度

除籍

令和２年度

除籍計

除籍理由

４　統計
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窓口 館内OPAC Web/携帯 電子書籍

中 央 図 書 館 25,188 18,921 290,976 335,085 383,544 421,635 447,281 387,299

北 浦 和 図 書 館 18,944 7,566 183,526 210,036 210,073 226,664 170,833 222,190

東 浦 和 図 書 館 15,796 5,726 138,698 160,220 152,100 161,566 104,627 172,094

美 園 図 書 館 1,900 3,896 48,294 54,090 56,964 57,678 56,027 43,793

大 宮 図 書 館 13,294 15,589 192,614 221,497 189,517 124,682 122,185 121,955

大 宮 西 部 図 書 館 5,004 332 31,637 36,973 97,837 107,233 102,556 101,420

移 動 図 書 館 1,780 3,795 5,575 3,985 4,449 5,009 4,919

配 本 所 173 173 149 534 608 385

桜 木 図 書 館 5,005 1,417 67,332 73,754 91,760 108,319 106,743 110,572

馬 宮 図 書 館 4,915 2,614 53,470 60,999 55,982 58,878 61,397 60,958

三 橋 分 館 5,087 2,090 47,902 55,079 37,817 37,994 29,995 38,117

春 野 図 書 館 8,569 2,905 66,055 77,529 73,596 82,302 77,891 62,528

大 宮 東 図 書 館 8,551 2,558 77,966 89,075 83,577 77,133 100,144 109,621

七 里 図 書 館 1,173 377 6,444 7,994 39,604 45,281 40,628 44,353

片 柳 図 書 館 3,888 1,023 33,077 37,988 27,330 31,011 34,834 30,331

与 野 図 書 館 12,377 6,110 114,956 133,443 140,963 170,244 164,159 152,806

与 野 南 図 書 館 2,810 1,814 70,617 75,241 60,920 45,548 72,734 66,058

西 分 館 1,759 1,284 22,363 25,406 27,330 29,879 31,482 32,565

岩 槻 図 書 館 6,541 907 17,089 24,537 50,976 24,526 6,174 30,444

岩槻駅東口図書館 5,411 2,224 38,712 46,347 18,743 65,805 80,724 63,421

岩 槻 東 部 図 書 館 6,500 1,948 44,196 52,644 63,305 64,908 68,285 68,891

桜 図 書 館 7,492 4,832 56,612 68,936 69,357 75,156 74,849 81,145

大 久 保 東 分 館 3,123 530 17,946 21,599 21,880 25,522 27,760 27,501

北 図 書 館 19,475 15,950 245,305 280,730 243,976 267,683 265,094 269,095

宮 原 図 書 館 1,153 301 10,264 11,718 62,806 67,411 66,992 72,480

武 蔵 浦 和 図 書 館 15,379 12,627 211,478 239,484 251,908 273,231 259,888 262,635

南 浦 和 図 書 館 14,552 5,684 150,661 170,897 164,481 176,089 186,402 178,816

215,839 119,225 2,241,985 2,577,049 2,680,480 2,831,361 2,765,301 2,816,392

電 子 書 籍 23,832 23,832 12,405 11,711 6,421 4,803

215,839 119,225 2,241,985 23,832 2,600,881 2,692,885 2,843,072 2,771,722 2,821,195

●大宮図書館は令和元年5月7日に移転のうえ指定管理者制度に移行
●大宮西部図書館は令和2年7月1日から令和3年3月31日まで施設修繕工事のため休館
●七里図書館は令和2年7月28日から令和3年3月23日まで施設修繕工事のため休館
●宮原図書館は令和2年8月1日から令和3年4月8日まで施設修繕工事のため休館

窓         口 215,839 262,134 288,627 287,159 301,952

館内OPAC 119,225 198,773 200,506 193,268 203,561

Web OPAC

携 帯 電 話

電子書籍 23,832 12,405 11,711 6,421 4,803

合　　　　 計 2,600,881 2,692,885 2,843,072 2,771,722 2,821,195

2,241,985 2,219,573 2,342,228

予約　統計推移（全館合計）

受付方法 令和元年度 28年度30年度 29年度令和2年度

2,284,874 2,310,879

図 書 館 名

予約

30年度

合 計

合 計
（ 電 子 書 籍 を 含 む ）

28年度29年度令和元年度
令和２年度 令和２年度

計

４　統計

⑤予約・参考統計（予約）51



令和２年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度 令和２年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度

中 央 図 書 館 13,674 17,512 21,177 26,547 20,473 110,869 123,182 124,562 141,040 136,739

北 浦 和 図 書 館 3,014 5,563 7,030 2,367 7,953 5,306 9,099 9,096 2,703 9,769

東 浦 和 図 書 館 5,819 8,137 11,194 2,150 14,402 3,640 6,867 7,275 1,228 8,819

美 園 図 書 館 566 1,213 1,330 806 969 1,240 1,406 1,476 1,927 1,410

大 宮 図 書 館 3,835 2,726 6,235 5,752 6,104 14,518 7,002 12,466 16,177 19,198

大 宮 西 部 図 書 館 180 2,750 2,473 2,405 1,937 285 4,912 7,664 6,547 6,569

桜 木 図 書 館 810 8,930 9,873 5,229 3,897 4,092 5,627 8,540 8,159 6,481

馬 宮 図 書 館 1,262 1,951 2,339 2,493 2,515 1,495 2,617 2,751 2,376 2,341

三 橋 分 館 516 1,145 1,224 494 989 493 572 1,113 436 1,129

春 野 図 書 館 1,104 1,503 2,174 2,040 1,370 1,410 1,916 2,133 2,023 1,794

大 宮 東 図 書 館 979 2,789 1,388 3,769 2,717 1,202 1,718 995 3,144 3,743

七 里 図 書 館 207 1,229 1,790 1,535 1,706 124 925 1,403 1,314 1,358

片 柳 図 書 館 1,028 1,944 2,033 1,763 1,328 754 1,283 1,651 2,246 2,065

与 野 図 書 館 2,888 4,121 4,265 5,144 5,253 4,719 7,132 7,954 9,954 7,335

与 野 南 図 書 館 1,645 842 355 964 828 1,398 1,341 902 1,765 2,674

西 分 館 420 704 1,013 1,099 789 289 439 745 669 440

岩 槻 図 書 館 1,199 1,952 1,457 344 2,188 2,327 3,287 3,092 908 5,740

岩槻駅東口図書館 1,281 548 1,958 2,186 2,175 1,184 693 2,293 3,132 2,605

岩 槻 東 部 図 書 館 1,517 3,310 1,996 1,771 1,495 787 1,787 2,007 1,691 1,742

桜 図 書 館 4,984 8,225 7,633 6,783 6,847 2,862 4,229 5,767 5,994 4,317

大 久 保 東 分 館 3,500 4,529 6,703 7,484 7,243 327 830 1,157 1,310 1,100

北 図 書 館 6,589 8,122 8,320 8,882 8,050 9,199 10,987 12,013 14,004 14,452

宮 原 図 書 館 419 2,694 3,238 3,590 3,310 305 2,045 2,192 2,005 2,379

武 蔵 浦 和 図 書 館 3,931 6,460 6,873 7,886 9,106 4,924 8,141 9,009 9,459 9,294

南 浦 和 図 書 館 10,938 16,414 17,717 19,714 17,030 2,385 3,755 3,245 4,784 4,207

72,305 115,313 131,788 123,197 130,674 176,134 211,792 231,501 244,995 257,700

●大宮図書館は令和元年5月7日に移転のうえ指定管理者制度に移行
●大宮西部図書館は令和2年7月1日から令和3年3月31日まで施設修繕工事のため休館
●七里図書館は令和2年7月28日から令和3年3月23日まで施設修繕工事のため休館
●宮原図書館は令和2年8月1日から令和3年4月8日まで施設修繕工事のため休館

11 9 8 8 24

86 69 54 53 85

メールレファレンス件数
（所蔵調査）

メールレファレンス件数
（所蔵調査以外）

30年度 29年度令和２年度

合 計

令和元年度

図 書 館 名
レファレンス件数 複写枚数

28年度

※ レファレンス件数とは、利用者からの相談に応じて、図書館の資料などを使って調査し、情報の提供または紹介などを行った件数をいう。

４　統計
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相互貸借統計 インターネット端末利用件数

令和元年度

貸出数 借受数 端末台数 利用件数 利用件数

中 央 図 書 館 2,630 1,187 中 央 図 書 館 15 10,118 23,835

北 浦 和 図 書 館 464 687 北 浦 和 図 書 館 3 2,312 6,797

東 浦 和 図 書 館 273 711 東 浦 和 図 書 館 5 1,305 3,715

美 園 図 書 館 55 - 美 園 図 書 館 3 180 651

大 宮 図 書 館 590 567 大 宮 図 書 館 4 4,501 3,993

大 宮 西 部 図 書 館 110 790 大 宮 西 部 図 書 館 4 85 3,533

桜 木 図 書 館 91 - 桜 木 図 書 館 5 1,791 5,406

馬 宮 図 書 館 55 - 馬 宮 図 書 館 2 600 1,148

三 橋 分 館 8 - 三 橋 分 館 1 293 322

春 野 図 書 館 127 822 春 野 図 書 館 3 1,621 3,883

大 宮 東 図 書 館 93 - 大 宮 東 図 書 館 2 919 2,351

七 里 図 書 館 14 - 七 里 図 書 館 1 88 1,555

片 柳 図 書 館 74 - 片 柳 図 書 館 5 779 1,656

与 野 図 書 館 266 763 与 野 図 書 館 2 896 1,749

与 野 南 図 書 館 70 - 与 野 南 図 書 館 1 424 590

西 分 館 23 - 西 分 館 1 467 1,162

岩 槻 図 書 館 84 830 岩 槻 図 書 館 1 445 1,251

岩槻駅東口図書館 83 - 岩槻駅東口図書館 3 1,146 904

岩 槻 東 部 図 書 館 45 - 岩 槻 東 部 図 書 館 1 279 684

桜 図 書 館 364 370 桜 図 書 館 5 4,194 9,725

大 久 保 東 分 館 19 - 大 久 保 東 分 館 1 388 409

北 図 書 館 567 982 北 図 書 館 7 7,083 14,268

宮 原 図 書 館 29 - 宮 原 図 書 館 1 68 585

武 蔵 浦 和 図 書 館 267 958 武 蔵 浦 和 図 書 館 5 3,600 9,335

南 浦 和 図 書 館 148 - 南 浦 和 図 書 館 2 2,146 1,884

6,549 8,667 83 45,728 101,391

※ ●大宮西部図書館は令和2年7月1日から令和3年3月31日まで施設修繕工事のため休館
●七里図書館は令和2年7月28日から令和3年3月23日まで施設修繕工事のため休館
●宮原図書館は令和2年8月1日から令和3年4月8日まで施設修繕工事のため休館

36,198 24,270 18,673

令和２年度

30年度

メールマガジン配信件数

図 書 館 名

令和2年度 令和元年度

委託された分館、地区館の相互貸借による借受点数については、
拠点館による一括処理により集計

図 書 館 名
令和２年度

合 計 合 計

４　統計
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さいたま市民が他市町の図書館を利用した数

新規登録者数（人） 貸出点数（点） 貸出利用人数（人）

上 尾 市 119 26,547 8,834

伊 奈 町 2 1,511 617

川 口 市 344 52,599 18,347

戸 田 市 170 14,601 4,074

蕨 市 81 6,109 2,224

川 越 市 97 13,358 3,021

春 日 部 市 22 2,217 643

蓮 田 市 15 2,470 748

白 岡 市 22 838 188

872 120,250 38,696

795 123,157 44,587

898 134,077 48,004

1,115 138,934 55,224

1,034 143,401 51,147

他市町民がさいたま市の図書館を利用した数

新規登録者数（人） 貸出点数（点） 貸出利用人数（人）

上 尾 市 380 94,993 23,989

伊 奈 町 71 10,083 2,585

川 口 市 495 130,891 28,155

戸 田 市 152 37,677 8,765

蕨 市 100 20,445 5,660

川 越 市 97 13,358 3,021

春 日 部 市 182 57,766 14,206

蓮 田 市 139 38,778 8,333

白 岡 市 72 2,964 900

1,688 406,955 95,614

3,120 539,710 133,112

2,628 573,416 141,242

2,504 565,328 138,626

2,759 574,192 139,117

参考

新規登録者数（人） 貸出点数（点） 貸出利用人数（人）

さ い た ま 市 在 住 17,438 7,057,525 1,821,766

広域利用自治体在住 1,688 406,955 95,614

さいたま市在勤・在学 790 62,220 21,672

19,916 7,526,700 1,939,052

令 和 元 年 度 計

合 計

合計（令和２年度計）

合計（令和2年度計）

30 年 度 計

29 年 度 計

28 年 度 計

令 和 元 年 度 計

30 年 度 計

29 年 度 計

28 年 度 計

４　統計
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 (*) 巻数不明のものは1巻としてカウントしています。

所蔵数

ﾀｲﾄﾙ数 巻数 ﾀｲﾄﾙ数 巻数 ﾀｲﾄﾙ数 巻数 ﾀｲﾄﾙ数 巻数 ﾀｲﾄﾙ数 巻数

1,301 (*) 4,261 1,252 1,252 2 122 2 122 2,557 (*) 5,757

12 102 - - - - - - 12 102

- - - - - - 1 1 1 1

1,313 (*) 4,363 1,252 1,252 2 122 3 123 2,570 (*) 5,860

ﾀｲﾄﾙ数 巻数 ﾀｲﾄﾙ数 巻数 ﾀｲﾄﾙ数 巻数

266 742 194 202 460 944

0 0 30 30 30 30

17 32 9 9 26 41

3 3 6 6 9 9

31 36 58 59 89 95

0 0 50 55 50 55

0 0 36 36 36 36

0 0 2 2 2 2

0 0 1 1 1 1

0 0 13 13 13 13

1 1 5 5 6 6

0 0 5 5 5 5

0 0 6 6 6 6

21 34 16 16 37 50

1 1 1 1 2 2

1 1 0 0 1 1

0 0 8 8 8 8

0 0 6 6 6 6

0 0 2 2 2 2

0 0 17 19 17 19

0 0 2 2 2 2

2 4 22 25 24 29

0 0 15 16 15 16

0 0 16 16 16 16

0 0 7 7 7 7

343 854 527 547 870 1,401

貸出数

ﾀｲﾄﾙ数 巻数 ﾀｲﾄﾙ数 巻数 ﾀｲﾄﾙ数 巻数 ﾀｲﾄﾙ数 巻数 ﾀｲﾄﾙ数 巻数 ﾀｲﾄﾙ数 巻数 ﾀｲﾄﾙ数 巻数

0 (*) 0 2,116 2,116 539 539 667 667 2,527 2,527 351 351 6,200 (*) 6,200

- - - - - - - - - - 0 0

- - - - - - - - 8 8 - - 8 8

0 (*) 0 2,116 2,116 539 539 667 667 2,535 2,535 351 351 6,208 (*) 6,208

登録者数

ﾀｲﾄﾙ数 巻数 ﾀｲﾄﾙ数 巻数 ﾀｲﾄﾙ数 巻数

7 39 57 57 64 96

7 39 57 57 64 96

※貸出数はバリアフリーサービス登録者への貸出のみ

桜 木 図 書 館

大 宮 西 部 図 書館

馬 宮 図 書 館

三 橋 分 館

片 柳 図 書 館

デイジー雑誌デイジー図書 CD等

武 蔵 浦 和 図 書館

与 野 図 書 館

与 野 南 図 書 館

岩 槻 図 書 館

北 図 書 館

宮 原 図 書 館

西 分 館

南 浦 和 図 書 館

合 計

岩 槻 東 部 図 書館

大 久 保 東 分 館

合 計

209

中 央 図 書 館

点字絵本
点字資料

合計

登録者数
図 書 館 名 点字図書

209

点字資料

中央図書館

合 計

図書館名

合 計

与 野 図 書 館

録音資料
合計図 書 館 名

岩 槻 図 書 館

大 宮 東 図 書 館

七 里 図 書 館

岩槻駅東口図書館

桜 図 書 館

春 野 図 書 館

中 央 図 書 館

録音資料

テープ図書
定期刊行
デイジー

定期刊行CD

東 浦 和 図 書 館

美 園 図 書 館

図 書 館 名

点字資料

点字図書 点字絵本
点字資料

合計

岩 槻 図 書 館

与 野 図 書 館

合 計

中 央 図 書 館

大 宮 図 書 館

定期刊行CD
定期刊行
デイジー

録音資料
合計

バリアフリーサービス統計

中 央 図 書 館

北 浦 和 図 書 館

図 書 館 名

録音資料

デイジー図書テープ図書

４　統計
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対面朗読 宅配貸出

統計推移

録音資料 タイトル数

巻数

点字資料 タイトル数

巻数

録音資料 タイトル数

巻数

点字資料 タイトル数

巻数

文化施設利用統計

19回 118日

0回 0日

19回 118日

35回 245日

33回 203日

44回 291日

43回 281日

※大宮図書館と大宮西部図書館の回数は団体数、日数は延べ利用日数

4,012人

359回

28 年 度 計

与野図書館西分館 0回 0人 ―

大 宮 西 部 図 書 館

12回

―

6,054人

―

4,744人

与 野 図 書 館

合計（令和２年度計）

11,411人

3,923人

0人

90回 923人

19回 135人 ―

321回

2回

―

―

354:22

43

170

432回

514

0人

52:00

6,849人

視聴覚ホール 展示スペース・ギャラリー

0 0

103

43

武蔵浦和図書館 0

4

170

545

484:50 444:41 561:05

39 35 29

584

198 217

―

―

―

395回

482回

30 年 度 計

2

23,233人414回 7,979人

―

―

7,261人 21,539人

90回

379回

390回

13,779人

25,034人

7,728人923人

―

北 図 書 館

747

(*) 5,946

7,728人

5,294人令 和 元 年 度 計

図 書 館 名

春 野 図 書 館

対
面
朗
読

宅
配
貸
出

実施回数

貸出回数

貸出点数

29 年 度 計

実施時間数

207

12138:00 中 央 図 書 館 19

0

3

東 浦 和 図 書 館 181 4

北 浦 和 図 書 館 2 11

845回

大 宮 図 書 館

与 野 南 図 書 館

6

実施回数

大 宮 東 図 書 館

0回

78人

2,570

会議室・集会室・研修室

43

6人

542

170

(*)6,123

59

10

20

実施時間数

198

465回

4,525人

1 7

令和２年度

(*)5,860

令和元年度

14:00

30年度

岩 槻 図 書 館

738

所
蔵
数

(*) 5,944

2,597

―

―

(*)6,208

870

96 93

6,208
貸
出
数

0 0 0:00

登録者数

利用者数

与 野 図 書 館

桜 図 書 館

5,760

大 宮 図 書 館

北 浦 和 図 書 館 2

2,472

47

64

27

552

11

269 242

8,689

44

(*)8,740

45 44

316

(*)7,139

7,6426,488

9 13

201

1,618人

(*)8,415

51

研究席

60 52

643

岩 槻 図 書 館 2

28年度

0

8

中 央 図 書 館 3

登録者数

500:00

(*) 5,916

利用者数

53

大 宮 図 書 館

貸出回数 貸出点数

―

東 浦 和 図 書 館

合 計

0 0 0:00

6 27 52:00

―

53,730人

学習支援室

2,522

合 計 43

34

―

―

―

―

―

3,515人

―

103,035人

―

―

―

―

―

1,618人 53,730人

―

―

―

0

21

0

542

(*) 5,884

1,401 950

514

1,225

2

29年度

1,105

2,631

1,218

４　統計
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学校図書館への貸出

蔵書冊数

※北浦和図書館の蔵書点数に含む

市立の学校図書館対象資料頒布会

※頒布学校数は、重複した頒布学校を除いた数

件数 点数

学級文庫用図書貸出
【市立小・中学校】

桜 図 書 館 7 370 9 468 - -

点数

- - - -

対　　　象 貸　出　館
令和２年度 令和元年度 平成30年度

件数 点数 件数

 学校図書館支援
セ ンター業務①

【学校図書館資源共
有ネットワーク校

及び教育研究所】

学校図書館支援センター 802

8 92

小　　　計

21,756 1,316 34,486 1,423 33,536

武 蔵 浦 和 図 書 館

8 92

33,559小　　　計 809 22,126 1,325 34,954 1,424

1 23

大型団体貸出業務
【市立小・中学校】

大 宮 西 部 図 書 館 - - - -

0 0 7 89

 学校図書館支援
セ ンター業務②

【上記以外：国立・県
立校等】

学校図書館支援センター 0 0 7 89

令和元年度 平成30年度

小　　　計 205 8,210

11 7,492

小　　　計 - - - - 11 7,492

大 宮 西 部 図 書 館 205 8,210 220 8,810 204 8,180

8,810 204220

76校 89校

学校図書館支援センター 57,621点 63,254点 61,918点

令和２年度 令和元年度 平成30年度

2回 2回 2回

21校

(*)　　学校図書館支援センターは、北浦和図書館に設置
　　　　 ①学校図書館資源共有ネットワーク便運行先への貸出。各校担当図書館が実施した学校訪問による
             貸出を含む
 　　　　②窓口等での貸出

8,180

令和２年度

1,763点 1,972回

- 18回 27回

- 18校 27回

学校図書館
支援センター

大宮西部図書館

回数

頒布学校数

頒布資料数

回数

頒布学校数

頒布資料数 -

622点 2,150点 2,876点

(*)

(*)

４　統計
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学校との連携

中 央 図 書 館 19回 586人

北 浦 和 図 書 館 11回 289人

東 浦 和 図 書 館 2回 22人 13回 421人

美 園 図 書 館 12回 431人

大 宮 図 書 館 2回 140人

大宮西部図書館

移 動 図 書 館

桜 木 図 書 館 1回 27人

馬 宮 図 書 館

三 橋 分 館

春 野 図 書 館 4回 84人

大 宮 東 図 書 館 6回 119人

七 里 図 書 館

片 柳 図 書 館 3回 87人

与 野 図 書 館 21回 337人

与 野 南 図 書 館 4回 57人

西 分 館 0回 0人

岩 槻 図 書 館 2回 173人

岩槻駅東口図書館

岩槻東部図書館

桜 図 書 館 18回 765人 16回 246人

大 久 保 東 分 館

北 図 書 館 11回 210人

宮 原 図 書 館 0回 0人

武蔵浦和図書館 16回 535人

南 浦 和 図 書 館 7回 234人

20回 787人 148回 3,976人 0回 0人 0回 0人

71回 2,636人 184回 5,777人 70回 204人 0回 0人

78回 3,419人 194回 5,320人 55回 147人 2回 11人

96回 4,129人 224回 5,364人 59回 163人 0回 0人

90回 3,699人 183回 4,191人 83回 215人 0回 0人

保育園・幼稚園等との連携

中 央 図 書 館 11回 303人 1回 25人

北 浦 和 図 書 館 28回 813人

東 浦 和 図 書 館 10回 1,006人

大 宮 図 書 館 10回 182人

大宮西部図書館 7回 278人

春 野 図 書 館

与 野 図 書 館

岩 槻 図 書 館 6回 178人

桜 図 書 館 5回 159人

北 図 書 館

武蔵浦和図書館 17回 474人 1回 20人

94回 3,393人 1回 25人 0回 0人 0回 0人 1回 20人 0回 0人

108回 8,053人 7回 169人 1回 110人 1回 20人 0回 0人 0回 0人

93回 7,469人 5回 121人 1回 266人 1回 14人 0回 0人 0回 0人

95回 7,769人 7回 171人 0回 0人 1回 12人 0回 0人 0回 0人

72回 6,541人 16回 473人 0回 0人 3回 69人 6回 137人 2回 49人

－

－

－

－

－－

－

－ －

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ －

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ －

－

－

招待

その他施設

訪問

－

－

－

－

－

－

幼稚園

招待

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－－ －

－

－

－

－

－

－

－

29 年 度 計

28 年 度 計

合計（令和２年度計）

30 年 度 計

令 和 元 年 度 計

図 書 館 名

28 年 度 計

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

訪問

－

図 書 館 名

29 年 度 計

職場体験 調べ学習

－

30 年 度 計

合計（令和２年度計）

令 和 元 年 度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ －

学校訪問 学校招待

訪問 招待

保育園

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

４　統計
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移動図書館駐車場別統計

一般書 児童書 雑誌 視聴覚 計 １回平均

浮 谷 市 営 団 地 665 309 0 3 977 57.5 196 17

和 土 住 宅 959 312 3 0 1,274 70.8 277 18

Ｊ Ａ 南 彩 川 通 支 店 880 121 0 3 1,004 55.8 138 18

大 戸 自 治 会 館 141 181 0 8 330 18.3 87 18

西大宮３丁目第二公園 359 2,803 26 12 3,200 213.3 804 15

西 楽 園 189 11 0 0 200 14.3 45 14

三橋四丁目自治会館 379 759 0 2 1,140 76.0 264 15

東大宮藁田島公園 1,598 2,070 62 0 3,730 233.1 1,028 16

東 大 宮 築 地 公 園 329 414 0 33 776 45.6 125 17

砂 団 地 内 公 園 828 1,172 59 0 2,059 128.7 495 16

加 茂 川 団 地 1,225 350 0 0 1,575 98.4 364 16

東 新 井 団 地 1,979 343 13 0 2,335 145.9 736 16

中 川 自 治 会 館 458 715 0 24 1,197 74.8 231 16

井 沼 方 公 園 1,425 2,398 3 7 3,833 191.7 993 20

明 花 公 園 983 884 1 3 1,871 93.6 429 20

原 前 公 園 372 1,680 1 7 2,060 103.0 543 20

12,769 14,522 168 102 27,561 101.3 6,755 272

15,576 15,653 228 106 31,563 99.3 7,759 318

16,037 16,500 221 81 32,839 91.2 7,790 360

15,701 17,421 248 259 33,629 101.3 7,717 332

14,046 16,700 164 89 30,999 94.2 8,159 329

※　移動図書館事務室における貸出は除く

配本所利用統計

一般書 児童書 計 １回平均 一般 児童 計

上 小 町 277 1,178 1,455 19 33 13 46 76

三 橋 南 283 582 865 14 24 7 31 64

560 1,760 2,320 ― 57 20 77 ―

688 2,642 3,330 ― 60 50 110 ―

2,417 4,895 7,312 ― 129 69 198 ―

2,523 4,975 7,498 ― 122 61 183 ―

1,925 4,826 6,751 ― 100 61 161 ―

※　植水配本所、指扇配本所が平成31年3月末に閉室し、配本所は４か所から２か所に減少

利用者数 巡回数
貸出数

合計（令和２年度計）

29 年 度 計

駐 車 場 名

30 年 度 計

令 和 元 年 度 計

開室日数配 本 所 名
貸出数 登録者数

合計（令和２年度計）

28 年 度 計

令 和 元 年 度 計

29 年 度 計

30 年 度 計

28 年 度 計

４　統計
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所蔵資料

図 書 館 名

図　書 511,885 501,467 491,826 481,114 459,747

視聴覚 12,643 12,710 12,869 12,776 12,872

図　書 246,339 251,837 251,213 258,040 270,600

視聴覚 7,135 7,140 7,114 7,734 7,797

図　書 206,039 205,580 210,089 210,422 210,274

視聴覚 14,667 14,671 15,665 15,442 15,826

図　書 72,281 72,450 71,961 71,537 68,895

視聴覚 2,033 2,078 1,871 1,758 1,630

図　書 339,623 332,984 263,906 260,692 255,936

視聴覚 6,753 6,710 9,331 9,334 9,325

図　書 457,904 489,764 507,720 512,728 517,928

視聴覚 14,570 14,628 10,660 10,718 10,821

図　書 69,781 71,479 75,152 75,577 75,170

視聴覚 2,639 2,667 2,666 2,662 2,656

図　書 73,637 74,285 75,137 75,670 76,299

視聴覚 3,272 3,430 3,421 3,426 3,438

図　書 27,911 26,991 25,989 24,040 26,950

視聴覚 324 325 326 328 329

図　書 109,152 109,599 109,047 108,876 112,139

視聴覚 5,403 5,450 5,525 5,515 5,588

図　書 60,157 60,204 62,220 63,335 63,554

視聴覚 2,971 2,986 2,996 3,108 3,157

図　書 66,704 66,869 67,491 66,605 68,270

視聴覚 3,069 3,068 3,148 3,139 3,137

図　書 78,981 78,561 79,383 78,928 78,154

視聴覚 4,935 5,182 5,183 5,193 5,070

図　書 134,363 134,619 140,936 139,715 137,741

視聴覚 4,508 4,480 4,566 4,622 4,679

図　書 57,237 56,677 60,948 60,773 60,725

視聴覚 1,915 1,922 1,921 1,916 1,904

図　書 48,360 47,694 50,734 49,895 49,222

視聴覚 2,691 2,684 2,694 2,675 2,669

図　書 112,028 111,723 112,264 109,802 109,994

視聴覚 4,023 4,040 4,111 4,181 4,196

図　書 54,515 53,290 57,528 57,158 56,720

視聴覚 371 364 356 342 333

図　書 50,974 50,852 50,766 50,917 51,089

視聴覚 2,500 2,627 2,704 2,755 2,786

図　書 205,143 204,643 203,801 201,413 198,363

視聴覚 15,872 15,885 16,086 16,248 16,336

図　書 37,910 37,715 37,642 37,140 36,386

視聴覚 11 11 11 11 11

図　書 207,938 207,882 209,915 207,451 202,805

視聴覚 8,013 7,936 7,928 7,877 8,160

図　書 79,858 80,245 82,100 81,848 80,901

視聴覚 2,638 2,582 2,581 2,556 2,553

図　書 125,995 124,867 127,279 128,078 126,062

視聴覚 2,355 2,399 2,322 2,306 2,252

図　書 102,699 101,197 105,266 127,597 126,372

視聴覚 5,244 5,638 5,689 6,679 6,760

●視聴覚資料は、CD-ROM を含む。
●大宮図書館は令和元年5月7日に移転開館
※「電子書籍」には、さいたま市電子書籍サービスで提供している電子書籍のほか、デジタル化した地域資料を含む

28年度

大 宮 東 図 書 館

桜 図 書 館

岩 槻 東 部 図 書 館

美 園 図 書 館 計 74,314

計

計

大 宮 図 書 館

桜 木 図 書 館

馬 宮 図 書 館

与 野 南 図 書 館

63,128

七 里 図 書 館

計

種別 令和２年度

76,909

計

計

東 浦 和 図 書 館 計

中 央 図 書 館

北 浦 和 図 書 館

大 宮 西 部 図 書 館

225,754

504,695

258,327

128,314130,384

三 橋 分 館

計

138,871

59,152

84,12184,566

145,502

62,869

53,428

73,295

523,446

79,096

57,500

66,443

69,744

270,026

大 久 保 東 分 館

春 野 図 書 館

524,528

253,474

493,890

265,774

472,619

278,397

114,555

29年度

472,474

24,368

114,391

226,100225,864

78,239

265,261

70,525

3,676,820

計

計

計

計

計

計

計

220,706

346,376

128,350

72,420

69,773

83,916

28,235

計

計

計

計

合計（電子書籍を含む）

宮 原 図 書 館

片 柳 図 書 館

与 野 図 書 館

8,851

合計

南 浦 和 図 書 館

視聴覚資料

西 分 館

岩 槻 図 書 館

岩槻駅東口図書館

3,537,414

130,555

武 蔵 浦 和 図 書 館

82,496

計 37,921

計

計

計

116,051

51,051

54,886

53,474

221,015

計北 図 書 館 215,951

214,699

51,891

210,965

113,983

53,654

53,479

220,528

37,726

215,818

53,672

134,276

114,190

79,737

217,661

37,151

215,328

36,397

144,337

84,404

57,053

528,749

77,826

117,727

66,711

27,279

71,407

3,683,075

3,520,296

134,285

3,659,952

5,37110,423

3,672,652 3,654,581

65,216

電子書籍

3,539,351

133,301

3,667,969

133,132107,943

11,334

83,224

83,454

142,420

62,689

52,570

62,629

53,875

70,639

計

図 書 資 料

3,673,391

30年度

84,681

129,601

110,955

3,530,313

131,744

3,662,057

116,375

57,884

53,470

219,887

37,653

217,843

518,380

78,558

26,315

114,572

73,832

273,237

77,818

令和元年度

514,177

258,977

220,251

74,528

339,694

74,146

504,392

77,715

82,827

127,266

106,835

3,553,474

131,613

3,685,087

10,097

3,695,184

27,316

115,049

63,190

69,937

83,743

139,099

58,599

50,378

115,763

４　統計
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貸出状況

種別 令和２年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度
図 書 879,703 1,137,912 1,287,865 1,423,225 1,225,081
視聴覚 57,968 76,557 92,008 111,487 103,007
雑 誌 40,310 51,280 61,487 67,432 64,052

計 977,981 1,265,749 1,441,360 1,602,144 1,392,140
図 書 477,191 538,054 579,460 267,752 591,879
視聴覚 22,280 29,869 32,578 16,096 35,202
雑 誌 18,742 21,401 24,628 12,822 24,307

計 518,213 589,324 636,666 296,670 651,388
図 書 533,493 621,043 671,107 174,866 700,402
視聴覚 33,178 40,154 50,504 14,857 53,100
雑 誌 26,828 31,524 35,424 9,318 35,960

計 593,499 692,721 757,035 199,041 789,462
図 書 253,810 309,564 334,777 379,242 316,086
視聴覚 7,402 9,501 11,559 14,992 14,869
雑 誌 8,513 11,624 13,049 12,867 8,872

計 269,725 330,689 359,385 407,101 339,827
図 書 619,485 631,722 267,817 280,570 277,315
視聴覚 39,766 37,196 20,338 22,811 25,933
雑 誌 31,703 23,878 16,505 17,289 18,045

計 690,954 692,796 304,660 320,670 321,293
図 書 84,240 352,937 384,713 393,923 397,097
視聴覚 3,885 18,059 19,499 20,894 22,835
雑 誌 2,936 19,313 22,721 23,018 23,184

計 91,061 390,309 426,933 437,835 443,116
図 書 126,342 170,847 209,272 211,445 211,244
視聴覚 6,081 11,114 14,207 15,209 18,873
雑 誌 8,225 9,177 11,007 11,047 12,104

計 140,648 191,138 234,486 237,701 242,221
図 書 170,895 204,265 228,734 242,517 239,673
視聴覚 8,410 9,307 12,383 14,811 15,132
雑 誌 12,630 12,385 14,201 14,020 13,287

計 191,935 225,957 255,318 271,348 268,092
図 書 112,757 92,053 89,115 45,895 94,691
視聴覚 6,091 4,607 5,120 2,889 3,860
雑 誌 5,071 4,466 5,621 2,818 5,826

計 123,919 101,126 99,856 51,602 104,377
図 書 207,481 235,811 271,987 253,539 155,915
視聴覚 15,346 20,597 24,889 23,084 15,572
雑 誌 9,614 9,848 10,473 10,319 6,382

計 232,441 266,256 307,349 286,942 177,869
図 書 216,069 243,805 163,938 303,297 331,864
視聴覚 13,491 15,092 9,668 19,188 22,915
雑 誌 12,316 12,857 8,467 15,382 17,260

計 241,876 271,754 182,073 337,867 372,039
図 書 18,229 122,356 148,567 141,650 145,815
視聴覚 1,482 9,860 12,244 11,801 14,132
雑 誌 1,719 7,803 8,913 8,264 8,811

計 21,430 140,019 169,724 161,715 168,758
図 書 128,088 121,473 142,750 175,108 147,164
視聴覚 11,965 11,634 14,819 17,180 16,718
雑 誌 10,652 10,371 12,009 13,415 12,331

計 150,705 143,478 169,578 205,703 176,213
図 書 319,407 378,442 484,977 487,339 435,946
視聴覚 24,106 27,807 31,508 33,323 33,764
雑 誌 14,940 15,800 19,726 20,484 19,745

計 358,453 422,049 536,211 541,146 489,455

●大宮図書館は令和元年5月7日に移転のうえ指定管理者制度に移行
●大宮西部図書館は令和2年7月1日から令和3年3月31日まで施設修繕工事のため休館
●七里図書館は令和2年7月28日から令和3年3月23日まで施設修繕工事のため休館
●宮原図書館は令和2年8月1日から令和3年4月8日まで施設修繕工事のため休館

大 宮 図 書 館

桜 木 図 書 館

大 宮 西 部 図 書 館

図 書 館 名

中 央 図 書 館

北 浦 和 図 書 館

東 浦 和 図 書 館

美 園 図 書 館

馬 宮 図 書 館

三 橋 分 館

春 野 図 書 館

大 宮 東 図 書 館

七 里 図 書 館

片 柳 図 書 館

与 野 図 書 館

４　統計
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種別 令和２年度 令和元年度 ３０年度 ２９年度 ２８年度
図 書 176,082 171,826 95,400 204,257 179,469
視聴覚 5,951 7,331 4,070 8,977 8,546
雑 誌 6,012 5,645 3,387 7,017 6,339

計 188,045 184,802 102,857 220,251 194,354
図 書 59,545 78,732 89,558 90,815 93,925
視聴覚 3,507 4,253 5,547 5,661 6,755
雑 誌 3,014 3,380 3,631 3,796 4,077

計 66,066 86,365 98,736 100,272 104,757
図 書 68,708 140,471 97,732 21,458 109,703
視聴覚 5,704 10,612 8,888 2,399 12,236
雑 誌 3,701 6,494 4,917 1,258 6,326

計 78,113 157,577 111,537 25,115 128,265
図 書 101,210 45,552 161,146 195,786 156,598
視聴覚 3,551 1,854 6,713 11,175 8,257
雑 誌 5,054 2,395 7,585 9,535 7,593

計 109,815 49,801 175,444 216,496 172,448
図 書 132,357 184,712 197,935 212,759 205,193
視聴覚 10,888 14,611 16,154 17,586 19,071
雑 誌 8,527 9,790 10,528 10,458 9,653

計 151,772 209,113 224,617 240,803 233,917
図 書 292,017 351,376 392,960 414,700 418,816
視聴覚 35,853 47,575 58,648 63,455 68,778
雑 誌 17,632 20,780 21,740 23,005 24,681

計 345,502 419,731 473,348 501,160 512,275
図 書 51,573 69,252 79,174 84,585 89,111
視聴覚 1,806 1,745 3,071 3,528 3,768
雑 誌 2,917 3,328 3,337 3,665 3,483

計 56,296 74,325 85,582 91,778 96,362
図 書 740,574 785,203 894,198 909,156 925,423
視聴覚 50,191 55,320 64,403 72,453 78,692
雑 誌 31,003 32,481 36,202 36,783 37,172

計 821,768 873,004 994,803 1,018,392 1,041,287
図 書 23,768 159,527 179,531 182,027 192,481
視聴覚 2,443 14,736 16,144 14,971 15,677
雑 誌 1,874 11,242 12,010 12,860 13,778

計 28,085 185,505 207,685 209,858 221,936
図 書 562,476 678,407 766,849 767,806 771,529
視聴覚 26,598 35,035 34,448 33,681 39,971
雑 誌 23,269 26,970 31,058 32,106 33,599

計 612,343 740,412 832,355 833,593 845,099
図 書 390,342 424,213 381,531 546,968 530,206
視聴覚 27,117 27,927 27,380 34,953 37,486
雑 誌 18,692 20,976 18,380 25,041 25,613

計 436,151 473,116 427,291 606,962 593,305
図 書 27,306 31,235 32,559 33,168 30,759
視聴覚 102 106 81 259 89
雑 誌 176 228 221 248 164

計 27,584 31,569 32,861 33,675 31,012
図 書 2,320 3,330 7,312 7,498 6,751
視聴覚
雑 誌

計 2,320 3,330 7,312 7,498 6,751
図 書 6,775,468 8,284,120 8,640,964 8,451,351 8,980,136

視聴覚 425,162 542,459 596,871 607,720 695,238

雑 誌 326,070 385,436 417,227 404,267 442,644

計 7,526,700 9,212,015 9,655,062 9,463,338 10,118,018

68,976 41,968 34,189 24,459

7,595,676 9,253,983 9,689,251 9,487,797 10,129,811

合 計

岩 槻 東 部 図 書 館

桜 図 書 館

大 久 保 東 分 館

北 図 書 館

宮 原 図 書 館

武 蔵 浦 和 図 書 館

岩 槻 図 書 館

岩 槻 駅 東 口 図 書 館

南 浦 和 図 書 館

移 動 図 書 館

配 本 所

西 分 館

合計（電子書籍を含む）

図 書 館 名

電子書籍

与 野 南 図 書 館

11,793

４　統計
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政令指定都市図書館統計（令和元年度）

人口
(人)

①

市域面積
(km2)

②

図書館数
(館数)

③

蔵書冊数
(千点)

④

貸出点数
(千点)

⑤

予約件数
(千点)

⑥

30年度図書館費
決算額(千円)

30年度資料費
決算額(千円)

さ い た ま 市 1,314,145 217.43 25 3,554 9,212 2,680.5 1,162,028 230,254

札 幌 市 1,959,313 1,121.26 12 2,666 5,331 1,622.5 862,160 305,674

仙 台 市 1,064,060 786.35 7 2,006 4,620 834.4 490,768 147,427

千 葉 市 972,516 271.78 15 2,260 3,623 1,244.1 712,595 84,499

横 浜 市 3,754,772 437.70 18 4,122 9,878 3,102.9 1,402,991 212,406

川 崎 市 1,514,299 143.01 12 1,937 6,537 1,892.2 759,238 105,311

相 模 原 市 718,300 328.91 4 1,457 2,208 533.2 561,241 61,088

新 潟 市 788,465 726.46 19 1,865 4,204 846.0 641,750 110,170

静 岡 市 698,275 1,411.83 12 2,266 4,185 561.0 464,163 164,592

浜 松 市 802,527 1,558.06 23 2,437 4,386 853.6 1,164,267 114,577

名 古 屋 市 2,301,639 326.50 21 3,282 9,557 1,956.8 1,193,043 173,877

京 都 市 1,409,702 827.83 18 1,841 7,198 1,861.2 717,885 195,109

大 阪 市 2,730,420 225.30 24 4,265 10,445 2,580.5 1,384,056 183,031

堺 市 834,787 149.82 12 1,868 3,887 1,070.5 470,752 98,191

神 戸 市 1,533,588 557.01 11 2,108 6,291 1,706.9 1,007,125 216,581

岡 山 市 708,973 789.95 9 1,676 4,137 860.4 385,255 118,498

広 島 市 1,195,775 906.68 11 2,194 4,766 1,610.5 529,214 100,764

北 九 州 市 950,602 491.69 14 1,900 3,424 130.5 870,432 117,674

福 岡 市 1,554,229 343.46 11 1,997 3,829 827.1 1,050,819 102,663

熊 本 市 733,721 390.32 5 1,576 2,703 330.1 337,030 80,803

順位 人口
(人)

市域面積
(km2)

図書館数
(館数)

蔵書冊数
(千点)

貸出点数
(千点)

予約件数
(千点)

30年度図書館費
決算額(千円)

30年度資料費
決算額(千円)

横浜市 浜松市 さいたま市 大阪市 大阪市 横浜市 横浜市 札幌市
(3,754,772) (1,558.06) (25) (4,265) (10,445) (3,103) (1,402,991) (305,674)

大阪市 静岡市 大阪市 横浜市 横浜市 さいたま市 大阪市 さいたま市
(2,730,420) (1,411.83) (24) (4,122) (9,878) (2,681) (1,384,056) (230,254)
名古屋市 札幌市 浜松市 さいたま市 名古屋市 大阪市 名古屋市 神戸市

(2,301,639) (1,121.26) (23) (3,554) (9,557) (2,581) (1,193,043) (216,581)
札幌市 広島市 名古屋市 名古屋市 さいたま市 名古屋市 浜松市 横浜市

(1,959,313) (906.68) (21) (3,282) (9,212) (1,957) (1,164,267) (212,406)
福岡市 京都市 新潟市 札幌市 京都市 川崎市 さいたま市 京都市

(1,554,229) (827.83) (19) (2,666) (7,198) (1,892) (1,162,028) (195,109)
神戸市 岡山市 横浜市 浜松市 川崎市 京都市 福岡市 大阪市

(1,533,588) (789.95) (18) (2,437) (6,537) (1,861) (1,050,819) (183,031)
川崎市 仙台市 京都市 静岡市 神戸市 神戸市 神戸市 名古屋市

(1,514,299) (786.35) (18) (2,266) (6,291) (1,707) (1,007,125) (173,877)
京都市 新潟市 千葉市 千葉市 札幌市 札幌市 北九州市 静岡市

(1,409,702) (726.46) (15) (2,260) (5,331) (1,623) (870,432) (164,592)
さいたま市 神戸市 北九州市 広島市 広島市 広島市 札幌市 仙台市
(1,314,145) (557.01) (14) (2,194) (4,766) (1,611) (862,160) (147,427)

広島市 北九州市 札幌市 神戸市 仙台市 千葉市 川崎市 岡山市
(1,195,775) (491.69) (12) (2,108) (4,620) (1,244) (759,238) (118,498)

仙台市 横浜市 川崎市 仙台市 浜松市 堺市 京都市 北九州市
(1,064,060) (437.70) (12) (2,006) (4,386) (1,071) (717,885) (117,674)

千葉市 熊本市 静岡市 福岡市 新潟市 岡山市 千葉市 浜松市
(972,516) (390.32) (12) (1,997) (4,204) (860) (712,595) (114,577)
北九州市 福岡市 堺市 川崎市 静岡市 浜松市 新潟市 新潟市
(950,602) (343.46) (12) (1,937) (4,185) (854) (641,750) (110,170)

堺市 相模原市 神戸市 北九州市 岡山市 新潟市 相模原市 川崎市
(834,787) (328.91) (11) (1,900) (4,137) (846) (561,241) (105,311)
浜松市 名古屋市 広島市 堺市 堺市 仙台市 広島市 福岡市

(802,527) (326.50) (11) (1,868) (3,887) (834) (529,214) (102,663)
新潟市 千葉市 福岡市 新潟市 福岡市 福岡市 仙台市 広島市

(788,465) (271.78) (11) (1,865) (3,829) (827) (490,768) (100,764)
熊本市 大阪市 岡山市 京都市 千葉市 静岡市 堺市 堺市

(733,721) (225.30) (9) (1,841) (3,623) (561) (470,752) (98,191)
相模原市 さいたま市 仙台市 岡山市 北九州市 相模原市 静岡市 千葉市
(718,300) (217.43) (7) (1,676) (3,424) (533) (464,163) (84,499)
岡山市 堺市 熊本市 熊本市 熊本市 熊本市 岡山市 熊本市

(708,973) (149.82) (5) (1,576) (2,703) (330) (385,255) (80,803)
静岡市 川崎市 相模原市 相模原市 相模原市 北九州市 熊本市 相模原市

(698,275) (143.01) (4) (1,457) (2,208) (131) (337,030) (61,088)

1,377,005 600.57 14.2 2,364 5,521 1,355 808,341 146,159政令市平均
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※人口、面積は『令和02年版全国市町村要覧』（第一法規）による
　 令和元年度の図書館数・蔵書冊数・貸出点数・予約件数及び平成30年度の図書館費・資料費は『日本の図書館  2020』（日本図書館協会）による

1

2
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施設密度
（③/②）

人口1人当たりの
蔵書冊数

（④×1,000/①）

人口1人当たりの
貸出数

（⑤×1,000/①）

人口1人当たりの
予約件数

（⑥×1,000/①）

1館当たりの
蔵書冊数

（④×1,000/③）

0.115 2.7 7.0 2.0 142,160 さ い た ま 市

0.011 1.4 2.7 0.8 222,167 札 幌 市

0.009 1.9 4.3 0.8 286,571 仙 台 市

0.055 2.3 3.7 1.3 150,667 千 葉 市

0.041 1.1 2.6 0.8 229,000 横 浜 市

0.084 1.3 4.3 1.2 161,417 川 崎 市

0.012 2.0 3.1 0.7 364,250 相 模 原 市

0.026 2.4 5.3 1.1 98,158 新 潟 市

0.008 3.2 6.0 0.8 188,833 静 岡 市

0.015 3.0 5.5 1.1 105,957 浜 松 市

0.064 1.4 4.2 0.9 156,286 名 古 屋 市

0.022 1.3 5.1 1.3 102,278 京 都 市

0.107 1.6 3.8 0.9 177,708 大 阪 市

0.080 2.2 4.7 1.3 155,667 堺 市

0.020 1.4 4.1 1.1 191,636 神 戸 市

0.011 2.4 5.8 1.2 186,222 岡 山 市

0.012 1.8 4.0 1.3 199,455 広 島 市

0.028 2.0 3.6 0.1 135,714 北 九 州 市

0.032 1.3 2.5 0.5 181,545 福 岡 市

0.013 2.1 3.7 0.4 315,200 熊 本 市

施設密度
人口1人当たりの

蔵書冊数
人口1人当たりの

貸出数
人口1人当たりの

予約件数
1館当たりの
蔵書冊数

順位

さいたま市 静岡市 さいたま市 さいたま市 相模原市
(0.115) (3.2) (7.0) (2.0) (364,250)
大阪市 浜松市 静岡市 広島市 熊本市
(0.107) (3.0) (6.0) (1.3) (315,200)
川崎市 さいたま市 岡山市 京都市 仙台市
(0.084) (2.7) (5.8) (1.3) (286,571)
堺市 新潟市 浜松市 堺市 横浜市
(0.080) (2.4) (5.5) (1.3) (229,000)

名古屋市 岡山市 新潟市 千葉市 札幌市
(0.064) (2.4) (5.3) (1.3) (222,167)
千葉市 千葉市 京都市 川崎市 広島市
(0.055) (2.3) (5.1) (1.2) (199,455)
横浜市 堺市 堺市 岡山市 神戸市
(0.041) (2.2) (4.7) (1.2) (191,636)
福岡市 熊本市 仙台市 神戸市 静岡市
(0.032) (2.1) (4.3) (1.1) (188,833)

北九州市 相模原市 川崎市 新潟市 岡山市
(0.028) (2.0) (4.3) (1.1) (186,222)
新潟市 北九州市 名古屋市 浜松市 福岡市
(0.026) (2.0) (4.2) (1.1) (181,545)
京都市 仙台市 神戸市 大阪市 大阪市
(0.022) (1.9) (4.1) (0.9) (177,708)
神戸市 広島市 広島市 名古屋市 川崎市
(0.020) (1.8) (4.0) (0.9) (161,417)
浜松市 大阪市 大阪市 札幌市 名古屋市
(0.015) (1.6) (3.8) (0.8) (156,286)
熊本市 名古屋市 千葉市 横浜市 堺市
(0.013) (1.4) (3.7) (0.8) (155,667)

相模原市 神戸市 熊本市 静岡市 千葉市
(0.012) (1.4) (3.7) (0.8) (150,667)
広島市 札幌市 北九州市 仙台市 さいたま市
(0.012) (1.4) (3.6) (0.8) (142,160)
岡山市 京都市 相模原市 相模原市 北九州市
(0.011) (1.3) (3.1) (0.7) (135,714)
札幌市 福岡市 札幌市 福岡市 浜松市
(0.011) (1.3) (2.7) (0.5) (105,957)
仙台市 川崎市 横浜市 熊本市 京都市
(0.009) (1.3) (2.6) (0.4) (102,278)
静岡市 横浜市 福岡市 北九州市 新潟市
(0.008) (1.1) (2.5) (0.1) (98,158)

0.038 1.9 4.3 1.0 187,545 政令市平均
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予算（資料費）

当初予算額

令和3年度 令和2年度 令和元年度 30年度 29年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 30年度 29年度

中 央 図 書 館 19,732 26,543 24,861 32,111 31,941 260 330 300 400 450

北 浦 和 図 書 館 7,870 10,169 9,010 9,995 10,095 49 60 60 160 60

東 浦 和 図 書 館 7,081 9,327 8,742 9,636 9,817 125 180 180 200 200

美 園 図 書 館 1,947 2,669 2,477 3,320 3,320 75 120 120 130 130

大 宮 図 書 館 4,994 4,956 157 157

大 宮 西 部 図 書 館 4,234 5,937 4,957 6,371 6,229 50 50 50 50 50

桜 木 図 書 館 2,326 2,893 4,052 5,048 5,053 50 50 50 60 60

馬 宮 図 書 館 2,149 3,271 3,000 3,300 3,400 50 50 50 50 50

三 橋 分 館 1,102 1,528 870 1,000 1,000 0 0 0 0 0

春 野 図 書 館 3,099 4,430 3,820 4,351 4,253 30 40 40 70 70

大 宮 東 図 書 館 2,580 3,580 3,420 3,838 4,040 30 40 40 70 70

七 里 図 書 館 1,995 2,370 2,298 2,850 2,804 30 40 40 70 70

片 柳 図 書 館 1,910 2,470 2,452 3,126 2,958 180 240 240 350 350

与 野 図 書 館 4,810 5,808 5,491 6,101 6,151 91 91 91 101 101

与 野 南 図 書 館 1,825 2,526 2,340 2,823 2,833 38 44 44 54 54

西 分 館 840 1,434 1,270 1,455 1,455 27 44 44 52 52

岩 槻 図 書 館 3,274 4,070 3,727 4,367 4,402 50 50 50 100 50

岩槻駅東口図書館 2,006 2,829 2,669 2,862 2,831 50 90 90 135 90

岩 槻 東 部 図 書 館 1,985 2,692 2,364 2,792 2,613 30 30 30 60 30

桜 図 書 館 6,243 8,443 7,933 8,852 8,852 522 752 702 906 906

大 久 保 東 分 館 995 1,172 1,079 1,396 1,396 0 0 0 0 0

北 図 書 館 7,942 10,354 9,651 11,237 11,595 343 400 400 460 500

宮 原 図 書 館 1,982 2,464 2,608 3,037 2,679 87 240 80 95 80

武 蔵 浦 和 図 書 館 6,208 8,397 8,057 9,261 9,208 160 210 210 250 250

南 浦 和 図 書 館 4,639 5,948 5,385 6,115 6,630 232 310 310 400 100

全 館 （ デ ータ ベー ス ）

98,774 131,324 122,533 150,238 150,511 2,559 3,461 3,221 4,380 3,930

*備品購入費は中央図書館図書費に含む

*大宮図書館の予算は、指定管理者による運営のため含まれない（令和元年度以降）

当初予算額 （単位：千円）

一 般 会 計 予 算

教 育 費

社 会 教 育 費

図 書 館 費

*資料費は視聴覚ライブラリーを含まない

資 料 費

98,774

令和3年度

611,780,000

131,324

図書購入費 視聴覚資料購入費

2,454,940

162,512

図 書 費 150,238

3,047,140

197,309 230,686 229,318

3,643,146

150,511

8,325,054

122,533

29年度

191,496

図 書 館 名

7,624,535 10,736,892

93,178,898

8,894,730

94,148,850

554,500,000

97,554,615

530,100,000

予算

令和元年度 30年度

合 計

2,666,175

8,721,624

令和2年度

88,950,637

562,720,000

90,999,379

556,830,000

3,017,512

５　予算・決算
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（単位：千円）

令和3年度 令和2年度 令和元年度 30年度 29年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 30年度 29年度

17,132 17,373 21,515 30,010 31,150 37,124 44,246 46,676 62,521 63,541 中 央 図 書 館

1,876 1,876 1,876 1,900 1,620 9,795 12,105 10,946 12,055 11,775 北 浦 和 図 書 館

2,550 2,550 2,500 2,500 2,139 9,756 12,057 11,422 12,336 12,156 東 浦 和 図 書 館

1,230 1,230 1,210 1,270 1,270 3,252 4,019 3,807 4,720 4,720 美 園 図 書 館

2,112 2,150 7,263 7,263 大 宮 図 書 館

3,594 3,768 3,521 3,450 3,531 7,878 9,755 8,528 9,871 9,810 大 宮 西 部 図 書 館

1,748 1,842 1,756 1,734 1,729 4,124 4,785 5,858 6,842 6,842 桜 木 図 書 館

1,433 1,453 1,397 1,388 1,392 3,632 4,774 4,447 4,738 4,842 馬 宮 図 書 館

742 758 758 716 604 1,844 2,286 1,628 1,716 1,604 三 橋 分 館

1,282 1,314 1,300 1,240 1,230 4,411 5,784 5,160 5,661 5,553 春 野 図 書 館

1,091 1,122 1,113 1,000 1,120 3,701 4,742 4,573 4,908 5,230 大 宮 東 図 書 館

1,090 1,107 1,060 1,050 1,050 3,115 3,517 3,398 3,970 3,924 七 里 図 書 館

1,343 1,365 1,340 1,300 1,300 3,433 4,075 4,032 4,776 4,608 片 柳 図 書 館

1,400 1,444 1,444 1,454 1,394 6,301 7,343 7,026 7,656 7,646 与 野 図 書 館

730 750 750 714 714 2,593 3,320 3,134 3,591 3,601 与 野 南 図 書 館

480 515 515 519 519 1,347 1,993 1,829 2,026 2,026 西 分 館

1,185 1,237 1,545 1,541 1,359 4,509 5,357 5,322 6,008 5,811 岩 槻 図 書 館

1,059 1,118 1,032 1,032 1,032 3,115 4,037 3,791 4,029 3,953 岩槻駅東口図書館

1,017 1,054 969 953 944 3,032 3,776 3,363 3,805 3,587 岩 槻 東 部 図 書 館

2,832 2,832 2,776 2,789 2,789 9,597 12,027 11,411 12,547 12,547 桜 図 書 館

461 461 450 440 440 1,456 1,633 1,529 1,836 1,836 大 久 保 東 分 館

3,302 3,605 3,404 3,515 3,505 11,587 14,359 13,455 15,212 15,600 北 図 書 館

1,162 1,250 1,205 1,187 1,172 3,231 3,954 3,893 4,319 3,931 宮 原 図 書 館

2,390 2,443 2,400 2,512 2,370 8,758 11,050 10,667 12,023 11,828 武 蔵 浦 和 図 書 館

1,970 1,970 1,900 2,060 2,040 6,841 8,228 7,595 8,575 8,770 南 浦 和 図 書 館

8,080 8,087 8,006 7,682 6,314 8,080 8,087 8,006 7,682 6,314 全 館 （ デ ータ ベー ス ）

61,179 62,524 65,742 76,068 74,877 162,512 197,309 191,496 230,686 229,318

＊「その他の資料費」の内訳：逐次刊行物（雑誌・新聞）、障がい者用資料、法規類追録、マイクロフィルム、電子書籍

図 書 館 名

合 計

資料費合計その他の資料費

５　予算・決算
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決算（資料費）

令和2年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度 令和2年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度

円 千円 千円 千円 千円 円 千円 千円 千円 千円

中 央 図 書 館 31,583,507 26,676 34,413 36,885 40,203 319,472 215 506 494 523

北 浦 和 図 書 館 10,146,651 9,003 10,082 10,109 10,183 50,474 51 141 45 59

東 浦 和 図 書 館 9,359,382 8,890 9,768 9,911 9,830 179,139 180 197 200 197

美 園 図 書 館 2,650,714 2,290 3,282 3,341 3,430 118,773 120 130 130 130

大 宮 図 書 館 5,023 5,244 4,953 150 160 176

大 宮 西 部 図 書 館 6,736,588 5,781 6,886 6,735 7,330 49,674 52 46 50 44

桜 木 図 書 館 3,417,858 3,480 5,160 4,907 5,127 49,089 50 52 75 60

馬 宮 図 書 館 2,813,707 2,495 2,923 2,942 2,727 49,556 50 45 48 42

三 橋 分 館 1,605,525 1,262 1,017 1,229 767 0 0 0 0 0

春 野 図 書 館 4,623,245 4,179 4,391 4,523 4,471 39,463 31 63 68 73

大 宮 東 図 書 館 3,472,877 3,280 3,805 3,757 3,913 39,380 20 63 75 67

七 里 図 書 館 2,397,613 2,354 2,763 2,796 2,808 39,221 18 64 72 68

片 柳 図 書 館 2,651,363 2,244 3,173 2,969 2,871 237,992 207 341 345 361

与 野 図 書 館 5,970,993 5,713 6,261 6,321 6,174 127,771 91 101 100 101

与 野 南 図 書 館 2,324,474 2,204 2,627 2,696 2,892 49,563 44 50 54 51

西 分 館 1,514,732 1,222 1,564 1,431 1,491 41,420 44 51 51 54

岩 槻 図 書 館 4,178,091 3,646 4,544 4,261 4,412 49,471 55 89 50 45

岩槻駅東口図書館 2,867,112 2,611 2,807 2,884 2,914 89,650 81 132 89 85

岩 槻 東 部 図 書 館 2,695,027 2,434 2,733 2,704 2,659 29,032 24 47 28 27

桜 図 書 館 8,309,531 7,873 8,838 8,969 8,928 734,588 687 797 856 716

大 久 保 東 分 館 1,275,883 1,135 1,305 1,377 1,606 0 0 0 0 0

北 図 書 館 10,509,916 9,196 11,246 11,094 11,306 405,769 288 472 448 486

宮 原 図 書 館 2,555,259 3,091 3,162 3,308 3,229 231,050 67 60 118 78

武 蔵 浦 和 図 書 館 8,352,398 7,745 9,448 9,056 9,172 205,889 203 250 250 250

南 浦 和 図 書 館 6,070,852 5,688 6,268 6,805 6,626 309,384 298 400 100 89

全 館 （ デ ー タ ベ ー ス ）

合 計 138,083,298 124,490 153,489 156,253 160,018 3,445,820 2,875 4,247 3,906 3,782

＊令和2年度は決算見込み額、令和元年度以前は決算額です
＊大宮図書館は、指定管理者による運営のため含まれない（令和元年度以降）

資料購入点数

令和2年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度 令和2年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度

中 央 図 書 館 12,188 11,691 13,976 17,984 15,761 116 70 97 123 173

北 浦 和 図 書 館 5,982 5,429 6,562 6,136 6,594 17 20 47 19 25

東 浦 和 図 書 館 5,843 5,702 6,604 6,116 6,656 59 68 83 87 87

美 園 図 書 館 1,794 1,581 2,252 2,379 2,598 42 46 59 55 56

大 宮 図 書 館 9,052 69,343 3,023 3,107 3,038 152 708 66 67 90

大 宮 西 部 図 書 館 4,237 7,389 10,008 9,233 10,387 16 21 16 18 17

桜 木 図 書 館 1,875 1,944 3,025 2,706 3,064 17 19 20 32 35

馬 宮 図 書 館 1,793 1,615 1,745 1,964 1,893 18 20 16 18 15

三 橋 分 館 1,095 903 807 915 662 0 0 0 0 0

春 野 図 書 館 2,730 2,605 2,653 2,840 3,290 17 11 50 36 27

大 宮 東 図 書 館 2,081 2,283 2,427 2,517 2,690 16 8 13 28 27

七 里 図 書 館 1,486 1,524 1,795 1,885 1,960 16 7 24 28 27

片 柳 図 書 館 1,642 1,521 2,124 1,935 2,174 24 7 52 115 126

与 野 図 書 館 3,502 3,494 3,795 4,076 4,034 31 16 22 36 38

与 野 南 図 書 館 1,548 1,443 1,601 1,776 2,062 23 17 15 24 23

西 分 館 903 929 1,110 1,060 1,149 17 15 19 20 22

岩 槻 図 書 館 2,368 2,139 2,543 2,219 2,658 18 19 41 18 15

岩槻駅東口図書館 1,754 1,512 1,819 1,932 1,854 8 0 12 9 11

岩 槻 東 部 図 書 館 1,627 1,567 1,786 1,829 1,876 11 10 19 10 9

桜 図 書 館 4,741 4,665 4,525 6,087 5,756 126 59 168 158 149

大 久 保 東 分 館 939 838 857 1,024 1,073 0 0 0 0 0

北 図 書 館 6,181 5,806 6,957 7,031 7,378 88 40 111 115 95

宮 原 図 書 館 1,893 2,118 2,197 2,210 2,103 49 14 21 27 27

武 蔵 浦 和 図 書 館 5,224 4,747 5,937 5,792 5,532 70 73 95 92 95

南 浦 和 図 書 館 3,782 3,644 4,099 4,664 4,244 33 11 64 31 26

　 合 計 86,260 146,432 94,227 99,417 100,486 984 1,279 1,130 1,166 1,215

図 書 館 名
図書購入点数 視聴覚資料購入点数

図 書 館 名
図書購入費 視聴覚資料購入費

５　予算・決算
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令和2年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度 令和2年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度

円 千円 千円 千円 千円 円 千円 千円 千円 千円

12,251,916 19,593 27,587 26,153 22,180 44,154,895 46,484 62,506 63,531 62,905 中 央 図 書 館

1,891,745 1,870 1,819 1,552 1,777 12,088,870 10,925 12,043 11,706 12,020 北 浦 和 図 書 館

2,526,228 2,540 2,474 2,080 2,310 12,064,749 11,610 12,439 12,191 12,337 東 浦 和 図 書 館

1,225,217 1,209 1,191 1,214 1,157 3,994,704 3,619 4,603 4,685 4,717 美 園 図 書 館

2,048 2,048 2,115 7,221 7,453 7,245 大 宮 図 書 館

3,109,838 3,501 3,362 3,345 3,397 9,896,100 9,333 10,295 10,130 10,770 大 宮 西 部 図 書 館

1,692,159 1,706 1,670 1,669 1,673 5,159,106 5,236 6,882 6,652 6,860 桜 木 図 書 館

1,367,734 1,368 1,343 1,326 1,328 4,230,997 3,914 4,311 4,316 4,096 馬 宮 図 書 館

708,043 716 701 580 691 2,313,568 1,978 1,719 1,810 1,458 三 橋 分 館

1,283,267 1,296 1,272 1,232 1,218 5,945,975 5,505 5,726 5,823 5,761 春 野 図 書 館

1,095,928 1,116 998 1,122 1,127 4,608,185 4,416 4,866 4,954 5,107 大 宮 東 図 書 館

911,619 1,088 1,062 1,046 1,038 3,348,453 3,460 3,890 3,914 3,913 七 里 図 書 館

1,324,174 1,331 1,312 1,309 1,299 4,213,529 3,782 4,826 4,623 4,531 片 柳 図 書 館

1,386,770 1,440 1,427 1,387 1,279 7,485,534 7,244 7,789 7,808 7,553 与 野 図 書 館

723,119 710 680 717 715 3,097,156 2,957 3,358 3,468 3,658 与 野 南 図 書 館

516,850 522 511 516 517 2,073,002 1,788 2,126 1,997 2,062 西 分 館

1,185,109 1,557 1,504 1,343 1,424 5,412,671 5,257 6,137 5,655 5,881 岩 槻 図 書 館

1,058,610 1,051 988 1,027 1,015 4,015,372 3,742 3,927 4,000 4,015 岩槻駅東口図書館

1,016,892 1,017 995 955 906 3,740,951 3,475 3,776 3,686 3,592 岩 槻 東 部 図 書 館

2,876,692 2,786 2,734 2,734 2,759 11,920,811 11,346 12,369 12,559 12,403 桜 図 書 館

463,175 459 450 442 443 1,739,058 1,594 1,755 1,820 2,049 大 久 保 東 分 館

3,418,558 3,506 3,448 3,410 3,285 14,334,243 12,989 15,167 14,952 15,077 北 図 書 館

1,166,340 1,200 1,142 1,152 1,146 3,952,649 4,358 4,364 4,578 4,453 宮 原 図 書 館

2,371,930 2,390 2,353 2,369 2,354 10,930,217 10,338 12,051 11,674 11,775 武 蔵 浦 和 図 書 館

1,965,151 1,938 1,879 2,019 2,022 8,345,387 7,923 8,547 8,923 8,737 南 浦 和 図 書 館

8,075,608 8,003 7,562 6,054 5,627 8,075,608 8,003 7,562 6,054 5,599 全 館 （ デ ー タ ベ ー ス ）

55,612,672 63,911 72,517 68,801 64,801 197,141,790 191,276 230,254 228,961 228,573 合 計

＊マイクロフィルム、備品及び電子書籍コンテンツ購入費は中央図書館その他の資料費に含む

令和2年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度 令和2年度 令和元年度 30年度 29年度 28年度

5,904 5,996 8,403 9,848 10,101 18,208 17,757 22,476 27,955 26,035 中 央 図 書 館

1,487 1,516 1,530 1,524 1,563 7,486 6,965 8,139 7,679 8,182 北 浦 和 図 書 館

2,273 2,339 2,351 2,341 2,243 8,175 8,109 9,038 8,544 8,986 東 浦 和 図 書 館

1,101 1,113 1,128 1,144 526 2,937 2,740 3,439 3,578 3,180 美 園 図 書 館

3,699 3,816 1,547 1,523 1,582 12,903 73,867 4,636 4,697 4,710 大 宮 図 書 館

2,441 2,529 2,553 2,610 2,652 6,510 9,939 12,577 11,861 13,056 大 宮 西 部 図 書 館

1,378 1,425 1,437 1,475 1,485 3,270 3,388 4,482 4,213 4,584 桜 木 図 書 館

1,223 1,239 1,255 1,254 1,262 3,034 2,874 3,016 3,236 3,170 馬 宮 図 書 館

688 711 712 728 722 1,783 1,614 1,519 1,643 1,384 三 橋 分 館

1,105 1,151 1,165 1,180 1,192 3,852 3,767 3,868 4,056 4,509 春 野 図 書 館

1,064 1,113 1,147 1,157 1,122 3,161 3,404 3,587 3,702 3,839 大 宮 東 図 書 館

926 991 997 995 944 2,428 2,522 2,816 2,908 2,931 七 里 図 書 館

1,269 1,305 1,324 1,347 1,360 2,935 2,833 3,500 3,397 3,660 片 柳 図 書 館

1,230 1,266 1,297 1,241 990 4,763 4,776 5,114 5,353 5,062 与 野 図 書 館

515 514 537 567 540 2,086 1,974 2,153 2,367 2,625 与 野 南 図 書 館

352 377 375 387 369 1,272 1,321 1,504 1,467 1,540 西 分 館

841 866 866 892 916 3,227 3,024 3,450 3,129 3,589 岩 槻 図 書 館

891 926 958 994 1,021 2,653 2,438 2,789 2,935 2,886 岩槻駅東口図書館

733 751 762 775 753 2,371 2,328 2,567 2,614 2,638 岩 槻 東 部 図 書 館

2,300 2,364 2,413 2,462 2,552 7,167 7,088 7,106 8,707 8,457 桜 図 書 館

333 337 341 341 342 1,272 1,175 1,198 1,365 1,415 大 久 保 東 分 館

2,752 2,825 2,907 2,902 2,909 9,021 8,671 9,975 10,048 10,382 北 図 書 館

1,052 1,085 1,096 1,123 1,128 2,994 3,217 3,314 3,360 3,258 宮 原 図 書 館

1,976 2,048 2,089 2,146 2,058 7,270 6,868 8,121 8,030 7,685 武 蔵 浦 和 図 書 館

1,703 1,722 1,758 1,822 1,843 5,518 5,377 5,921 6,517 6,113 南 浦 和 図 書 館

39,236 40,325 40,948 42,778 42,175 126,296 188,036 136,305 143,361 143,876 合 計

*その他の資料購入点数は雑誌及び電子書籍（中央図書館のみ）の購入点数を指す

図 書 館 名

＊「その他の資料費」の内訳：　逐次刊行物（雑誌・新聞）、障がい者用資料、法規類追録、マイクロフィルム、備品、電子書籍

その他の資料購入点数 資料購入点数合計
図 書 館 名

その他の資料費 資料費合計

５　予算・決算
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図書館協議会開催記録

さいたま市図書館協議会委員名簿
委員：１３名（うち２名が公募）　・　第１０期 （令和元年11月1日～令和3年10月31日）

考備

◎ 全国歴史研究会常任理事

○ 元大学非常勤講師

さいたま市ＰＴＡ協議会常任理事

音訳グループ木曜会元代表

さいたま市よい本を読む運動推進員会会長

朗読ボランティア岩槻けやきの会代表

さいたま市私立幼稚園協会教育研究委員会運営委員

浦和子どもの本連絡会世話人代表

公募委員

公募委員

さいたま市立小学校校長会

さいたま市中学校長会

さいたま市立高等学校長会

◎委員長○副委員長 （令和3年3月31日現在）

大 井 睦

伊 𣘺 勲

開 催 日 時 間 ・ 場 所

7月27日（月）～
8月28日（金）

－
(書面による審議)

12月2日（水）～
12月24日（木）

－
(書面による審議)

(ばば　のりあき)

(おおい　むつみ)

(いはし　いさお)

馬 場 範 明

（1）　令和元年度事業報告について
（2）　令和2年度（平成31年度事業対象）図書館評価について
（3）　令和2年度の事業について
（4）　大宮図書館の利用状況について
（5）　さいたま市図書館の時間帯別入館者統計について
（6）　新型コロナウィルスの図書館への影響について

題議

（1）　令和２年度（令和元年度事業対象）図書館評価報告書について
（2）　第２期さいたま市図書館ビジョンについて
（3）　第四次さいたま市子ども読書活動推進計画素案について

（1）　「さいたま市図書館の利用に関するアンケート」集計結果について
（2）　「第２期さいたま市図書館ビジョン（素案）」について
（3）　「第２期さいたま市図書館ビジョン実施計画（案）」について
（4）　第２期図書館評価における目標指標及び目標値（案）について

加 藤 路 子

神 谷 暁 美

志 村 浩 子

鷲 見 優 子

関 田 晃

木村 美弥子

松 岡 忠 男

森 裕 子

渡 辺 典 子

氏 名

3月8日（月）～
3月29日（月）

－
(書面による審議)

(おざわ　さかえ)

(かとう　みちこ)

(かみや　あけみ)

(しむら　ひろこ)

(わしみ　ゆうこ)

(きむら　みやこ)

(まつおか　ただお)

(もり　ゆうこ)

(わたなべ　のりこ)

(せきた　あきら)

小澤 さかえ

６　図書館協議会

①図書館協議会開催記録
②さいたま市図書館協議会委員名簿
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視聴覚ライブラリー利用案内

さいたま市北区宮原町１－８５２－１　（北図書館内）

映画フィルム、録音・録画資料 １回６点以内

映写機及び付属品 １回１式

５日以内

火～金曜日：午前９時～午後８時、土・日・祝日：午前９時～午後６時

視聴覚ライブラリー　予算・決算 （単位：円）

令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度

予　算 985,000 1,081,000 1,115,000 1,190,000 1,190,000

（うち資料費） 550,000 550,000 545,000 540,000 540,000

決　算 999,480 976,382 1,089,411 1,111,169

（うち資料費） 384,835 416,900 444,420 486,432

視聴覚ライブラリー主催事業

事業名 実 施 日 参 加 者 数 会 場

12月16日 16
プラザノース

ユーモアスクエア
映写室

視聴覚ライブラリー所蔵資料・機材数

所蔵資料数
16ミリフィルム ビデオテープ ＤＶＤ 資料数計

令和2年度 1,526 1,331 415 3,272

令和元年度 1,526 1,331 403 3,260

30年度 1,526 1,331 387 3,244

29年度 1,526 1,331 355 3,212

28年度 1,526 1,331 348 3,205

所蔵機材数

16ミリ映写機
液晶

プロジェクター
DVDプレイヤー スライド映写機

令和2年度 19 5 5 2

令和元年度 19 5 5 2

30年度 19 3 5 2

29年度 19 3 5 2

28年度 19 5 1 3

OHP スクリーン 暗幕 スピーカー 機材数計

令和2年度 1 30 88 8 158

令和元年度 1 30 88 8 158

30年度 1 29 88 8 157

29年度 1 29 88 8 155

28年度 1 26 92 7 155

月曜日（祝日の場合は開館し、翌々日の水曜日に休館）
年末年始、　特別整理期間

上映会＆トークセッション

所在地

貸出点数

貸出期間

休館日

利用時間

７　視聴覚ライブラリー
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館
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市
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自

治

会

そ

の

他

計

令和２年度 121 28 19 5 2 40 12 27 18 42 127 37 30 57 565

令和２年度 49 4 0 1 0 29 5 4 51 16 18 12 3 16 208

令和元年度 99 8 3 0 1 39 18 5 102 16 52 48 6 83 480

30年度 109 11 1 2 1 32 21 2 102 13 57 51 4 59 465

機材

令和２年度 14 0 0 1 0 1 0 1 10 0 0 0 0 0 27

令和元年度 50 2 0 0 0 1 0 1 10 1 6 3 2 2 78

30年度 58 0 0 2 0 1 0 1 14 1 5 1 1 3 87

令和２年度 1 0 0 0 0 16 0 1 1 5 0 4 0 8 36

令和元年度 14 0 0 0 0 17 0 2 2 2 5 14 1 19 76

30年度 8 0 0 0 0 12 0 0 7 1 8 16 2 15 69

令和２年度 19 0 0 0 0 26 0 2 5 5 7 4 2 11 81

令和元年度 24 0 0 0 0 36 0 4 12 1 23 19 2 24 145

30年度 17 0 0 0 0 30 0 0 13 0 24 26 1 15 126

教材
利用本数 73 0 0 0 0 3 0 2 22 0 16 3 0 7 126

視聴者数 1,505 0 0 0 0 100 0 30 231 0 543 20 0 147 2,576

利用本数 222 2 0 0 0 4 0 5 64 4 66 11 10 6 394

視聴者数 6,928 91 0 0 0 62 0 30 675 153 1,187 311 91 68 9,596

利用本数 264 0 0 0 0 7 0 4 67 8 59 11 5 9 434

視聴者数 6,862 0 0 0 0 100 0 20 1,119 53 1,369 695 60 70 10,348

利用本数 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

視聴者数 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 63

利用本数 0 2 0 0 0 0 0 0 12 4 11 1 1 0 31

視聴者数 0 70 0 0 0 0 0 0 256 78 131 109 3 0 647

利用本数 0 3 5 0 0 0 1 0 16 6 9 5 0 0 45

視聴者数 0 136 240 0 0 0 0 0 445 68 108 87 0 0 1,084

利用本数 0 0 0 0 0 6 15 0 49 18 0 24 1 2 115

視聴者数 0 0 0 0 0 70 56 0 306 171 0 242 0 23 868

利用本数 33 0 5 0 2 7 61 9 57 27 7 50 10 215 483

視聴者数 1,170 0 242 0 56 20 636 70 2,109 474 74 1,510 123 3,454 9,938

利用本数 47 0 0 0 6 4 58 1 52 17 10 56 4 191 446

視聴者数 1,497 0 0 0 40 110 748 40 2,227 344 450 1,616 43 2,661 9,776

登録団体数

団体種別利用件数

令和
２年度

16ミリフィルム映写機
利用台数

30年度

令和
元年度

令和
元年度

DVDプレイヤー
利用台数

30年度

液晶プロジェクター
利用台数

16ミリフィルム

ビデオテープ
令和
２年度

令和
２年度

令和
元年度

30年度

Ｄ Ｖ Ｄ
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視聴覚ライブラリー運営委員会開催記録

議 題

１．視聴覚ライブラリーのあり方について

１．さいたま市立視聴覚ライブラリーの今後の運営について
２．運営委員会からの提言（案）について

さいたま市立視聴覚ライブラリー運営委員会委員名簿

委員：１２名　・　任期 （令和元年11月1日～令和3年10月31日）

備 考

◎ (しまむら　かずひろ) さいたま市私立保育園協会副会長

○ (くわはら　ただし) さいたま市図書館友の会事務局次長

(はやし　ひろき) 映画監督

(ふかさわ　まもる) 与野16ミリサークル会長

(ふじわら　けんいち) さいたまビデオサークル代表

(みしま　ひろし) 映像制作会社取締役

(みつぐち　たくや) 一般社団法人代表理事

（もてぎ　まこと） さいたま市PTA協議会常任理事

(よしはら　のりこ) さいたま市学童保育連絡協議会事務局次長

（みむら　さとる） さいたま市教育研究会情報教育部部長

(おおもり　えみこ) さいたま市立小学校校長会

(かとう　りさ) さいたま市中学校長会

◎委員長○副委員長 （令和3年3月31日現在）

開 催 日 時 間 ・ 場 所

午後３時～
北図書館

イベントルーム

午後３時～
北図書館

館内

氏 名

11月25日（水）

1月25日（月）

島 村 和 宏

桑 原 忠

林 弘 樹

吉 原 則 子

三 村 悟

大 森 恵 美 子

加 藤 り さ

深 澤 守

藤 原 健 一

三 島 浩

三 ツ 口 拓 也

茂 手 木 真
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⑦さいたま市立視聴覚ライブラリー運営委員会委員名簿
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○さいたま市図書館条例 
 

平成13年５月１日 
条例第123号 

 
最終改正 平成29年７月６日条例第45号 
 
目次 
第１章 総則（第１条－第５条） 
第２章 図書館の利用（第６条－第14条） 
第３章 文化施設（第15条－第24条） 
第４章 図書館協議会（第25条） 
第５章 補則（第26条） 
附則 

 
第１章 総則 

 
（設置） 

第１条 図書館法（昭和25年法律第118号。以下「法」という。）第
10条の規定に基づき、図書館を設置する。 
（名称及び位置） 

第２条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 
 名称 位置 

 さいたま市立中央図書館 さいたま市浦和区 

東高砂町11番１号 

 さいたま市立北浦和図書館 さいたま市浦和区 

北浦和１丁目４番２号 

 さいたま市立南浦和図書館 さいたま市南区 

根岸１丁目７番１号 

 さいたま市立東浦和図書館 さいたま市緑区 

大字中尾1440番地８ 

 さいたま市立大宮図書館 さいたま市大宮区 

吉敷町１丁目124番地１ 

 さいたま市立大宮西部図書館 さいたま市北区 

櫛引町２丁目499番地１ 

 さいたま市立大宮東図書館 さいたま市見沼区 

堀崎町48番地１ 

 さいたま市立春野図書館 さいたま市見沼区 

春野２丁目12番１号 

 さいたま市立七里図書館 さいたま市見沼区 

大字大谷1210番地 

 さいたま市立宮原図書館 さいたま市北区 

吉野町２丁目195番地１ 

 さいたま市立与野図書館 さいたま市中央区 

下落合５丁目11番11号 

 さいたま市立馬宮図書館 さいたま市西区 

大字西遊馬533番地１ 

 さいたま市立桜木図書館 さいたま市大宮区 

桜木町１丁目10番地18 

 さいたま市立岩槻図書館 さいたま市岩槻区 

本町４丁目２番25号 

 さいたま市立岩槻駅東口図書館 さいたま市岩槻区 

本町３丁目１番１号 

 さいたま市立岩槻東部図書館 さいたま市岩槻区 

東岩槻６丁目６番地 

 さいたま市立桜図書館 さいたま市桜区 

道場４丁目３番１号 

 さいたま市立片柳図書館 さいたま市見沼区 

染谷３丁目147番地１ 

 さいたま市立与野南図書館 さいたま市中央区 

大戸６丁目28番16号 

 さいたま市立北図書館 さいたま市北区 

宮原町１丁目852番地１ 

 さいたま市立武蔵浦和図書館 さいたま市南区 

別所７丁目20番１号 

 さいたま市立美園図書館 さいたま市緑区 

美園４丁目19番地１ 

 
２ 図書館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。 

 名称 位置 

 さいたま市立大宮西部図書館 
三橋分館 

さいたま市西区 

三橋６丁目642番地４ 

 さいたま市立与野図書館 
西分館 

さいたま市中央区 

桜丘２丁目６番28号 

 さいたま市立桜図書館 
大久保東分館 

さいたま市桜区 

大字大久保領家131番地６ 

 (一部改正〔平成14年条例21号・67号・16年18号・63号・
17年53号・202号・214号・18年63号・19年10号・23年21
号・26年67号・28年32号・29年45号〕) 

（事業） 
第３条 図書館は、次の事業を行う。 
  法第３条に掲げる事業に関すること。 
  図書館の施設の利用に関すること。 
（職員） 

第４条 図書館（指定管理者に管理を行わせる図書館を除く。）に
館長その他の職員を置く。 

（一部改正〔平成19年条例10号・27年52号〕） 
（指定管理者による管理） 

第５条 市教育委員会（以下「委員会」という。）は、地方自治法
（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、法人
その他の団体であって委員会が指定するもの（以下「指定管理者」
という。）に、図書館の管理に関する業務のうち、次に掲げるも
のを行わせることができる。 
  法第３条各号に規定する事項（同条第５号に規定する分館及
び配本所の設置に係るものを除く。）に関すること。 

  図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務 
  前２号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認め
る業務 

２ 委員会は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指
定管理者に行わせることができる。 
  次条第１項の規定にかかわらず、必要があると認めるときに、
委員会の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館
すること。 

  第７条第１項の規定にかかわらず、必要があると認めるとき
に、委員会の承認を得て、利用時間を臨時に変更すること。 

  第10条（第14条において準用する場合を含む。）の規定によ
り、第10条各号のいずれかに該当すると認めるときに、利用を
制限し、又は退館を命ずること。 

  第17条の規定により、文化施設の利用の許可をすること。 
  第18条の規定により、同条各号のいずれかに該当すると認め
るときに、文化施設の利用の許可を取り消し、若しくは利用を
停止し、又は利用を制限すること。 

（追加〔平成27年条例52号〕） 
 

第２章 図書館の利用 
 
（休館日） 

第６条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 
  さいたま市立中央図書館（以下「中央図書館」という。） 

ア 毎月第１月曜日及び第３月曜日(国民の祝日に関する法律
(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による
休日」という。)に当たるときは、その翌々日(祝日法による
休日に当たる日を除く。)) 

イ １月１日から同月４日まで及び12月29日から同月31日ま
で 

ウ 特別整理期間（８日以内） 
  さいたま市立北浦和図書館（以下「北浦和図書館」という。）、
さいたま市立南浦和図書館（以下「南浦和図書館」という。）、
さいたま市立東浦和図書館（以下「東浦和図書館」という。）、
さいたま市立大宮西部図書館（以下「大宮西部図書館」という。）、
さいたま市立春野図書館（以下「春野図書館」という。）、さい
たま市立与野図書館（以下「与野図書館」という。）、さいたま
市立桜木図書館（以下「桜木図書館」という。）、さいたま市立
岩槻駅東口図書館（以下「岩槻駅東口図書館」という。）、さい
たま市立桜図書館（以下「桜図書館」という。）、さいたま市立
北図書館（以下「北図書館」という。）、さいたま市立武蔵浦和
図書館（以下「武蔵浦和図書館」という。）及びさいたま市立
美園図書館（以下「美園図書館」という。） 
ア 月曜日(祝日法による休日に当たるときは、その翌々日(祝
日法による休日に当たる日を除く。)) 

イ １月１日から同月４日まで及び12月29日から同月31日ま
で 

ウ 特別整理期間(８日以内) 
  さいたま市立大宮東図書館(以下「大宮東図書館」という。)、
さいたま市立七里図書館(以下「七里図書館」という。)、さい
たま市立宮原図書館(以下「宮原図書館」という。)、さいたま
市立馬宮図書館(以下「馬宮図書館」という。)、さいたま市立
岩槻図書館(以下「岩槻図書館」という。)、さいたま市立岩槻
東部図書館(以下「岩槻東部図書館」という。)、さいたま市立
片柳図書館(以下「片柳図書館」という。)、さいたま市立与野
南図書館(以下「与野南図書館」という。)、さいたま市立大宮
西部図書館三橋分館(以下「大宮西部図書館三橋分館」という。)、
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さいたま市立与野図書館西分館(以下「与野図書館西分館」と
いう。)及びさいたま市立桜図書館大久保東分館(以下「桜図書
館大久保東分館」という。) 
ア 火曜日(祝日法による休日に当たるときは、その翌日(祝日
法による休日に当たる日を除く。)) 

イ １月１日から同月４日まで及び12月29日から同月31日ま
で 

ウ 特別整理期間（８日以内） 
  さいたま市立大宮図書館（以下「大宮図書館」という。）（文
化施設及び多目的スペースを除く。） 特別整理期間（８日以
内） 

２ 前項の規定にかかわらず、委員会は、必要があると認めるとき
は、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。 

（一部改正〔平成16年条例18号・63号・17年53号・214号・
19年10号・23年21号・26年67号・27年52号・28年32号〕） 

（利用時間） 
第７条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。 

  中央図書館 午前９時から午後９時(日曜日、土曜日又は祝
日法による休日に当たるときは、午後６時)まで 

  北浦和図書館、南浦和図書館、東浦和図書館、大宮西部図書
館、春野図書館、与野図書館、桜木図書館、岩槻駅東口図書館、
桜図書館、北図書館、武蔵浦和図書館及び美園図書館 午前９
時から午後８時(日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当た
るときは午後６時、与野図書館の視聴覚ホールの利用について
は午後９時)まで 

  大宮東図書館、七里図書館、宮原図書館、馬宮図書館、岩槻
図書館、岩槻東部図書館、片柳図書館、与野南図書館、大宮西
部図書館三橋分館、与野図書館西分館及び桜図書館大久保東分
館 午前９時から午後６時(日曜日、土曜日又は祝日法による
休日に当たるときは、午後５時)まで 

  大宮図書館 午前９時から午後９時30分まで 
２ 委員会は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を臨時
に変更することができる。 

（一部改正〔平成14年条例21号・16年18号・63号・17年53
号・202号・214号・19年10号・23年21号・26年67号・27
年52号・28年32号〕) 

（利用の資格） 
第８条 図書館資料の個人貸出しを受けることができる者は、次に
掲げるとおりとする。 
  市内に居住し、通勤し、又は通学する者 
  広域利用に関する協定書を締結している市又は町に居住し
ている者 

  前２号に掲げる者のほか、委員会が臨時に必要があると認め
る者 

２ 図書館資料の団体貸出しを受けることができるものは、市内の
機関又は団体とする。 

（一部改正〔平成27年条例52号〕） 
（貸出し） 

第９条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、利用者カード
の交付を受けなければならない。 

（一部改正〔平成27年条例52号〕） 
（利用の制限等） 

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
委員会は、その利用を制限し、又は退館を命ずることができる。 
  風紀を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。 
  施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。 
  前２号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。 

（一部改正〔平成27年条例52号〕） 
（譲渡等の禁止） 

第11条 利用者カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正
に使用してはならない。 

２ 利用者カードが登録者以外によって利用され、損害が生じたと
きは、当該登録者がその責めを負うものとする。 

（一部改正〔平成27年条例52号〕） 
（損害賠償等の義務） 

第12条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した
者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別
の理由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 図書館資料を損傷し、又は滅失した者は、現品又は委員会が指
定する資料をもって弁償しなければならない。 

（一部改正〔平成27年条例52号〕） 
（移動図書館等） 

第13条 図書館から市内を巡回し、図書館資料の貸出し等を行うた
め、図書館に移動図書館を置く。 

２ 図書館資料を広く市民の利用に供するため、市内に配本所を置
くことができる。 

３ 移動図書館及び配本所の巡回日又は開室日等については、委員
会が別に定める。 

（一部改正〔平成27年条例52号〕） 
（準用） 

第14条 第８条から第12条までの規定は、移動図書館及び配本所に
おける図書館資料の利用について準用する。 

（一部改正〔平成16年条例18号・27年52号〕） 
 

第３章 文化施設 
 
（文化施設の種類） 

第15条 図書館及び分館に、次のとおり文化施設を置く。 
 図書館及び分館 文化施設 

 大宮図書館 学習支援室 研究席 研修室 
展示スペース 

 大宮西部図書館 会議室 視聴覚ホール ギャラリー
 大宮東図書館 会議室 

 春野図書館 会議室 
 与野図書館 視聴覚ホール 展示コーナー 
 与野南図書館 集会室 展示コーナー 

 与野図書館西分館 集会室 
（一部改正〔平成19年条例10号・27年52号・28年32号〕） 

（利用） 
第16条 文化施設は、市民の教養の向上を図るため必要があると認
めるときは、これを市民の利用に供することができる。 

２ 文化施設を利用できるものは、市内の学校、社会教育関係団体、
公共団体又はこれらに準ずる団体とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、大宮図書館の文化施設を利用できる
ものは、第８条第１項各号に掲げる者又は同条第２項に規定する
ものとする。 

（一部改正〔平成27年条例52号・28年32号〕） 
（利用の許可） 

第17条 文化施設を利用しようとするものは、委員会の許可を受け
なければならない。当該許可に係る事項を変更し、又は取り消す
場合も同様とする。 

（一部改正〔平成27年条例52号〕） 
（利用の制限等） 

第18条 文化施設を利用しようとするものが次の各号のいずれか
に該当すると認めるときは、委員会は、当該利用の許可を取り消
し、若しくは利用を停止し、又は利用を制限することができる。 
  風紀を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。 
  施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。 
  営利活動、宗教活動又は政治活動を目的とするとき。 
  この条例の規定に違反したとき。 
  前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。 

（一部改正〔平成27年条例52号〕） 
（利用権の譲渡等の禁止） 

第19条 文化施設の利用の許可を受けたもの（以下「施設利用者」
という。）は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならな
い。 

（一部改正〔平成27年条例52号・28年32号〕） 
（利用料金） 

第20条 大宮図書館の文化施設のうち、研究席、研修室及び展示ス
ペースの施設利用者は、利用の許可を受けたときは、利用料金を
指定管理者に納付しなければならない。 

２ 利用料金（附属設備の利用料金を除く。）の額は、別表に定める
額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者
が定める。 

３ 附属設備の利用料金の額は、市長が別に定める額の範囲内にお
いて、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。 

４ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 
（全部改正〔平成28年条例32号〕） 

（利用料金の減免） 
第21条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前条第
１項の利用料金を減額し、又は免除することができる。 

（一部改正〔平成27年条例52号・28年32号〕） 
（利用料金の不還付） 

第22条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管
理者は、施設利用者の責めに帰することができない理由により
文化施設又は附属設備を利用できない場合は、当該利用料金の
全部又は一部を還付することができる。 

（一部改正〔平成27年条例52号・28年32号〕） 
（原状回復の義務） 

第23条 施設利用者は、その利用を終了したときは、速やかに利
用した文化施設又は附属設備を原状に回復しなければならな
い。第18条の規定による利用の許可の取消し又は利用の停止の
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処分を受けたときも、同様とする。 
２ 施設利用者が、前項の義務を履行しないときは、委員会にお
いて原状に回復し、これに要した費用は、当該施設利用者の負
担とする。 

（追加〔平成28年条例32号〕） 
（指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等） 

第24条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関す
る条例（平成16年さいたま市条例第１号）第６条第１項の規定
により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理
の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、委員会が
図書館の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指
定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、研究
席、研修室及び展示スペースの使用料については別表に定める
額の範囲内において市長が定める額を、附属設備の使用料につ
いては市長が別に定める額を徴収する。 

２ 前項の場合にあっては、第20条第１項、第21条及び第22条の
規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定管
理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用
料」と読み替えるものとする。 

（追加〔平成28年条例32号〕） 
 

第４章 図書館協議会 
 
（図書館協議会の設置） 

第25条 法第14条第１項の規定に基づき、さいたま市図書館協議会
（以下「協議会」という。）を設置する。 

２ 協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうち
から委員会が任命する。 
  学校教育及び社会教育の関係者 
  家庭教育の向上に資する活動を行う者 
  学識経験を有する者 
  公募による市民 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 
４ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。 

（一部改正〔平成24年条例9号・26年19号・27年52号・28年
32号〕） 

 
第５章 補則 

 
（委任） 

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定
める。 

（一部改正〔平成27年条例52号・28年32号〕） 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この条例は、平成13年５月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、
合併前の浦和市図書館条例（昭和48年浦和市条例第45号）、大宮
市図書館条例（昭和47年大宮市条例第22号。以下「合併前の大宮
市条例」という。）若しくは与野市図書館設置条例（昭和45年与
野市条例第39号）又は浦和市図書館管理運営規則（昭和48年浦和
市教育委員会規則第10号）、大宮市図書館運営規則（昭和62年大
宮市教育委員会規則第６号）若しくは与野市図書館管理運営規則
（昭和46年与野市教育委員会規則第４号）の規定によりなされた
処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定により
なされたものとみなす。 

３ この条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適
用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の大
宮市条例の例による。 
（岩槻市の編入に伴う経過措置） 

４ 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市立図書館運営
規則（昭和53年岩槻市教育委員会規則第４号）の規定によりなさ
れた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなさ
れたものとみなす。 

（追加〔平成17年条例53号〕） 
附 則（平成14年３月27日条例第21号） 

この条例は、平成14年７月１日から施行する。 
附 則（平成14年12月26日条例第67号） 

この条例は、平成15年４月１日から施行する。 
附 則（平成16年３月26日条例第18号） 

この条例中第１条の規定は平成16年４月１日から、第２条の規定
は同年７月１日から施行する。 

附 則（平成16年12月27日条例第63号） 

この条例は、平成17年７月５日から施行する。 
附 則（平成17年３月25日条例第53号） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。 
（さいたま市図書館条例の一部を改正する条例の一部改正） 

２ さいたま市図書館条例の一部を改正する条例（平成16年さいた
ま市条例第63号）の一部を次のように改正する。 
（次のよう略） 
附 則（平成17年10月13日条例第202号） 

この条例は、平成20年５月１日から施行する。 
附 則（平成17年12月21日条例第214号） 

この条例は、平成18年５月１日から施行する。 
附 則（平成18年12月22日条例第63号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成19年３月15日条例第10号） 

（施行期日） 
１ この条例中第１条及び次項の規定は平成19年４月１日から、第
２条及び附則第３項の規定は同年９月３日から、第３条及び附則
第４項の規定は同年11月29日から施行する。 
（さいたま市図書館条例の一部を改正する条例の一部改正） 

２ さいたま市図書館条例の一部を改正する条例（平成17年さいた
ま市条例第202号）の一部を次のように改正する。 
（次のよう略） 

３ さいたま市図書館条例の一部を改正する条例の一部を次のよ
うに改正する。 
（次のよう略） 

４ さいたま市図書館条例の一部を改正する条例の一部を次のよ
うに改正する。 
（次のよう略） 
附 則（平成23年７月５日条例第21号） 

この条例中第１条の規定は平成24年４月１日から、第２条の規定
は同年６月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月21日条例第９号） 
この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年５月２日条例第34号） 
この条例中第１条の規定は平成24年４月１日から、第２条の規定

は平成25年１月４日から施行する。 
附 則（平成25年12月26日条例第46号抄） 

（施行期日） 
１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ 次項から第９項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に
掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」
という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料
金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係
る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。 

 略 略 
 第２条の規定による改正後のさいた

ま市図書館条例第19条第１項の規定
許可の申請 

 略 略 
附 則（平成26年３月25日条例第19号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 
附 則（平成26年10月22日条例第67号） 

この条例は、平成28年１月４日から施行する。 
附 則（平成27年10月26日条例第52号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成28年６月27日条例第32号） 

この条例は、平成31年５月７日から施行する。 
附 則（平成29年７月６日条例第45号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
 

別表（第20条関係） 
（追加〔平成28年条例32号〕） 

文化施設 区分 利用料金

研究席 １席１人２時間につき 120円
研修室 午前 午前９時～午後零時 600円

午後 午後１時～午後５時 700円

夜間 午後６時～午後９時30分 800円
全日 午前９時～午後９時30分 2,000円

展示スペ
ース 

全日 3,000円

備考 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に
含まれるものとする。 
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○さいたま市図書館条例施行規則 
 

平成13年5月1日 
教育委員会規則第28号 

 

最終改正 令和２年３月31日教委規則第13号 
 
（趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市図書館条例（平成13年さいたま市
条例第123号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を
定めるものとする。 
（図書館の種類） 

第２条 さいたま市立中央図書館（以下「中央図書館」という。）
は、すべての図書館を統括する。 

２ 次に掲げる図書館は、拠点図書館とする。 
  さいたま市立北浦和図書館（以下「北浦和図書館」という。） 
  さいたま市立東浦和図書館（以下「東浦和図書館」という。） 
  さいたま市立大宮図書館（以下「大宮図書館」という。） 
  さいたま市立大宮西部図書館（以下「大宮西部図書館」とい
う。） 

  さいたま市立春野図書館（以下「春野図書館」という。） 
  さいたま市立与野図書館（以下「与野図書館」という。） 
  さいたま市立岩槻図書館（以下「岩槻図書館」という。） 
  さいたま市立桜図書館（以下「桜図書館」という。） 
  さいたま市立北図書館（以下「北図書館」という。） 
  さいたま市立武蔵浦和図書館（以下「武蔵浦和図書館」とい
う。） 

３ 次に掲げる図書館は、地区図書館とする。 
  さいたま市立南浦和図書館（以下「南浦和図書館」という。） 
  さいたま市立大宮東図書館（以下「大宮東図書館」という。） 
  さいたま市立七里図書館（以下「七里図書館」という。） 
  さいたま市立宮原図書館（以下「宮原図書館」という。） 
  さいたま市立馬宮図書館（以下「馬宮図書館」という。） 
  さいたま市立桜木図書館（以下「桜木図書館」という。） 
  さいたま市立岩槻駅東口図書館（以下「岩槻駅東口図書館」
という。） 

  さいたま市立岩槻東部図書館（以下「岩槻東部図書館」とい
う。） 

  さいたま市立片柳図書館（以下「片柳図書館」という。） 
  さいたま市立与野南図書館（以下「与野南図書館」という。） 
  さいたま市立美園図書館（以下「美園図書館」という。） 

４ 別表の左欄に掲げる拠点図書館は、同表の右欄に掲げる地区図
書館及び分館を所管する。 

（追加〔平成19年教委規則13号〕、一部改正〔平成20年
教委規則5号・24年14号・27年17号〕） 

（所掌事務） 
第３条 図書館の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

  施設及び設備の維持管理に関すること。 
  図書館関係団体に関すること。 
  図書館統計及び広報に関すること。 
  図書館資料の収集、選択、整理、保存及び廃棄に関すること。 
  郷土資料及び地方行政資料に関すること。 
  寄贈及び寄託資料の受入及び保管に関すること。 
  図書館資料の利用、参考調査及び相談業務に関すること。 
  児童青少年奉仕並びに学校との連絡及び協力に関すること。 
  障害者奉仕に関すること。 
  団体貸出しの運用に関すること。 
  集会及び文化活動の企画及び開催に関すること。 
  読書の普及及び援助に関すること。 
  前各号に掲げるもののほか、図書館業務に関すること。 

２ 中央図書館は、前項に規定する所掌事務のほか、次に掲げる事
務を所掌する。 
  拠点図書館と地区図書館との連絡調整に関すること。 
  図書館の整備計画に関すること。 
  図書館の開設に関すること。 
  さいたま市図書館協議会に関すること。 
  電子計算機の運用に関すること。 

３ 次の各号に掲げる拠点図書館は、第1項に規定する所掌事務の
ほか、当該各号に定める事務を所掌する。 
  全ての拠点図書館 所管する地区図書館又は分館の管理運 
営に関すること。 

  北浦和図書館 学校図書館支援センターに関すること。 
  大宮図書館 文化施設の利用に関すること。 
  大宮西部図書館 文化施設の利用に関すること、移動図書館 
に関すること及び配本所に関すること。 

  春野図書館 文化施設の利用に関すること。 
  与野図書館 文化施設の利用に関すること。 
  北図書館 さいたま市立視聴覚ライブラリーに関すること 
並びに視聴覚教育の調査研究及び教材作成に関すること。 

（全部改正〔平成15年教委規則14号〕、一部改正〔平成16
年教委規則11号・17年13号・23号・18年8号・19年10号・
13号・20年５号・24年９号・14号・25年４号・26年10号・
令和２年13号〕） 

（調査相談業務） 
第４条 図書館は、利用者の学習、研究、相談等を援助するため図
書館資料及び機能を活用し、積極的に調査相談業務を行う。 

（一部改正〔平成19年教委規則13号〕） 
（課及び係の設置） 

第５条 中央図書館に次の課及び係を置く。 
  管理課 
ア 管理係 
イ 企画・調査係 

  資料サービス課 
ア 資料整理係 
イ 調査相談係 
ウ 利用サービス係 
エ 児童サービス係 

２ 拠点図書館（指定管理者（条例第５条に規定する指定管理者を
いう。以下同じ。）に管理を行わせる図書館を除く。）に次の係を
置く。 
  資料案内係 
  児童・地域係 

（追加〔平成19年教委規則10号〕、一部改正〔平成19年教
委規則13号・20年５号・22年６号・24年９号・14号・26
年10号・30年14号〕） 

（図書館所蔵資料の複製） 
第６条 図書館で所蔵する資料（電磁的記録（電子的方式、磁気的
方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
作られた記録をいう。第11条において同じ。）を含む。）の複製物
の提供は、著作権法（昭和45年法律第48号）第31条第１項第１号
の規定により行う。ただし、市教育委員会（以下「委員会」とい
う。）が必要があると認めるときは、複製を制限することができ
る。 

２ 前項に規定する複製の料金は、委員会が別に定める。 
（一部改正〔平成19年教委規則10号・13号・21年9号・28年
1号〕） 

（貸出しの手続） 
第７条 条例第９条の規定による利用者カードの交付の申請は、貸
出登録申請書を、委員会に提出することにより行うものとする。
この場合において、個人の申請については、居住を証明する書類
を添えなければならない。 

２ 利用者が虚偽の申請により利用者カードの交付を受けたとき
は、委員会は登録を取り消すことができる。 

（一部改正〔平成19年教委規則10号・13号・21年９号・27
年15号〕） 

（有効期限） 
第８条 利用者カードの有効期限は、個人貸出しについては、発行
日から起算して１年とし、団体貸出しについては、発行日からそ
の日の属する会計年度の末日までとする。 

２ 利用者カードは、更新の申請により、有効期間を延長すること
ができる。 

（一部改正〔平成19年教委規則10号・13号〕） 
（届出） 

第９条 利用者が利用者カードを紛失したとき又は記載事項に変
更があったときは、速やかに委員会に届け出なければならない。 

（一部改正〔平成19年教委規則10号・13号〕） 
（貸出しの点数及び期間） 

第10条 すべての図書館で同時に借り受けられる図書館資料は、個
人貸出しについては１人30点以内でその期間は14日以内とし、団
体貸出しについては１団体100点以内でその期間は２月以内とす
る。ただし、学校については1,000点以内でその期間は１年以内
とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、移動図書館及び配本所で借り受けら
れる図書館資料の点数及び期間は、委員会が別に定める。 

３ 前2項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認める
ときは、これを別に定めることができる。 

（一部改正〔平成19年教委規則10号・13号・21年９号〕） 
（電子書籍の利用） 

第11条 電磁的記録であって、インターネットを通じた利用が可能
とされたもの（図書館資料（電磁的記録を除く。）と同等の内容
を有するものに限る。）の利用について必要な事項は、委員会が

８　例規集

さいたま市図書館条例施行規則 76



 

別に定める。 
（追加〔平成28年教委規則１号〕） 

（貸出しの停止） 
第12条 利用者が利用者カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、
若しくは不正に使用した場合又は図書館資料の貸出しを受けた
者が返納を怠り、督促をしても返納に応じない場合は、委員会は、
別に定めるところにより、一定の期間貸出しを停止することがで
きる。 

（追加〔平成19年教委規則10号〕、一部改正〔平成19年教
委規則13号・21年９号・28年１号〕） 

（利用の手続） 
第13条 条例第17条の規定により、文化施設の利用の許可を受けよ
うとするものは、利用に係る文化施設に応じ、次に掲げる申請書
を委員会に提出し、又はさいたま市教育委員会の管理する公共施
設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用に関する規則
（平成26年さいたま市教育委員会規則第17号。以下「教育委員会
施設予約システム規則」という。）に定めるところにより、さい
たま市公共施設予約システム（さいたま市市長の管理する公共施
設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用に関する規則
（平成26年さいたま市規則第152号）第１条に規定するさいたま
市公共施設予約システムをいう。）を利用して申請しなければな
らない。 
  会議室、視聴覚ホール、ギャラリー、展示コーナー及び集会
室 文化施設利用申請書（様式第１号） 

  研究席、研修室及び展示スペース 教育委員会施設予約シス
テム規則に定める利用許可申請書 

２ 前項の規定にかかわらず、学習支援室の利用の許可を受けよう
とする者は、委員会が別に定める期間及び方法により委員会へ利
用の申請をしなければならない。当該許可に係る事項を変更する
場合も同様とする。 

３ 条例第17条の規定により第１項第２号の文化施設の利用の許
可を受けたものが当該許可に係る事項を変更しようとするとき
は、教育委員会施設予約システム規則に定める利用変更許可申請
書を委員会に提出しなければならない。 

４ 第１項の規定による申請は、利用に係る文化施設に応じ、次に
掲げる期間に行わなければならない。ただし、委員会が特に必要
があると認めるときは、この限りでない。 
  会議室、視聴覚ホール、展示コーナー及び集会室 利用しよ
うとする日（以下「利用日」という。）の属する月の２月前の
月の初日から利用日の７日前までの期間 

  ギャラリー 利用日の属する月の６月前の月の初日から利
用日の７日前までの期間 

  研究席及び研修室 利用日の属する月の３月前（当該申請
者が市外居住者（条例第８条第１項第２号及び第３号に規定
するものをいう。以下同じ。）である場合は、２月前）の月の
初日から利用日の前日までの期間 

  展示スペース 利用日の属する月の６月前（当該申請者が
市外居住者である場合は、５月前）の月の初日から利用日の７
日前までの期間 

５ 委員会は、条例第17条の規定による利用の許可又は許可に係る
事項の変更の許可を したときは、当該申請者に対し、次に定め
るところにより許可書を交付するものとする。 
  第１項第１号に定める利用の許可 文化施設利用許可書
（様式第２号） 

  第１項第２号に定める利用の許可 教育委員会施設予約シ
ステム規則に定める利用許可書兼領収書 

  第３項に定める許可に係る事項の変更の許可 
教育委員会施設予約システム規則に定める利用変更許可書

兼領収書 
（一部改正〔平成19年教委規則10号・13号・28年１号・30
年14号〕） 

（利用料金の納付） 
第14条 文化施設のうち、研究席、研修室及び展示スペースの利用
の許可を受けたものは、許可書の交付と引換えに利用料金を納付
しなければならない。 

２ 前項の場合において、研究席の利用料金は、利用時間が条例別
表の区分欄に規定する時間に満たない場合であっても、規定の利
用料金とする。 

３ 第１項の場合において、研修室の２分の１に相当する部分のみ
を利用するときの利用料金は、規定の利用料金に100分の50を乗
じて得た額（その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切
り捨てた額）とする。 

（追加〔平成30年教委規則14号〕） 
（利用料金の承認申請等） 

第15条 指定管理者は、条例第20条第２項の規定により利用料金の
額の承認を受けようとするときは、収支予算書その他委員会が必

要と認める書類を添えて、委員会に申請しなければならない。 
２ 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を
審査し、承認の可否を決定し、その旨を指定管理者に通知するも
のとする。 

（追加〔平成30年教委規則14号〕） 
（利用料金の減免） 

第16条 条例第21条の規定により利用料金の減額又は免除を受け
ようとするものは、文化施設利用料金減免申請書（様式第３号）
を指定管理者に提出しなければならない。 

（一部改正〔平成19年教委規則10号・13号・27年15号・28
年１号・30年14号〕） 

（寄贈及び寄託） 
第17条 委員会は、図書館資料の寄贈及び寄託を受け、図書館サー
ビスの利用に供することができる。 

２ 図書館に図書館資料を寄贈又は寄託しようとするものは、寄贈
申込書又は寄託申込書を委員会に提出するものとする。 

３ 委員会は、図書館に図書館資料を寄贈又は寄託したものに対し、
受領書を交付することができる。 

４ 委員会は、寄託資料が予測できない事情により受けた損害につ
いてはその責めを負わないものとする。 

（一部改正〔平成19年教委規則10号・13号・28年１号・30
年14号〕） 

（指定管理者に関する読替え） 
第18条 条例第５条の規定により指定管理者が図書館の管理に関
する業務を行う場合についての第６条第２項、第７条、第９条、
第10条第２項及び第３項、第12条、第13条並びに第17条の規定の
適用については、これらの規定中「委員会」とあるのは「指定管
理者」と、第６条第１項ただし書中「市教育委員会（以下「委員
会」という。）」とあり、及び第20条中「館長」とあるのは「指定
管理者」とする。 

（追加〔平成30年教委規則14号〕） 
（臨時の図書館の管理に関する準用） 

第19条 第14条及び第16条の規定は、条例第24条第１項の規定によ
り市長が使用料を徴収する場合について準用する。この場合にお
いて、第14条及び第16条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、
第16条中「文化施設利用料金減免申請書（様式第３号）」とある
のは「委員会が別に定める申請書」と、「指定管理者」とあるの
は「委員会」と読み替えるものとする。 

（追加〔平成30年教委規則14号〕） 
（委任） 

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、あらかじめ
教育長の承認を得て、館長が定める。 

（一部改正〔平成15年教委規則14号・19年10号・13号・28
年１号・30年14号〕） 

 
   附 則 
（施行期日） 

１ この規則は、平成13年５月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、
合併前の浦和市図書館管理運営規則（昭和48年浦和市教育委員会
規則第10号）、大宮市図書館運営規則（昭和62年大宮市教育委員
会規則第６号。以下「合併前の大宮市規則」という。）又は与野
市図書館管理運営規則（昭和46年与野市教育委員会規則第４号）
の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの
規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ この規則の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適
用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の大
宮市規則の例による。 
（岩槻市の編入に伴う経過措置） 

４ 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市立図書館運営
規則（昭和53年岩槻市教育委員会規則第４号）の規定によりなさ
れた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなさ
れたものとみなす。 

（追加〔平成17年教委規則13号〕） 
   附 則（平成14年６月５日教委規則第14号） 
（施行期日） 

１ この規則は、平成14年７月１日から施行する。 
（さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

２ さいたま市教育委員会事務局組織規則（平成13年さいたま市教
育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
   附 則（平成15年３月27日教委規則第14号） 
この規則は、平成15年４月１日から施行する。 
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   附 則（平成16年６月30日教委規則第11号） 
（施行期日） 
１ この規則は、平成16年７月１日から施行する。 
（さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

２ さいたま市教育委員会事務局組織規則（平成15年さいたま市教
育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
（さいたま市教育委員会公印規則の一部改正） 

３ さいたま市教育委員会公印規則（平成13年さいたま市教育委員
会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
   附 則（平成17年３月28日教委規則第13号） 
この規則は、平成17年４月１日から施行する。 
   附 則（平成17年６月30日教委規則第23号） 
（施行期日） 

１ この規則は、平成17年７月５日から施行する。 
（さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

２ さいたま市教育委員会事務局組織規則（平成15年さいたま市教
育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
（さいたま市教育委員会公印規則の一部改正） 

３ さいたま市教育委員会公印規則（平成13年さいたま市教育委員
会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
附 則（平成18年３月27日教委規則第８号） 

（施行期日） 
１ この規則は、平成18年５月１日から施行する。 
（さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

２ さいたま市教育委員会事務局組織規則（平成15年さいたま市教
育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
（さいたま市教育委員会公印規則の一部改正） 

３ さいたま市教育委員会公印規則（平成13年さいたま市教育委員
会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
   附 則（平成19年３月27日教委規則第10号） 
この規則は、平成19年４月１日から施行する。 
   附 則（平成19年８月28日教委規則第13号） 
（施行期日） 
１ この規則中第１条及び附則第２項の規定は平成19年９月３日
から、第２条及び附則第３項から附則第５項までの規定は平成19
年11月29日から施行する。 
（さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

２ さいたま市教育委員会事務局組織規則（平成15年さいたま市教
育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
３ さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部を次のように改
正する。 

（次のよう略） 
（さいたま市教育委員会公印規則の一部改正） 

４ さいたま市教育委員会公印規則（平成13年さいたま市教育委員
会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
（さいたま市図書館協議会規則の一部改正） 

５ さいたま市図書館協議会規則（平成13年さいたま市教育委員会
規則第29号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
附 則（平成20年３月27日教委規則第５号抄） 

（施行期日） 
１ この規則は、平成20年５月１日から施行する。 
   附 則（平成21年12月28日教委規則第９号） 
（施行期日） 

１ この規則は、平成22年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市図書館条例施行規則第10
条の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以
後の貸出しについて適用し、施行日前の貸出しについては、なお
従前の例による。 

   附 則（平成22年３月31日教委規則第６号） 
この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

   附 則（平成24年３月27日教委規則第９号） 
この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

   附 則（平成24年11月19日教委規則第14号） 
この規則は、平成25年１月４日から施行する。 

   附 則（平成25年３月25日教委規則第４号） 
この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

   附 則（平成26年３月28日教委規則第10号） 
この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

   附 則（平成27年10月26日教委規則第15号） 
この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成27年11月20日教委規則第17号） 
この規則は、平成28年１月４日から施行する。 

   附 則（平成28年２月26日教委規則第１号） 
この規則は、平成28年３月３日から施行する。 

   附 則（平成30年７月27日教委規則第14号） 
この規則は、平成31年５月７日から施行する。ただし、別表の改

正規定は、平成31年４月１日から施行する。 
附 則（令和２年３月31日教委規則第13号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
 

別表（第２条関係） 
（追加〔平成19年教委規則13号〕、一部改正〔平成20年教
委規則５号・24年14号・26年10号・27年17号・30年14号〕） 

 
○さいたま市図書館協議会規則 
 

平成13年５月１日 
教育委員会規則第29号 

 
最終改正 平成31年3月29日教委規則第9号 

 
（趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市図書館条例（平成13年さい
たま市条例第123号）第25条の規定に基づき、さいたま市図
書館協議会（以下「協議会」という。）の運営に関し必要
な事項を定めるものとする。 
（委員長及び副委員長） 

第２条 協議会に、委員長及び副委員長１人を置き、委員の
互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
３ 副委員長は、委員長に事故があるとき又は欠けたとき

は、その職務を代理する。 
（会議） 

第３条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、委員長
が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができ
ない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の
ときは議長の決するところによる。 

４ 協議会は、必要があると認めるときは、図書館の職員を
会議に出席させることができる。 

（一部改正〔平成19年教委規則13号〕） 
（庶務） 

第４条 協議会の庶務は、中央図書館において処理する。 
（一部改正〔平成19年教委規則13号〕） 

（委任） 
第５条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し

必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。 
 

附 則 
この規則は、平成13年５月１日から施行する。 

附 則（平成19年8月28日教委規則第13号抄） 
(施行期日) 

１ この規則中第１条及び附則第２項の規定は平成19年９月
３日から、第２条及び附則第３項から附則第５項までの規
定は平成19年11月29日から施行する。 

附 則（平成31年3月29日教委規則第９号） 
この規則は、平成31年５月７日から施行する。 

 

拠点図書館 地区図書館及び分館 

東浦和図書館 美園図書館 

大宮西部図書館 桜木図書館 馬宮図書館 さいたま市立
大宮西部図書館三橋分館 

春野図書館 大宮東図書館 七里図書館 片柳図書館

与野図書館 与野南図書館 さいたま市立与野図書館
西分館 

岩槻図書館 岩槻駅東口図書館 岩槻東部図書館 

桜図書館 さいたま市立桜図書館大久保東分館 

北図書館 宮原図書館 

武蔵浦和図書館 南浦和図書館 

８　例規集

さいたま市図書館条例施行規則
さいたま市図書館協議会規則
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●さいたま市図書館協議会の委員公
募実施要綱 

 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、さいたま市図書館条例（平成13年条例第123
号）第25条第２項第４号に規定する委員（以下「市民公募委員」
という。）の公募について、さいたま市附属機関等に関する要綱
（平成13年６月18日制定）及びさいたま市附属機関等の委員公募
実施要領（平成13年６月18日制定）に定めるもののほか、必要な
事項を定めるものとする。 
（委員候補者） 

第２条 市民公募委員の候補者（以下「委員候補者」という。）は、
別に定めるさいたま市図書館協議会委員公募実施要領に基づき、
応募のあった者の中から選考する。 
（選考委員会） 

第３条 委員候補者の選考に関し、さいたま市図書館協議会委員候
補選考委員会（以下「選考委員会」という。）を置く。 

２ 選考委員会は、委員長及び委員で組織することとし、10人以内
とする。 

３ 委員長は、中央図書館長の職にある者をもって充てる。 
４ 委員は、委員長が指定する職にある者をもって充てる。 
５ 選考委員会は委員長が召集し、会議を主宰する。 
（委員候補者の選考） 

第４条 委員候補者の選考は、書類審査、論文、面接選考等の客観
的かつ公正な基準を設定し、行う。 

２ 選考の結果は、応募者全員に通知するものとする。 
 

附 則 
この要綱は、平成13年８月10日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成27年６月16日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成29年７月20日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和元年６月17日から施行する。 

 

●さいたま市子ども読書活動推進会
議設置要綱 
 
（設置） 

第１条 さいたま市における子どもの読書活動を総合的かつ計画
的に推進するため、さいたま市子ども読書活動推進会議（以下「推
進会議」という。）を設置する。 
（所掌事項） 

第２条 推進会議は、さいたま市子ども読書活動推進計画（以下「推
進計画」という。）に関し、次の協議を行うものとする。 
  推進計画の策定に関すること。 
  子どもの読書活動の推進に関すること。 
（組織及び運営） 

第３条 推進会議は、座長、副座長を置き、10人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから、さいたま市教育委員会が委
嘱し、又は任命する。 
  学識経験者 
  ＰＴＡ関係者 
  市民読書活動関係者 
  保育所・幼稚園関係者 
  公募による市民 
  市職員 

３ 座長及び副座長は、委員の互選により、選出するものとする。 
４ 座長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 
５ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を
代理する。 
（任期） 

第４条 委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前委員の残任期
間とする。 
（会議） 

第５条 座長は、推進会議を招集し、議長となる。 
２ 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、そ
の意見を聴き、又は説明を求めることができる。 
（庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、中央図書館資料サービス課において処
理する。 
（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要
な事項は、座長が別に定める。 

 
附 則 

この要綱は、平成17年８月11日から施行する。 
附 則 

この要綱は、平成22年６月11日から施行する。 
附 則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 
附  則 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 
   附 則 
この要綱は、令和２年１月31日から施行する。 
 

●さいたま市子ども読書活動推進会
議委員公募実施要綱 
 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、さいたま市子ども読書活動推進会議（以下「推
進会議」という。）の委員の公募について、必要な事項を定める
ものとする。 
（公募方法） 

第２条 推進会議の委員の公募は、市報及び市ホームページへの募
集記事を掲載することにより行うものとする。 

２ 前項の募集記事には、応募資格、募集人員、任期、その他の所
要の事項を掲載するものとする。 
（職務内容） 

第３条 推進会議の委員の職務内容は、次の協議を行うものとする。 
  さいたま市子ども読書活動推進計画の策定に関すること。 
  子どもの読書活動の推進に関すること。 
（応募資格） 

第４条 推進会議の委員の応募資格は、原則として次のとおりとす
る。 
  本市に居住、在勤、又は在学する20歳以上の者 
  公募委員として本市の付属機関等の委員を２つ以上務めて
いない者 

（募集人員） 
第５条 推進会議の委員の募集人員は、２名とする。 
（任期） 

第６条 推進会議の任期は１年とする。 
（応募方法） 

第７条 推進会議の委員の応募方法は、履歴書及び指定するテーマ
の小論文を提出するものとする。 

 
附 則 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 
 

●さいたま市子ども読書活動推進会
議委員候補選考要綱 
 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、さいたま市教育委員会が公募する、さいたま
市子ども読書活動推進会議（以下「推進会議」という。）委員候
補の選考について、必要な事項を定めるものとする。 
（対象者） 

第２条 推進会議委員候補（以下「委員候補」という。）の選考の
対象となる者は、さいたま市子ども読書活動推進会議の委員公募
実施要綱に基づき、応募のあった者とする。 
（さいたま市子ども読書活動推進会議委員候補選考委員会) 

第３条 委員候補の選考に関し、さいたま市子ども読書活動推進委
員候補選考委員会（以下「選考委員会」という。）を置く。 

２ 選考委員会は、委員長および委員で組織する。 
３ 委員長は、中央図書館長の職にある者をもって充てる。 
４ 委員は、中央図書館長が指名した４名をもって充てる。 
５ 選考委員会は委員長が招集し、会議を主宰する。 
（委員候補の選考） 

第４条 委員候補の選考は、書類、小論文及び面接により総合的に
行う。 

２ 委員長は、選考の結果を、教育長に報告するものとする。 
３ 選考の結果は、応募者全員に通知するものとする。 
 

８　例規集

さいたま市図書館協議会の委員公募実施要綱　さいたま市子ども読書活動推進会議設置要綱

さいたま市子ども読書活動推進会議委員公募実施要綱　さいたま市子ども読書活動推進会議委員候補選考要綱
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附 則 
この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和２年２月28日から施行する。 

 

●さいたま市子ども読書の日を定め

る要綱 

（趣旨） 
第１条 子どもが読書活動を通じて創造力や感性を養い、人生を主
体的に生きていく力を身に付けられるように、「さいたま市子ど
も読書活動推進計画」に基づき、子どもの読書活動の推進を図る
とともに、市民の関心及び理解を深めるため、さいたま市子ども
読書の日を定める。 
（子ども読書の日） 

第２条 さいたま市子ども読書の日は、毎月23日とする。 
（教育委員会の取組） 

第３条 市教育委員会は、子ども読書活動の推進に係る所管課及び
読書活動の関係者と連携、協力し次の事業を行うものとする。 
  家庭、保育所・幼稚園、地域、学校、図書館における読書活
動の推進 

  啓発広報活動の推進 
第４条 この要綱に定めるもののほか、さいたま市子ども読書の日
に関し必要な事項は、別に定める。 

 
附 則 

この要綱は、令和３年４月23日から施行する。 
 

●さいたま市図書館文化施設の利用
に関する要綱 
 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、さいたま市図書館条例（平成13年さいたま市
条例第123号。以下「条例」という。）第15条に規定する文化施設
の利用について、条例、さいたま市図書館条例施行規則（平成13
年さいたま市教育委員会規則第28号。以下「規則」という。）及
びさいたま市教育委員会の管理する公共施設に係るさいたま市
公共施設予約システムの利用に関する規則（平成26年さいたま市
教育委員会規則第17号。以下「システム規則」という。）に定め
るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
（利用団体） 

第２条 条例第16条第２項のこれらに準ずる団体は、次に掲げる要
件を全て満たす団体とする。 
  市内を拠点にして文化的活動を行っていること。 
  構成人数が５人以上であること。 
  構成員の半数以上が市内居住者であること。 
  システム規則第５条第２項の登録の資格に該当しない者

（以下「システム登録資格外利用者」という。）のみで構成
されていないこと。 

 （利用者登録） 
第３条 システム規則第５条第３項の教育委員会が別に定める登
録の要件は、条例第８条第１項各号に掲げる者又は同条第２項に
規定するものとする。 

２ 研究席、研修室及び展示スペースを利用しようとするシステム
登録資格外利用者は、あらかじめ教育委員会（以下「委員会」と
いう。）の登録を受けなければならない。 

３ 前項の場合において、委員会は、システム登録資格外利用者に
対し、必要に応じて旅券その他の身分を証明するものの提示を求
めることができる。 

４ 委員会は、第２項の規定により登録を受けた者に対し、大宮図
書館文化施設利用者登録カード（様式第１号）を交付するものと
する。 

５ システム規則第６条第２項及び第３項の規定は、前項のカード
について、準用する。 

６ 第３項及びシステム規則第５条第６項の身分を証明するもの
の提示については、さいたま市図書館個人貸出業務等実施要領及
びさいたま市図書館団体貸出業務等実施要領における利用者カ
ードの交付申請に係る規定の例による。 

 （優先予約）  
第４条 次に掲げる事業に文化施設を利用しようとする場合にお
いては、規則第13条第４項各号に規定する申請期間前においても、
文化施設の予約ができるものとする。 
  市又は外郭団体が主催又は共催する事業 
  当該事業を所管する課所等及び外郭団体の長（以下「所管課

長等」という。）が公共性及び公益性が高いと認める事業 
  その他委員会が特に認める事業 

２ 前項の場合において、同項第１号及び第２号に掲げる事業につ
いては、所管課長等が予約の依頼を行うものとする。 
（学習支援室の申請） 

第５条 規則第13条第２項の委員会が別に定める期間は、利用しよ
うとする日（以下「利用日」という。）のみとする。 

２ 規則第13条第２項の委員会が別に定める方法は、大宮図書館の
座席管理システムへの入力とする。 

３ 前２項により申請があった場合の利用の許可は、座席番号の発
行により行うものとする。 

 （研究席の予約） 
第６条 研究席の予約は、利用日のうち利用可能な２時間を限度と
する。 

 （研修室の抽選申込み） 
第７条 研修室の抽選の申込みは、条例別表の区分欄に規定する時
間帯を単位として、利用日の属する月のうち６単位を限度とする。 

 （展示スペースの抽選申込み） 
第８条 展示スペースの抽選の申込みは、月曜日から日曜日までの
７日間を単位として、利用日の属する月のうち希望する順に３単
位までを限度とする。この場合において、利用日の属する当該単
位が２月にわたる場合の利用日の属する月は、当該単位の月曜日
の属する月とする。 

２ 前項の抽選において、当選とすることができるのは、１単位の
みとする。 

３ 前項により当選したものは、当選した単位のうちから利用日を
予約するものとする。 

 （申請期間後の特例） 
第９条 研究席、研修室及び展示スペースの申請については、規則
第13条第４項第３号及び第４号に規定する申請期間後において
も申請することができる。ただし、規則第13条に規定するさいた
ま市公共施設予約システムを利用して申請することはできない
ものとする。 

２ 前項の場合において、研究席の利用の許可を受けようとするも
のが当該利用日の別の時間帯で研究席の利用の許可を受けてい
る場合は、当該利用の終了後に限り、利用可能な２時間を限度と
して申請することができる。 
（必要書類の提出） 

第10条 委員会は、文化施設の利用の許可を受けようとするものに
対し、団体の活動規約等活動内容がわかるもの、構成員名簿、事
業計画書等の提出を求めることができる。 

２ 委員会は、文化施設を利用したものに対し、施設の利用報告に
ついて書面での提出を求めることができる。 
（使用料の減免） 

第11条 規則第19条において読み替えて準用する規則第16条に規
定する使用料の減額又は免除をする場合は、第４条第１項第２号
に規定する事業及び条例第16条第２項に規定するものが文化の
振興に寄与する事業に使用する場合とし、割合は100分の100とす
る。 

２ 規則第19条において読み替えて準用する規則第16条の委員会
が別に定める申請書は、文化施設使用料減免申請書（様式第２号）
とする。 

３ 前項の文化施設使用料減免申請書は、文化施設の利用申請書と
同時に提出するものとする。この場合において、委員会は、団体
の活動規約等活動内容がわかるもの、構成員名簿、事業計画書及
び収支計画書の提出を求めることができる。 

 （委任） 
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は中央図書館長
が別に定める。 

 
附 則 

この要綱は、平成31年５月７日から施行する。 
 

●さいたま市図書館資料取扱要領 
 
（趣旨） 

第１条 この要領は、図書館資料（以下「資料」という）の収集、
保存、除籍の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 
（資料の収集） 

第２条 資料の収集については、次のとおりとする。 
  資料収集の基本方針 
ア さいたま市図書館は図書館法（昭和25年法律第118号）の
理念に基づき、市民の文化・教養・調査研究・レクリエーシ
ョン・生活情報等に資するための資料を、幅広く収集する。 

イ さいたま市図書館は、基本的人権の一つである市民の「知
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る自由」を保障し、その生涯にわたる学習を支援する機関で
あることを念頭に置き、そのために役立つ資料を収集する。 

ウ さいたま市図書館は、市民からの多様な資料要求にこたえ
るため、常に社会の動向に注意をはらい、市民の潜在的な要
求にも配慮しながら、自由で公正な資料を収集する。 

エ 資料の収集にあたっては、「図書館の自由に関する宣言」
（日本図書館協会）の精神に基づき、次の点に留意する。ま
た、収集した資料がどのような思想や主張をもっていようと
も、それを図書館および図書館員が支持することを意味する
ものではない。 
(ｱ) 多様な、対立する意見のある問題については、それぞ

れの観点に立つ資料を幅広く収集する。 
(ｲ) 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、そ

の著作を排除することはしない。 
(ｳ) 図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。 
(ｴ) 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自

由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしな
い。 

  収集資料の種類 
ア 一般図書 
イ 児童図書 
ウ 青少年資料 
エ 参考図書 
オ 外国語資料 
カ 逐次刊行物 
キ 官公庁出版物 
ク 地域資料・行政資料 
ケ 障害者用資料 
コ 視聴覚資料 
サ 電子資料 
シ 非定期印刷物 

  収集資料の範囲 
ア 収集する資料は全分野にわたり、基本的なものから専門的
なものまで、幅広く収集する。 

  資料別選択基準 
   資料の種類別選択基準は、次のとおりとする。 

ア 一般図書 
(ｱ) 市民の多様な要望にこたえ、教養を深め、課題の解決

に役立つ資料を幅広い主題分野から選択する。 
(ｲ) 学習参考書・各種問題集等は、原則として選択の対象

としない。 
イ 児童図書 

(ｱ) 読書の喜びや楽しみを発見する読みものを選択する。 
(ｲ) 正しい知識をわかりやすく説明した知識の本を選択す

る。 
(ｳ) 児童の要求や能力に合致し、読書習慣の形成と継続に

役立つ資料を選択する。 
(ｴ) 原作に近いものを中心に選択する。 
(ｵ) 親と子のふれあいに有益な絵本を選択する。 
(ｶ) さいたま市ゆかりの児童書を選択する。 
(ｷ) 学習参考書・各種問題集等は、原則として選択の対象

としない。 
ウ 青少年資料 

(ｱ) 中学生以上の十代の資料要求や理解力に即し、感性や
知性を豊かにする資料を選択する。 

(ｲ) 図書・雑誌・視聴覚資料から幅広く選択する。 
(ｳ) 学習参考書・各種問題集等は、原則として選択の対象

としない。 
エ 参考図書 

(ｱ) 市民の知的欲求や、情報要求を把握して、多角的な資
料構成となるよう選択する。 

(ｲ) 各分野にわたる基本的な参考図書を系統的に選択する。 
(ｳ) 図書・逐次刊行物・電子資料等から幅広く選択する。 

オ 外国語資料 
(ｱ) 多文化サービス充実のために、多様な言語による資料

を適宜選択の対象とする。 
カ 逐次刊行物 

(ｱ)主題ごとのバランスを配慮し、広範な分野から選択する。 
(ｲ)マイクロフィルム化した新聞も選択の対象とする。 

キ 官公庁出版物 
(ｱ) 政府諸機関が発行する資料は、主要なものを選択する。 
(ｲ) 地方公共団体その他公的諸機関が発行する資料は、必

要度の高いものを選択する。 
ク 地域資料・行政資料 

(ｱ) 別途「さいたま市図書館地域資料収集方針」（平成21年
4月1日施行）に定める。 

ケ 障害者用資料 
(ｱ) 図書館利用に支障のある人たちへのサービスのため、

録音資料、大活字本、字幕付き映像資料等、適切な形態
の資料を選択する。 

コ 視聴覚資料 
(ｱ) 広範囲な主題から選択する。 
(ｲ) メディアの特性を生かした音声資料、映像資料を適宜

選択する。 
(ｳ) 選択に当たっては、各種音楽・映像情報を参照する。 

サ 電子資料 
(ｱ) 各種電子資料を適宜選択する。 
(ｲ) コンピュータネットワークを利用した各種データベー

スの活用を図る。 
シ 非定期印刷物 

(ｱ) パンフレットのほか、リーフレットやチラシ等の端物
印刷物も選択の対象とする。 

ス その他 
(ｱ) マンガのうちで、学習まんがやコミックエッセイ等に

ついては、選択の対象とする。 
(ｲ)  フィクションの要素が強く、連続性のあるコミック等

は選択の対象としない。ただし、社会情勢の変化と個々
の作品内容を判断した上で選択の対象とする必要がある
と認められるものについては、この限りでない。 

   資料収集の分担 
収集した資料を市全体で共有し、その有効で効率的な運用

を図るため、中央図書館、拠点図書館、地区図書館で収集の
分担を行う。 
ア 中央図書館においては、全市的な総合サービスの拠点と
して、資料を網羅的に収集する。特に基本図書、専門図書、
参考図書、行政資料は重点を置き充実に努める。 

イ 拠点図書館においては、行政区を中心とした地域住民の
総合的サービスの窓口として、資料を網羅的に収集すると
ともに、地域の特色に応じた分野について、資料収集の分
担を行う。 

ウ 地区図書館においては、その地域住民の最も身近な貸出
しサービスの窓口として、一般図書・児童書・逐次刊行物・
視聴覚資料を中心に、市民生活に役立つ資料を収集する。
また、必要に応じて、資料収集の分担を行う。 

エ 資料収集の分担の詳細については、別に定める。 
  収集資料の選択 
 収集資料の選択は次のとおりとする。 

ア 資料の選択は、見計らい方式による現物選定を中心とし、
中央図書館、拠点図書館および地区図書館の担当職員で構
成する資料選定会議において選択する。 

イ 資料の選択にあたっては、見計い方式だけでなく、各種
出版情報誌、新聞・雑誌等の書評、パンフレット等、あら
ゆる出版情報を参考にして選択するものとする。 

ウ 選択した資料の決定は、中央図書館においては資料サー
ビス課長、その他の館においては拠点図書館長が行う。 

エ 資料選定会議の詳細については、別に定める。 
（資料の保存） 

第３条 資料の保存については、次のとおりとする。 
  資料保存の基本方針 

収集した資料は、市民の将来にわたる利用に備えるとともに、
すぐれた出版文化を継承するため、その保存に努める。保存は
中央図書館で行うものとするが、拠点図書館でも一部保存を分
担するものとする。 

  資料保存の基準は、次のとおりとする。 
ア 各分野の古典として評価されており、将来も利用が予測
されるもの。 

イ 基本的な理論書として評価され、基礎的なデータ・内容が
信頼されるもの。 

ウ 歴史的な内容をもち、保存によって史料的な価値が見込
まれる資料。 

エ 該当分野に類書が少なく、絶版等で買い替えができない
もの。 

オ さいたま市に関係した資料。 
カ 市内で1点だけのもののうち、保存の必要のあるもの。 

  保存分担の詳細については、別に定める。 
  資料保存の基準に関わらず、学習参考書・各種問題集・コミ
ック等について、この要領の施行の日前に購入した資料につ
いては、その保存に努める。 

（資料の除籍） 
第４条 資料の除籍については次のとおりとする。 

  資料除籍の基本方針 
  収集した資料は、その新陳代謝を図り、常に新鮮で魅力のあ
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る蔵書構成を維持し、その適正化を図るため、必要に応じて除
籍を行う。 

  資料除籍の基準は、次のとおりとする。 
ア 汚破損が著しく、補修が困難なもの。 
イ 時間的経過や社会の諸事情の変化によって、資料的価値
が低下し、他に代わるべき資料のあるもの。 

ウ 改版等の出版により、内容・データが更新され、不用と判
断されるもの。 

エ 利用頻度の低下した複本。 
オ 蔵書点検等で不明確認後、一定期間経過したもの。 
カ 災害、その他やむを得ない事由により、回収不可能となっ
たもの。 

キ 貸出資料のうち、督促等を行ったのち、一定期間を経過し
ても回収不可能なもの。 

ク その他、出版事情・蔵書構成・利用の需要および資料の保
存価値等を総合的に判断し、保存する必要が無いと認めら
れるもの。 

  除籍資料の選定 
   除籍資料の選定は、担当職員の合議により行い、中央図書
館においては資料サービス課長、その他の館においては拠点図
書館長が決定する。 

  除籍資料の処分 
ア 資料の処分は除籍手続き終了後行う。 
イ 除籍資料はリサイクル資料として活用する方法で処分す
ることができる。 

（寄贈資料） 
第５条 寄贈資料の取扱については、次のとおりとする。 

  資料の寄贈は、購入資料との関連性を考慮し、必要と認めた
ものを受け入れる。 

   寄贈資料の取扱いについては、この要綱を準用するものと
する。 

（委任） 
第６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、中
央図書館長が別に定める。 

 
    附  則 
１ この要領は、平成22年１月１日から施行する。 
２ さいたま市図書館資料の収集・選択に関する基準（平成14年４
月制定）、さいたま市図書館資料の除籍・保存に関する基準（平
成14年４月制定）は廃止する。 

附  則 
この要領は、平成30年11月１日から施行する。 

 

●さいたま市図書館図書資料収集・保
存分担基準 
 
さいたま市図書館は、「さいたま市図書館資料取扱要領」に基づ

き収集した図書資料について、次のとおり収集分担及び保存分担を
行う。 
１ 収集分担 

さいたま市図書館では、各区の区長マニフェストをふまえ、各
館の規模、地域の特色に応じて次のとおり図書資料の収集分担を
行う。 
地域資料の収集分担については、別途「さいたま市図書館地域

資料収集方針」によるものとする。 
  中央図書館 

さいたま市の中心館として、各分野にわたり網羅的に収集を 
行う。 

次の分野は、特に重点的に収集する。 
ア 参考図書 
イ 各分野の専門図書（他館の分担収集分野は除く） 
ウ 支援サービス 
(ｱ) ビジネス 
(ｲ) 科学技術 
(ｳ) 医療 
(ｴ) 法律 
(ｵ) 外国語 

エ 図書館 
オ さいたま市ゆかりの児童文学 

  拠点図書館 
館の所在する区の区長マニフェスト、及び地域の歴史、特性

等をふまえ、特色ある蔵書構成となるよう、特定のテーマのも
のを重点的に収集する。 
ア 北浦和図書館 
(ｱ) 児童文学研究  

(ｲ) うなぎ……浦和の伝統産業うなぎ関連 
(ｳ) サツマイモ……浦和の紅赤関連 

イ 武蔵浦和図書館 
(ｱ) 家族問題 

ウ 東浦和図書館 
(ｱ) スポーツ……埼玉スタジアム、サッカー関連 

エ 大宮図書館 
(ｱ) 短歌……大西民子の関連 
(ｲ) 神道……氷川神社の関連 

オ 大宮西部図書館 
(ｱ) 交通・運輸……鉄道博物館の関連（旅行、地理、地誌を

含む） 
カ 春野図書館 
(ｱ) 自然保護 

キ 与野図書館 
(ｱ) バラ……中央区の区の花「バラ」の関連 

ク 岩槻図書館 
(ｱ) 日本人形……岩槻人形の関連 

ケ 桜図書館 
(ｱ) 川……荒川の関連 
(ｲ) サクラソウ及び桜 

コ 北図書館 
(ｱ) 芸術……芸術創造・ユーモアスクエアの関連 
(ｲ) 盆栽……盆栽村の関連 

  地区図書館 
さいたま市図書館全体の中に位置づける収集分担は行わな

いが、その設置図書館周辺地区の特色、住民の要望等をふまえ、
独自の収集を行う。 
例）大宮東図書館……隣接武道館の関連で武道 

     馬宮図書館……花 
     桜木図書館……ビジネス街の立地からビジネス 
２ 保存分担 
さいたま市図書館の図書資料は、次のとおり保存分担を行う。 
地域資料の保存分担については、別途「さいたま市図書館地域資

料収集方針」によるものとする。 
  さいたま市図書館が収集した図書資料は、後世に伝える市民
の貴重な文化的財産として保存する。 

  各館ごとの保存分担は、次のとおりとする。 
ア 中央図書館 
(ｱ) 支援サービスに関連して、総記、社会科学、自然科学、

工学、産業、語学、外国語 
(ｲ) 短歌、小説、随筆以外の文学 
(ｳ) 大活字本 
(ｴ) さいたま市ゆかりの児童文学 
(ｵ) 児童図書のうち、他館の保存分担以外のもの 

イ 北浦和図書館 
(ｱ) 収集分担の分野である、児童文学研究、うなぎ、サツマ

イモ 
(ｲ) 児童図書のうち、絵本、小説・随筆 

ウ 東浦和図書館 
(ｱ) 収集分担の分野である、スポーツ 

エ 大宮図書館 
(ｱ) 収集分担の分野である、短歌、神道 
(ｲ) 外国の小説、外国の随筆 

オ 大宮西部図書館 
(ｱ) 収集分担の分野である、交通・運輸、地理 
(ｲ) 中央図書館の補完として、人文科学関係（哲学、歴史） 
(ｳ) 日本の小説、日本の随筆 

カ 岩槻図書館 
(ｱ) 収集分担の分野である、日本人形 
(ｲ) 岩槻城の関連で城郭 

キ 桜図書館 
(ｱ) 収集分担の分野である、川、サクラソウ、桜 

ク 北図書館 
(ｱ) 収集分担の分野である、芸術、盆栽 

３ その他 
この基準に定めるもののほか、図書の収集・保存分担に関する

事項については館長会議で決定する。 
４ 施行期日 

この基準は、平成22年４月１日から施行する。 
 

附 則 
この基準は、平成25年１月４日から施行する。 

附 則 
この基準は、平成29年４月１日から施行する。 
 

８　例規集
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●さいたま市図書館資料選定会議運
営基準 
 
（趣旨） 

第１条 この基準は、「さいたま市図書館資料取扱要領」第2条 の
資料選定会議の詳細について必要な事項を定めるものとする。 
（開催頻度） 

第２条 原則として週に１回、一般書及び児童書の選定会議をそれ
ぞれ開催する。 
（構成） 

第３条 選定会議は、中央図書館、拠点図書館、及び地区図書館の
各館長が指名する担当職員で構成する。 
（協議内容） 

第４条 見計らい用として展示された複数冊の新刊書を確認し、さ
いたま市として必要な資料を検討する。 
  既刊書についても、必要に応じ見計らい用に現物を用意して
選定する。 

  社会情勢の変化と利用者ニーズの多様化に対応するよう努
める。 

２  予算を効果的に投入し多くのタイトルを提供するため、さい
たま市として必要な冊数を調整する。 
  購入する一般書の１タイトルあたりの最大冊数は、さいたま
市図書館全館が複本を購入した場合の冊数を上限とする。上限
を超える複本は中央図書館の所蔵とする。 

３ 調整の結果、さいたま市として複本が必要な場合は見計らい用
の複本を用い、不足を発注する。 

４ 各種出版情報誌、新聞・雑誌等の掲載情報、内容見本等、さま
ざまな出版情報の確認を行う。 

５ 所蔵資料の保存・移管の手続きについて調整することができる。 
（事務処理） 

第５条 発注処理は分館を除く各図書館の担当者が行うが、発注デ
ータの送受信に係る作業は資料サービス課が行うこととする。 

２ 選書選定発注に関する業務量の削減に努めることとする。 
３ 会議の記録は資料サービス課が作成する。 
 

附 則 
この基準は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 
この基準は、平成30年11月１日から施行する。 

 

●さいたま市図書館地域資料収集方針 
 
この方針は、「さいたま市図書館図書資料収集・保存分担基準」

に準拠して、市民の地域情報の要求に応え、また地域資料を次世代
へ継承すべき地域固有の資料として、収集・活用・保存するために
必要な事項を定めるものとする。 
 
１ 地域資料の定義 

・さいたま市図書館では、地域で発生するあらゆる資料を「地域
資料」として扱う。行政資料、郷土の歴史・民俗資料、生活情
報などである。 

２ 収集 
２－１ 収集範囲 

・下記の資料は積極的に収集する。 
  さいたま市に関する内容の資料 
  さいたま市出身者・在住者の著作及び人物に関する資料 
  埼玉県及び県内市町村に関する資料 

２－２ 収集対象 
・刊行物を主とし、録音資料・映像資料・電子資料等、必要に応
じて収集する。 

２－３ 収集方法 
・市販される資料は極力購入に努める。 
・さいたま市の行政機関・教育機関が発行した資料は、各機関に
対し発行後速やかに寄贈を依頼する。また図書館としても積極
的に収集に努める。 

・市民、団体からの寄贈資料についても積極的に収集する。 
・入手できない資料は著作権法等に配慮した上で、可能なら複写
で入手する。 

２－４ 収集分担 
・中央図書館は、さいたま市全域及び埼玉県・県内市町村に関す
る資料を収集する。 

・さいたま市の各区・各地域については収集の責任分担を決める。 
２－４－１ 各区の資料 

・収集分担館は、次の通り定める。便宜上、区役所と連絡のよい

館を担当館とする。 
西区：馬宮図書館 
北区：北図書館 
大宮区：大宮図書館 
見沼区：大宮東図書館 
中央区：与野図書館 
桜区：桜図書館 
浦和区：北浦和図書館 
南区：武蔵浦和図書館 
緑区：東浦和図書館 
岩槻区：岩槻図書館 

２－４－２ 各地域の資料 
・収集分担館は、次の通り定める。 
浦和：北浦和図書館 
大宮：大宮図書館 
与野：与野図書館 
岩槻：岩槻図書館 

２－５ 収集部数 
・さいたま市の発行物は、７部以上収集する。 
・分配の優先順位と部数は次のとおりとする。ただし、特定地域
に関連した内容の資料や部数が少ない資料は、利用が見込まれ
る館や収集分担館と調整して配付部数を決定する。 
１．中央図書館 （３部） 
２．北浦和図書館（１部） 

大宮図書館 （１部） 
与野図書館 （１部） 
岩槻図書館 （１部） 

３．その他の拠点館（各１部） 
４．地区館（各１部） 
５．分館（各１部） 

３ 貸出用資料と館内用資料の扱い 
・貸出できる資料を増やすよう努める。 
・中央図書館・北浦和図書館・大宮図書館・与野図書館・岩槻図
書館の５館は、収集分担に従って館内用資料を充実させ、詳細
な調査への対応や他館のバックアップを行う。 

・原則として館内用資料の市内他館からの取り寄せには応じな
い。 
貸出用のものは相互貸借の対象とする。館内用は対象としない。 

４ 保存分担 
・保存分担館は、次の通り定める。 
さいたま市全域及び浦和：中央図書館 
大宮：大宮図書館 
与野：与野図書館 
岩槻：岩槻図書館 

・なお、大宮図書館・与野図書館・岩槻図書館での保存が難しい
場合は、中央図書館へ移管することができる。 

・埼玉県・県内市町村についての資料は、県立図書館の所蔵状況
や、各館の隣接する市町村などについて考慮し、必要な館で保
存するものとする。 

５ 移管 
・保存分担館以外の館で除架したり、または未整理の状態となっ
ている資料については、他館に移管し効率的な運用を図る。 

６ 他機関との連携 
・情報の収集・発信、レファレンスにおいては、他機関とも積極
的に連携する。 

 
附 則 

この方針は、平成21年４月１日から施行する。 
附 則 

この方針は、平成25年１月４日から施行する。 
附 則 

この方針は、平成29年４月１日から施行する。 
附 則 

この方針は、令和元年７月１日から施行する。 
 

●大宮図書館文学資料の収集及び取
扱い要領 
 
（趣旨） 

第１条 この要領は、大宮図書館文学資料コーナー（以下「文学資
料コーナー」という。）において、大西民子氏及びさいたま市ゆ
かりの文学者に関する資料（以下「文学資料」という。）を収集、
保存するとともに、文学資料の調査研究の推進、展示及び普及活
動を行うため、文学資料の収集及び取扱い方法について必要な事
項を定めるものとする。 

８　例規集

さいたま市図書館資料選定会議運営基準  さいたま市図書館地域資料収集方針
大宮図書館文学資料の収集及び取扱い要領
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（資料の収集） 
第２条 大宮図書館は、次の各号に掲げる文学資料について収集を
行うものとする。 
  大西民子氏の著作物及び関連資料 
・本人著作物、没後掲載刊行物、作品研究、評論、伝記、引用
資料等 

  さいたま市ゆかりの文学者の著作物及び関連資料  
・さいたま市出身、在住又は長期滞在した文学者 

  さいたま市にゆかりがある内容の文学資料 
・さいたま市を舞台にした作品等 

  さいたま市民著作の文学資料 
  さいたま市内で発行の文学結社誌、同人誌等 
 ・主宰者、同人等がさいたま市内在住 
  現代短歌新人賞受賞作品及び関係資料 
  短歌関係資料（収集保存分担の関係。さいたま市とゆかりが
ないものも含む。） 

  全国の文学館又は文学関係記念室で発行した館報、研究誌、
図録等。 

  その他、さいたま市教育委員会（以下「委員会」という。）
が必要と認めるもの。 

（文学資料収蔵庫での保管） 
第３条 文学資料のうち、次の各号に掲げる代替性のない貴重な資
料については、資料の劣化及び損傷を防止するため、温湿度の調
整管理が可能な文学資料収蔵庫に適切な方法により保管するも
のとする。 
  図書、雑誌等の刊行物のうち展示に資する資料 
  自筆原稿、ノート、メモ、日記、書簡、色紙、短冊等の直筆
資料 

  写真、映像、録音資料等の特殊資料 
  筆記具、日用品等の遺品 
  その他、委員会が必要と認めるもの 
（資料の装備） 

第４条 第２条に規定する資料は、「さいたま市図書資料整理仕様
規程」に基づき装備するものとする。 

２ 第３条に規定する資料は、図書の函や栞などの散逸防止に配慮
するとともに、初期の状態を維持、保存して調査研究、展示及び
普及活動に供するため、前項に基づく装備は行わず、資料が劣化
及び損傷しない方法で管理するものとする。 
（資料の寄贈） 

第５条 さいたま市図書館条例施行規則第17条の規定により寄贈
を受けた資料は、内容、形態及び状態等に応じて、文学資料コー
ナー又は文学資料収蔵庫等に受入れることができる。 
（文学資料収蔵庫資料の特別利用） 

第６条 文学資料収蔵庫の資料(以下「収蔵庫資料」という。)を学
術上の調査研究のために閲覧、複写、撮影又は出版物への掲載等
（以下「特別利用」という。）をしようとするものは、あらかじ
め文学資料収蔵庫資料特別利用許可申請書(様式第１号)により
委員会に申請し、文学資料収蔵庫資料特別利用許可書(様式第２
号)の交付を受けなければならない。 

２ 委員会は、保管上特別利用に供することが望ましくない資料の
利用を制限することができる。 

３ 閲覧、複写及び撮影等は、図書館内の所定の場所で、図書館職
員の立会いのもとで行うものとする。 

４ デジタル化等により二次資料が作成されている場合は、原則二
次資料によって行うものとする。 

５ 著作権者等の許諾が必要な資料を特別利用しようとするもの
は、あわせて著作権者等の許諾書を提出しなければならない。 

６ 前各項に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた場合は別に
制限及び条件を付すことができる。 
（文学資料収蔵庫資料の館外利用） 

第７条 文学館、その他委員会が適当と認めるものは、収蔵庫資料
を館外で利用することができる。 

２ 収蔵庫資料を館外で利用しようとするものは、文学資料収蔵庫
資料館外利用許可申請書(様式第３号)を委員会に提出し、文学資
料収蔵庫資料館外利用許可書(様式第４号)の交付を受けなけれ
ばならない。 

３ 前項の規定により館外利用しようとするものは、次の各号の条
件を満たさなければならない。 
  収蔵庫資料を防災、防犯など安全かつ適切な環境で保管す
ることができること。 

  展示室の空調、照明など収蔵庫資料の保護に配慮した展示
環境を備えていること。 

  収蔵庫資料を適切に取り扱うことができる学芸員、もしく
は同等の専門的知識を持つ職員を配置していること。 

  著作権者等の許諾が必要な場合は許諾を得ていること。 
４ 収蔵庫資料の館外利用期間は、30日以内とする。ただし、委員

会が特に必要があると認めるときは、これを延長することができ
る。 

５ 委員会は、必要があるときは、館外利用期間中であっても資料
の返還を求めることができる。 

６ 前各項に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた場合は別に
制限及び条件を付すことができる。 
（委任） 

第８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、中
央図書館長が別に定める。 

 
附 則 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 
 

●さいたま市図書館における電子書
籍の利用に関する要領 
 
（趣旨） 

第１条 この要領は、さいたま市図書館条例施行規則（平成13年さ
いたま市教育委員会規則第28号）第11条の規定に基づき、さいた
ま市図書館が行う電子書籍の利用に関して、必要な事項を定める
ものとする。 
（対象者） 

第２条 電子書籍を利用できる者は、個人利用者カード（個人貸出
しを受けようとする者が交付を受けるさいたま市図書館条例（平
成13年さいたま市条例第123号）第９条の利用者カードをいう。）
の交付を受けた者とする。 
（利用点数及び期間） 

第３条 電子書籍を利用できる点数は１人３点以内とし、利用期間
は14日以内とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該電子書籍に他の利用者の予約が
ない場合で、かつ、前項の期間内に延長の申出があった場合に限
り、１回のみ利用期間の延長をすることができる。この場合にお
いて、延長の期間は、延長の申出があった日の翌日から起算して
14日以内とする。 
（予約の点数及び取り置き期間） 

第４条 利用を希望する電子書籍が他の利用者により利用されて
いる場合は、予約を申し込むことができるものとする。この場合
において、予約の申込みができる点数は１人３点以内とし、取り
置き期間は、利用可能となった日の翌日から起算して７日以内と
する。 
（委任） 

第５条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
この要領は、平成28年３月３日から施行する。 

 

●さいたま市図書館県外図書館協力
貸出取扱基準 
 
１ 趣旨 

この要領は、図書館法第３条第４項の相互貸借（以下「協力貸
出」という。）の規定に基づき、さいたま市図書館（以下「当館」
という。）が所蔵する資料を県外図書館（以下「借受館」という。）
に対して貸出する（以下「協力貸出」という。）際に必要な事項
を定めるものとする。 

２ 協力貸出資料 
協力貸出資料は、当館の所蔵する個人貸出を対象とした資料と

する。ただし、次の資料を除く。 
  借受館で容易に入手できる資料 
  借受館の属する都道府県内図書館等が所蔵する資料 
  館内利用としている資料 
  破損・散逸しやすい資料 
  形態上、送付が困難な資料 
  逐次刊行物 
  視聴覚資料 
  その他、当館が貸出を不適当と認めた資料 

３ 貸出冊数 
貸出冊数は、借受館１館につき未返却資料を含めて10冊以内と

する。ただし、図書館長が必要と認めた場合は、貸出冊数を増加
することができる。 

４ 貸出期間 
貸出期間は、送付に要する日数を含めて30日以内とする。ただ

し、当館が業務上必要と認めた場合は、貸出期間中にかかわらず、

８　例規集

大宮図書館文学資料の収集及び取扱い要領　さいたま市図書館における電子書籍の利用に関する要領
さいたま市図書館県外図書館協力貸出取扱基準
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資料の返却を求めることができる。 
５ 資料貸借の手続き 

資料貸借の手続きは、次のとおりとする。 
  借受館は、電子メールで、資料借受申込書を当館が指定する
メールアドレスに送信して申し込む。 

  当館は、指定する送付方法により、資料貸出通知書を添えて
当該資料を借受館に送付する。 

  借受館は、当館が指定する送付方法により、返却通知書を添
えて資料を返却するものとする。 

６ 経費の負担 
資料の貸出・返却に要する経費は、借受館の負担とする。 

７ 協力貸出資料の利用 
協力貸出による資料の利用は、当館がその取扱および運用上の

条件を指定する場合を除き、借受館の利用規則を適用するものと
する。 

８ 借受館の責任 
借受館は、協力貸出資料を受領してから返却するまでの間、一

切の責任を負う。借受資料を亡失、汚損もしくは破損した場合は、
さいたま市図書館条例の定めるところにより、その損害を賠償す
るものとする。 

９ その他 
この要領に定めのない事項については、「公共図書館間資料相

互貸借指針」（平成11年６月23日全国公共図書館協議会総会決議）
を準用するほか、当館と借受館の相互において協議するものとす
る。 

10 この要領は、平成22年４月１日から施行する。 
 

●さいたま市図書館個人貸出業務等
実施要領 
 

第１章 総則 
（趣旨） 

第１条 この要領は、図書館資料（以下「資料」という。）の貸出し
の手続、貸出しの期間、弁償及び貸出しの停止等に関し、さいた
ま市図書館条例（平成13年さいたま市条例第123号。以下「条例」
という。）及びさいたま市図書館条例施行規則（平成13年さいた
ま市教育委員会規則第28号。以下「規則」という。）で定めるも
ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 
第２章 登録 

（利用者カードの交付申請） 
第２条 条例第９条の利用者カードは、次の各号に掲げる場合に応
じ、当該各号に定めるとおりとする。 
  図書館（配本所を除く。）における貸出しの場合 図書館利用
者カード 

  配本所における貸出しの場合 配本所図書利用券 
２ 規則第７条の規定により利用者カードの交付の申請をする者
（以下「申請者」という。）は、貸出登録申請書に、次の各号に
掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を提示して教育委員会
（以下「委員会」という。）に申請をしなければならない。 
   市内又は広域利用に関する協定書を締結している市若し
くは町に居住している場合 本人及び本人の居住地を確認で
きる書類（以下「本人確認書類」という。）として、次に掲げ
るいずれかの書類 
ア マイナンバーカード 
イ マイナンバーの記載されていない住民票の写し 
ウ 運転免許証 
エ 健康保険証 
オ 公共機関発行の証明書、手帳等 
カ 本人名義の公共料金領収書 
キ 学生証（生徒手帳を含む。次号において同じ。） 
ク その他委員会が本人確認書類と認めるもの 

  市内に通勤又は通学している場合（前号に該当する場合を
除く。） 通勤又は通学場所を確認できる書類として、次に掲げ
るいずれかの書類及び前号の本人確認書類 
ア 社員証 
イ 学生証 
ウ その他委員会が通勤又は通学場所を確認できる書類と認
めるもの 

３ 前項第２号の規定にかかわらず、市内に通勤する者が同号ア又
はウの書類を提示することができない場合は、貸出登録申請書に
勤務先名、勤務先所在地及び勤務先の電話番号を記入することで
当該書類に代えることができるものとする。 

４ 第２項の規定にかかわらず、満12歳に達した日の属する学年の
終わりまでの者（次条において「児童」という。）は、貸出登録

申請書に、氏名、住所及び学校名等が記載された名札等（学校等
が発行したものに限る。）を提示して申請をすることができるも
のとする。 

５ 前項の規定は保育を行う施設に常時通う児童について準用す
る。 
（利用者カードの交付申請の代行） 

第３条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により前条第
２項第１号に該当する申請者が貸出登録申請書の記入又は提出
ができない場合は、次の各号に掲げる成年者は、貸出登録申請書
に、申請者の本人確認書類及び当該各号に定める書類を提示して、
前条第２項の申請を代行することができるものとする。 
  同居の家族である成年者 当該成年者の本人確認書類 
  その他の成年者 
ア 当該成年者の本人確認書類（福祉施設等の職員については、
施設が発行した書類等に代えることができるものとする。） 

イ 代行確認票 
（利用者カードの交付） 

第４条 委員会は、貸出登録申請書の提出及び第２条又は前条に規
定する書類の提示があったときは、これを審査し、適当と認めた
ときは、１人につき１枚の利用者カードを交付するものとする。 
（更新の申請） 

第５条 第２条第２項から第５項までの規定は、利用者カードの交
付を受けた者（以下「登録者」という。）が行う規則第８条第２
項に規定する利用者カードの有効期限の更新の申請について準
用する。この場合において、第２条第２項及び第４項中「貸出登
録申請書」とあるのは「利用者カード」と、同条第３項中「貸出
登録申請書」とあるのは「資料貸出申込書」と読み替えるものと
する。 
（更新の申請の代行） 

第６条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により登録者
が前条の申請をすることができない場合の当該申請の代行につ
いては、第３条の規定を準用する。この場合において、「申請者」
とあるのは「登録者」と、「貸出登録申請書」とあるのは「当該
登録者の利用者カード」と読み替えるものとする。 
（利用者カードの再交付申請） 

第７条 第２条第２項から第５項までの規定は、利用者カードの再
交付の申請について準用する。 
（利用者カードの再交付申請の代行） 

第８条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により登録者
が前条の申請をすることができない場合の当該申請の代行につ
いては、第３条の規定を準用する。この場合において、「申請者」
とあるのは「登録者」と読み替えるものとする。 
（利用者カードの再交付） 

第９条 第４条の規定は、利用者カードの再交付について準用する。 
（記載事項の変更の届出） 

第10条 第２条第２項から第５項までの規定は、規則第９条に規定
する記載事項の変更の届出について準用する。この場合において、
第２条第２項及び第４項中「申請を」とあるのは「届出を」と読
み替えるものとする。 
（記載事項の変更の届出の代行） 

第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により登録者
が前条の届出をすることができない場合の当該届出の代行につ
いては、第３条の規定を準用する。この場合において、「申請者」
とあるのは「登録者」と、「貸出登録申請書」とあるのは「当該
登録者の利用者カード」と読み替えるものとする。 
（利用者カードの返納） 

第12条 登録者は、条例第８条に規定する利用の資格を喪失したと
き又は必要としなくなったときは、遅滞なく利用者カードを委員
会に返納しなければならない。 

 
第３章 貸出し手続 

（資料の貸出しの手続） 
第13条 登録者は、資料の貸出しを受けようとするときは、当該登
録者の利用者カードを係員又は自動貸出機に提示しなければな
らない。 

２ 前項の利用者カードを持参しない登録者が資料の貸出しを受
けようとするときは、資料貸出申込書を委員会に提出しなければ
ならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、登録者以外の者が当該登録者の利
用者カードを提示し、かつ、資料の貸出しについて当該登録者の
依頼を受けていることが確認できる場合は、当該登録者以外の者
が当該登録者に代わり資料の貸出しを受けることができるもの
とする。 
（貸出期限票の交付） 

第14条 資料の貸出しを受けた者（以下「貸出利用者」という。）
に対し貸出期限票を交付し、貸出しを受けた資料名、返却期限日
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等を通知するものとする。 
（貸出しを禁止する資料） 

第15条 次に掲げる資料は、貸出しをしない。 
  貴重資料及び特別資料 
  館内利用資料 
  その他委員会が館外貸出しを不適当と認める資料 

２ 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めると
きは、閉館の30分前から次の開館時間までに限り貸し出すことが
できるものとする。 
（資料の予約） 

第16条 資料の予約の申込みができる点数は、すべての図書館、移
動図書館及び配本所の窓口、電話、ファクシミリ、館内利用者用
検索端末並びにホームページによる予約を合わせて登録者１人
につき30点までとする。 

２ 図書館、移動図書館及び配本所の窓口において資料の予約を申
込みしようとする登録者は、リクエスト（予約）申込書又は視聴
覚資料専用予約申込書を委員会に提出するものとする。 

３ 未所蔵図書の利用を希望する場合は、購入又は市外図書館等か
らの借用をリクエストすることができる。ただし、さいたま市内
に住所を有しない者は未所蔵図書のリクエストをすることがで
きない。 
（予約資料の取り置き期間） 

第17条 予約を申し込んだ資料（以下「予約資料」という。）の取
り置き期間は、予約資料の貸出しが可能になったことを伝えるた
めに、予約を申し込んだ登録者（以下「予約申込者」という。）
若しくはその家族に連絡した日、留守番電話に伝言を残した日、
メールによる通知をした日又は予約資料到着連絡はがきを郵送
した日の翌日から起算して10日間（休館日を除く。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、予約申込者の申出により、当該予約
資料が他の登録者の予約の有する資料（第20条第１項及び第２１
条第１項において「予約待ち資料」という。）に該当しない場合
は、取り置き期間を５日間（休館日を除く。）延長することがで
きるものとする。 
（予約資料の受取館の変更） 

第18条 予約申込者は、さいたま市外の図書館から貸出しを受けた
資料（第20条第１項及び第21条第１項において「相互貸借資料」
という。）を除く予約資料を受け取る図書館を変更しようとする
ときは、図書館の窓口（以下「図書館窓口」という。）、電話、フ
ァクシミリ、館内利用者用検索端末又はホームページで変更の手
続をしなければならない。 

２ 前条の取り置き期間が発生した資料の受取り館変更は１回の
みとする。 
（予約資料の貸出しの制限） 

第19条 第13条の規定は、予約資料の貸出しについて準用する。 
２ 前項の規定にかかわらず、登録者の家族の者が当該登録者の家
族の者の利用者カードを提示し、かつ、資料の貸出しについて当
該登録者の依頼を受けていることが確認できる場合は、当該登録
者の家族の者が登録者に代わり資料の貸出しを受けることがで
きるものとする。 
（貸出期間の延長） 

第20条 規則第10条第１項の規定にかかわらず、貸出しを受けた資
料が予約待ち資料又は相互貸借資料に該当しない場合で、かつ、
貸出期間内又は返却期限日の翌日から起算して１４日以内に貸
出利用者が図書館窓口、電話、館内利用者用検索端末又はホーム
ページで貸出期間の延長の手続をしたときは、次の各号に掲げる
場合に応じ、当該各号に定める期間について延長をすることがで
きるものとする。 
  延長を受けようとする日（以下「受付日」という。）が返却
期限日以前の場合 受付日の翌日から起算して14日以内の期
間 

  受付日が返却期限日の翌日以降の場合 14日から超過した
日数を減じた日数以内の期間 

２ 前項の規定による期間の末日が条例第６条に規定する休館日
に当たるときは、順次これを繰り下げるものとする。 

３ 貸出利用者は、図書館窓口において第１項に規定する貸出期間
の延長を受けようとするときは、当該貸出利用者の利用者カード
を提示し、延長の手続を受けなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、貸出利用者以外の者が当該貸出利用
者の利用者カードを提示し、かつ、資料の貸出期間の延長につい
て当該貸出利用者の依頼を受けていることが確認できる場合は、
延長の手続を受けることができるものとする。 
（資料の再貸出しの手続） 

第21条 借り受けた資料を貸出期間後も引き続き借り受けようと
するときは、前条の貸出期間の延長によるもののほか、当該資料
が予約待ち資料又は相互貸借資料に該当しない場合で、かつ、直
接、図書館窓口に申し出た場合に限り、再度の貸出し（以下「再

貸出し」という。）をすることができるものとする。 
２ 再貸出しの期間は、再貸出しを受けようとする日の翌日から起
算して14日間とする。 

３ 前項の期間の末日が条例第６条に規定する休館日に当たると
きは、順次これを繰り下げるものとする。 

４ 貸出利用者は、再貸出しを受けようとするときは、図書館窓口
において利用者カード及び再貸出しを受けようとする資料を提
示し、再貸出しの手続を受けなければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、貸出利用者以外の者が再貸出しを受
けようとする貸出利用者の利用者カード及び再貸出しを受けよ
うとする資料を提示し、かつ、再貸出しについて当該貸出利用者
の依頼を受けていることが確認できる場合は、再貸出しの手続を
受けることができるものとする。 

 
第４章 移動図書館及び配本所 

（移動図書館等） 
第22条 市民の読書活動を推進するため、移動図書館及び配本所に
よる資料の貸出し等を行なうものとする。 

２ 移動図書館の巡回場所及び日時並びに配本所の場所及び開室
日時は、別に定める。 
（貸出しの点数） 

第23条 すべての移動図書館及び配本所で同時に借り受けられる
資料は、１人10点以内とする。 
（貸出しの期間） 

第24条 移動図書館又は配本所から貸出しを受けた資料の貸出し
期間は、14日以内とする。ただし、雨天等により貸出しの期間内
に巡回ができないとき又は都合により臨時に配本所を閉室した
ときは、次回の巡回日又は開室日までとする。 
（適用除外） 

第25条 移動図書館及び配本所を利用する場合は、第17条から第21
条まで（第19条を除く。）の規定は適用しない。 

 
第５章 弁償 

（保護者等の責務） 
第26条 未成年者又は死亡した者に対する条例第11条第２項に規
定する責め又は条例第12条２項に規定する弁償の義務は、当該未
成年者に対して親権を行なう者（以下「保護者」という。）又は
当該死亡した者の財産を受け継ぐ者（第27条第２項及び第29条第
１号において「相続人」という。）が負うものとする。 
（資料の弁償） 

第27条 条例第12条第１項の規定により資料の弁償となる場合は、
次の各号のいずれかに該当する場合とする。 
  汚損又は破損により利用に耐えられないと判断された場合 
  資料を紛失した場合 
  その他委員会が弁償と判断する場合 

２ 前項の規定により弁償となる場合は、弁償となる資料（次項及
び第４項において「弁償資料」という。）を記載した弁償依頼書
を利用者、保護者又は相続人（以下「弁償対象者」という。）に
交付するものとする。 

３ 弁償資料を受領した場合は、受取書を弁償対象者に交付するも
のとする。 

４ 前項に規定する受取書の交付を受けた者が、第１項第１号に該
当する場合に弁償資料の受取りを希望するときは、当該資料を譲
渡することができるものとする。 
（資料の弁償の免除） 

第28条 条例第12条第２項の規定にかかわらず、貸出利用者が貸出
しを受けた資料が、次の各号のいずれかに該当する場合は、資料
の弁償を免除することができるものとする。 
  天災等の不可抗力により資料を滅失した場合 
  火災又は盗難により資料を滅失した場合 
  その他委員会が正当な理由があると認める場合 

２ 弁償対象者は、前項第２号に規定する理由により資料の弁償の
免除を受けようとするときは、図書館資料弁償免除願を委員会に
提出しなければならない。 

 
第６章 督促 

（督促の対象者） 
第29条 督促は、次のいずれかに該当する者に対して行なうものと
する。 
  返却期限日を経過しても返納しない貸出利用者又は当該貸
出利用者の保護者若しくは相続人（以下「返納対象者」とい
う。） 

  弁償依頼書の交付を受けた日から30日を経過しても受取書
の交付を受けていない弁償対象者 

（督促の方法） 
第30条 督促は、電子メール、郵便並びに電話、訪問、図書館窓口
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又は移動図書館において口頭により行なうものとする。 
２ 返納対象者又は弁償対象者の住所、電話番号等が不明で前項の
督促をすることが困難である場合は、住所、電話番号等が明らか
になるまでの間、督促を中断するものとする。 

３ 返納対象者又は弁償対象者の所在が不明の場合は住民票等に
より調査するものとする。 

 
第７章 貸出停止等 

（貸出停止等の基準） 
第31条 規則第12条の規定による貸出しの停止（第16条から第21条
までに規定する手続の停止を含む。以下「貸出停止等」という。）
は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に対して
行う。 
  登録者から利用者カードを譲渡又は貸与された者(以下こ
の号において「被譲渡者」という。)が当該利用者カードによ
り資料の貸出しを受けた場合 当該登録者及び当該被譲渡 

  利用者カードを不正な手段により取得した者（以下この号
において「不正取得者」という。）が当該利用者カードにより
資料の貸出しを受けた場合 当該不正取得者 

  前２条に規定する督促をしても返納対象者が返納に応じず、
返却期限日から一定の期間を経過した場合 当該返納対象者 

  前２条に規定する督促をしても弁償対象者が弁償に応じず、
弁償依頼書の交付を受けた日から一定の期間を経過しても受
取書の交付を受けていない場合 当該弁償対象者 

２ 前項の規定により貸出停止等となる期間は、別に定める。 
（貸出停止者の予約資料） 

第32条 貸出停止等となった者（以下この条及び次条において「貸
出停止者」という。）の予約資料は、当該貸出停止者が貸出停止
等を解除されない限り第19条の規定による貸出しを受けること
はできないものとする。 
（貸出停止等の解除） 

第33条 貸出停止者が次のいずれかに該当するときは、貸出停止等
を解除するものとする。 
  貸出停止等となった期間を満了したとき。 
  返却期限日を経過したすべての資料の返納に応じたとき。 
  弁償依頼書の交付を受けたすべての資料の受取書の交付を
受けたとき。 

  第28条第１項各号に規定する資料の弁償の免除に該当する
と認めたとき。 

  その他委員会が正当な理由があると認めたとき。 
 

第８章 補則 
（委任） 

第34条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この要領は、平成22年４月１日から施行する。ただし、第31条
第１項第３号及び第４号の規定は、平成22年６月15日から施行す
る。 
（さいたま市図書館資料の貸出停止に係る要綱の廃止） 

２ さいたま市図書館資料の貸出停止に係る要綱は、廃止する。 
附 則 

この要領は、平成28年３月３日から施行する。 
附 則 

この要領は、平成29年７月１日から施行する。 
附 則 

この要領は、令和元年５月７日から施行する。 
附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 
 

●さいたま市図書館資料有料宅配実
施要領 
 
（趣旨） 

第１条 この要領は、図書館サービスの充実を図るため、さいたま
市図書館（以下「図書館」という。）に来館して利用することが
困難な者に対して、図書館資料を利用者負担の宅配で貸出しする
こと（以下「資料有料宅配」という。）について必要な事項を定
めるものとする。 
（対象者） 

第２条 資料有料宅配を利用することができる者は、図書館の利用
者カードの交付を受けた者とする。 
（実施図書館） 

第３条 資料有料宅配を発送できる図書館は、中央図書館、北浦和

図書館、東浦和図書館、大宮図書館、大宮西部図書館、春野図書
館、与野図書館、岩槻図書館、桜図書館、北図書館、武蔵浦和図
書館とする。 
（宅配資料） 

第４条 宅配できる資料は、図書館の所蔵する貸出しを制限してい
ない図書、雑誌、紙芝居及び視聴覚資料とする。 
（利用申込み） 

第５条 資料有料宅配を利用しようとする者は、電話で図書館に申
し込みをするものとする。 
（利用期間） 

第６条 利用期間は配送に要する期間を含め21日以内とする。 
（発送） 

第７条 資料有料宅配の申し込みを受けた資料は、特段の理由がな
い限り日本郵便株式会社のゆうパックを用いて発送するものと
する。また、発送後のキャンセルはできない。 
（送付先） 

第８条 資料有料宅配の送付先は、利用者の登録住所とする。 
（発送経費） 

第９条 資料有料宅配に要する送料は資料有料宅配利用者の負担
とする。 
（返却及び返送経費） 

第10条 資料有料宅配を受けた資料については、ゆうパック、宅配
便又は来館、ブックポスト等により返却するものとし、返送に要
する送料は資料有料宅配利用者の負担とする。 
（委任） 

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は中央図書館長
が別に定める。 

 
附 則 

この要領は、令和２年５月１５日から施行する。 
 

●さいたま市図書館団体貸出業務等
実施要領 
 
目次 
第１章 総則（第１条－第２条） 
第２章 登録（第３条－第１０条） 
第３章 貸出しの手続き（第１１条－第１７条） 
第４章 弁償（第１８条－第２０条） 
第５章 督促（第２１条－第２２条） 
第６章 貸出停止等（第２３条－第２５条） 
第７章 補足（第２６条） 
 
   第１章 総則 
 （趣旨） 
第１条 この要領は、図書館資料（以下「資料」という。）の団体
貸出し（学校図書館資源共有ネットワーク便利用校への貸出しを
除く。以下同じ。）に関し、さいたま市図書館条例（平成１３年
さいたま市条例第１２３号。以下「条例」という。）及びさいた
ま市図書館条例施行規則（平成１３年さいたま市教育委員会規則
第２８号。以下「規則」という。）で定めるもののほか、必要な
事項を定めるものとする。 

（団体貸出しの目的） 
第２条 条例第８条第２項の規定により市内の機関又は団体(以下
「団体等」という。)に団体貸出しをしようとする場合は、その
貸出しの目的が、市内における読書活動の振興、福祉活動の支援、
又は行政・教育機関に対する支援でなければならない。 

 
第２章 登録 

 （団体利用者カード） 
第３条 団体貸出しを受けようとする団体等が条例第９条の規定
により交付を受ける利用者カードは、団体利用者カードとする。    

 （団体利用者カードの交付申請） 
第４条 規則第７条の規定により団体利用者カードの交付を受け
ようとする団体等は、団体貸出登録申請書に次の各号に掲げる書
類を添えて市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなけ
ればならない。 
  規約、パンフレットその他団体等の活動場所及び活動内容
を確認することができる書類 

  さいたま市図書館個人貸出業務等実施要領（平成２２年４
月１日決裁）第２条第２項第１号に掲げる申請者の本人確認
ができるいずれかの書類 

  (団体利用者カードの交付) 
第５条 委員会は、前条の規定による申請があった場合、これを審
査し、適当と認めたときは、１団体等につき１枚の団体利用者カ
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ードを交付するものとする。 
（団体利用者カードの有効期限の更新） 

第６条 団体利用者カードの交付を受けた団体等(以下「登録団体
等」という。)が規則第８条第２項に規定する更新の申請をしよ
うとするときは、団体利用者カード及び第４条各号に掲げる書類
を提示しなければならない。 

２ 委員会は前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、
適当と認めたときは、当該団体利用者カードの有効期限を更新す
るものとする。 

 （団体利用者カードの再交付申請） 
第７条 登録団体等は、団体利用者カードの再交付を受けようとす
るときは、団体貸出登録申請書に第４条各号に掲げる書類を添え
て委員会に申請をしなければならない。 

 （団体利用者カードの再交付） 
第８条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、これを
審査し、適当と認めたときは、１団体等につき１枚の団体利用者
カードを再交付するものとする。 

 （団体貸出登録申請書記載事項の変更の届出） 
第９条 登録団体等は、団体貸出登録申請書に記載した事項に変更
があったときは、速やかに団体貸出登録申請書に第４条各号に掲
げる書類を添えて委員会に届け出なければならない。 

 （団体利用者カードの返納） 
第10条 登録団体等は、条例第８条第２項に規定する利用の資格を
喪失したとき又は必要としなくなったときは、遅滞なく団体利用
者カードを委員会に返納しなければならない。 

 
   第３章 貸出しの手続 
 （団体貸出しの手続き） 
第11条 登録団体等は、資料の貸出しを受けようとするときは、団
体利用者カードを係員に提示しなければならない。 

 （貸出しの点数及び期間） 
第12条 貸出しの点数及び期間については、１団体１００点以内で
その期間は２月以内とする。ただし、大宮西部図書館が所管する
大型団体貸出し（以下「大型団体貸出し」という。）については
１０００点以内でその期間は１年とする。 

２ 大型団体貸出しについては年度初めに希望があった学校図書
館に対し大型団体用資料から図書館が選択し貸出すものとする。 
（貸出期限票の交付） 

第13条 資料の貸出しを受けた登録団体等（以下「貸出利用団体等」
という。）に対し貸出期限票を交付し、貸出しを受けた資料名及
び返却期限日等を通知するものとする。 

 （団体貸出しを禁止する資料） 
第14条 次の各号に掲げる資料は、団体貸出しをしない。 
   貴重資料及び特別資料 
   館内利用資料 
   逐次刊行物及び映像資料 
   その他委員会が館外貸出しを不適当と認める資料 
（団体貸出しの予約） 

第15条 団体貸出しの予約(以下「予約」という。）は、図書館の
窓口、電話又はファクシミリで受け、１団体等につき１００点ま
でとする。 

２ 図書館の窓口において予約をする登録団体等は、予約の申込書
を委員会に提出するものとする。 
（団体貸出しにおいて予約を禁止する資料） 

第16条 次の各号に掲げる資料は、予約を受けない。 
   さいたま市図書館で所蔵していない資料 
   その他委員会が予約を不適当と認める資料 
 （団体貸出しの予約資料の取置期間） 
第17条 予約を申し込んだ資料(以下「予約資料」という。)の取置
期間は、予約資料の貸出しが可能になったことを伝えるために、
予約を申し込んだ登録団体等に連絡した日、留守番電話に伝言を
残した日又は予約資料到着連絡はがきを郵送した日の翌日から
起算して１０日間とする。 

 
第４章 弁償 

 （団体等の責務） 
第18条 条例第１１条第２項に規定する損害の責めを負うべきも
のは、団体貸出しにあっては、当該貸出しに係る登録団体等とす
る。 

２ 条例第１２条第２項に規定する図書館資料のうち団体貸出し
を受けた資料が損傷又は滅失した場合の弁償義務は、当該団体等
が負うものとする。 

 （資料の弁償依頼） 
第19条 条例第１２条第２項の規定により団体等が弁償しなけれ
ばならない資料（以下「弁償資料」という。)は、団体貸出しを
受けた資料のうち次の各号のいずれかに該当する資料とする。 

   汚損又は破損により利用に耐えられないと判断された資料 
   紛失した資料 
   その他委員会が弁償の必要があると認める資料 
２ 委員会は、弁償資料又は委員会が弁償資料に代えて別に指定し
た資料を記載した弁償依頼書を当該弁償資料の団体貸出しを受
けている団体等（以下「弁償対象団体等」という。）に交付する
ことにより弁償を依頼するものとする。 

３ 委員会は、弁償対象団体等から弁償依頼書に記載された資料を
受領した場合は、受取書を当該弁償対象団体等に交付するものと
する。 

４ 前項に規定する受取書の交付を受けた弁償対象団体等が、第１
項第１号に掲げる資料の受取りを希望する場合は、当該資料を譲
渡することができるものとする。 

 （資料の弁償の免除） 
第20条 条例第１２条第２項の規定にかかわらず、弁償資料が、次
の各号のいずれかに該当する場合は、資料の弁償を免除すること
ができるものとする。 

   天災等の不可抗力により資料を滅失した場合 
   火災又は盗難により資料を滅失した場合 
   その他委員会が正当な理由があると認める場合 
２ 弁償対象団体等は、前項に規定する理由により資料の弁償の免
除を受けようとするときは、図書館資料弁償免除願を委員会に提
出しなければならない。 

３ 委員会は、第１項の規定による弁償の免除の可否について決定
したときは、速やかに前項の書類を提出したものに通知するもの
とする。 

 
   第５章 督促 
 （督促の対象） 
第21条 督促は、次の各号のいずれかに該当する団体等に対して行
うものとする。 
  返却期限日を経過しても返納しない貸出利用団体等（以下
「返納対象団体等」という。） 

  弁償依頼書の交付を受けた日から３０日を経過しても受取
書の交付を受けていない弁償対象団体等 

（督促の方法) 
第22条 督促は、郵便、電話、訪問又は窓口において口頭により行
うものとする。 

２ 返納対象団体等又は弁償対象団体等が、住所及び電話番号等が
不明で前項に規定する督促することが困難である場合は、連絡先
等が明らかになるまでの間、督促を中断するものとする。 

    
第６章 貸出停止等 

 （貸出停止等の基準） 
第23条 規則第１２条の規定による団体貸出し(予約も含む。以下
同じ。)の停止（以下「貸出停止等」という。）は、次の各号に掲
げる区分に応じ、当該各号に定めるものに対して行う。 
  登録団体等より団体利用者カードを譲渡又は貸与された団
体等（以下「被譲渡団体等」という。)が当該団体利用者カー
ドにより団体貸出しを受けた場合 当該登録団体等及び当該
被譲渡団体等 

  団体利用者カードを不正な手段により取得した団体等（以
下「不正取得団体等」という。）が当該利用者カードにより団
体貸出しを受けた場合 当該不正取得団体等 

  前２条に規定する督促をしても返納対象団体等が返納に応
じず、返却期限日から一定の期間を経過した場合 当該返納
対象団体等 

   前２条に規定する督促をしても弁償対象団体等が弁償に応
じず、弁償依頼書の交付を受けた日から一定の期間を経過し
ても受取書の交付を受けていない場合 当該弁償対象団体等 

２ 前項の規定により貸出停止等となる期間は、別に定める。 
 （貸出停止団体の予約資料） 
第24条 貸出停止等となった団体等（以下「貸出停止団体等」とい
う。）の予約資料は、当該貸出停止団体等が貸出停止等を解除さ
れない限り貸出しを受けることはできないものとする。 

 （貸出停止等の解除） 
第25条 貸出停止団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、
貸出停止等を解除するものとする。 

   貸出停止等となった期間を満了したとき 
   返却期限日を経過したすべての資料の返納に応じたとき 
   弁償依頼書の交付を受けたすべての資料の受取書の交付を

受けたとき 
   第２０条第１項各号に規定する資料の弁償の免除に該当す

ると認められたとき 
   その他委員会が正当な理由があると認めたとき 
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   第７章 補則 
 （委任） 
第26条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
   附 則 
 この要領は、平成２５年５月１日から施行する。 
   附 則 
 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要領は、平成２８年３月３日から施行する。 
   附 則 
 この要領は、平成２８年６月１日から施行する。 
   附 則 
 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 
 

●さいたま市図書館図書館資料の貸
出停止等に関する実施基準 
 
（趣旨） 

第１条 この基準は、さいたま市図書館個人貸出業務等実施要領
(以下「個人貸出要領」という。)第31条の規定及びさいたま市図
書館団体貸出業務等実施要領(以下「団体貸出要領」という。)第
23条の規定に基づき、貸出停止等の実施について必要な事項を定
めるものとする。 

（貸出停止等になる期間） 
第２条 個人貸出要領第31条第１項第３号及び第４号並びに団体
貸出要領第23条第１項第３号及び第４号に規定する一定の期間
は、60日とする。 

（貸出停止等の期間） 
第３条 個人貸出要領第31条第２項及び団体貸出要領第23条第２
項に規定する別に定める期間は、次の各号に掲げる事由に応じ、
当該各号に定める期間とする。 
  個人貸出要領第31条第１項第１号及び団体貸出要領第23条
第１項第１号に該当する場合 貸出しを受けた日から、貸出
しを受けたすべての図書館資料(以下「資料」という。)の返納
又は弁償に応じた日までの期間に３箇月を加えた期間 

  個人貸出要領第31条第１項第２号及び団体貸出要領第23条
第１項第２号に該当する場合 貸出しを受けた日から、貸出
しを受けたすべての資料の返納又は弁償に応じた日までの期
間に６箇月を加えた期間 

  個人貸出要領第31条第１項第３号及び団体貸出要領第23条
第１項第３号に該当する場合 返却期限日を経過したすべて
の資料の返納に応じた日までの期間 

  個人貸出要領第31条第１項第４号又は団体貸出要領第23条
第１項第４号に該当する場合 弁償依頼書の交付を受けたす
べての資料の受取書の交付を受けた日までの期間 
附 則 

この基準は、平成22年４月１日から施行する。ただし、第３条第
３号及び第４号の規定は、平成22年６月15日から施行する。 

附 則 
（施行期日） 
１ この基準は、平成25年５月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この基準による改正後のさいたま市図書館図書館資料の貸出
停止等に関する実施基準の規定は、施行日以後の新たな貸出しに
係る資料について適用する。 

 
附 則 

この基準は、令和３年５月１日から施行する。 
 

●さいたま市図書館視覚障害者等サ
ービス要綱 
 
（目的） 

第１条 この要綱は、さいたま市図書館個人貸出業務等実施要
領（平成２２年４月１日決裁）に定めるもののほか、さいた
ま市図書館（以下「図書館」という。）が視覚障害者等に対
し、対面朗読、障害者サービス用資料等の貸出その他のサー
ビスにより、市民生活に必要な情報を提供することで、視覚
障害者等の教育・調査研究等に寄与することを目的とする。 
（対象者等） 

第２条 サービスの対象となる者は、市内に居住し、通勤し、
若しくは通学する視覚障害者その他障害により図書館の資料
をそのままの形で読むことができない者又は視覚障害者によ

り組織されている福祉団体に属する者で、いずれも市教育委
員会（以下「委員会」という。）が適当と認めたもの（以下
「視覚障害者等」とする。）とする。 
（利用登録） 

第３条 サービスを受けようとする者は、本人又は代理人が委
員会に視覚障害者等サービス利用登録申請書（様式第１号）
により申請するものとする。 

２ 委員会は、視覚障害者等サービス利用登録確認項目リスト
（様式第２号）により、前条第１項に掲げる障害の要件を満
たすことを確認する。 

３ 登録内容に変更が生じたときは、速やかに登録した図書館
に届け出てもらうものとする。 
（サービスの内容） 

第４条 図書館において視覚障害者等に対して行うサービス
は、別表のとおりとする。 
（資料変換者） 

第５条 図書館に、通常の形態では図書館資料を読むことがで
きない利用者のために、利用することが可能な形態に資料を
変換する業務に当たる音訳者、校正者、点訳者、デイジー編
集者等（以下「資料変換者」とする。）を置く。 
（資料変換者の登録） 

第６条 資料変換者は、図書館が行った講習会又はその他各種
団体が行った講習会を修了した者で、中央図書館長が資料変
換者として認めた者で構成される。 
（守秘義務） 

第７条 サービスに携わる者は、利用者の個人情報を他に漏ら
してはならない。サービス業務に携わらなくなった後におい
ても同様とする。 
（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は中央図書
館長が別に定める。 

 
附 則 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は、平成19年11月29日から施行する。 
附 則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は、平成25年１月４日から施行する。 
附 則 

この要綱は、令和元年８月１日から施行する。 
 
別表（第４条関係） 

サービス 実施内容等 

対面 
朗読 

  原則として図書館内で実施する。 
朗読：資料変換者又は図書館職員 
時間：開館時間内で原則として１回２時間

以内 
  実施館は、対面朗読室がある次の図書館と
する。ただし、その他の図書館でも適宜対応す
る。 
中央図書館、北浦和図書館、東浦和図書館、
大宮図書館、大宮西部図書館、与野図書館、
桜図書館、武蔵浦和図書館 

録音 
資料 
の 
貸出 

  録音資料の貸出 
対象資料：所蔵の録音資料（図書館作製録

音資料、既製録音資料）及び図書館相互貸借
によるもの 
貸出：原則として10タイトルまで21日以内

とするが、申し出により委員会が適当と認め
た場合は、この限りではない。 

  貸出方法は、来館及び郵送貸出とする。 
来館貸出は各図書館で行う。郵送貸出の申

込みは中央図書館、大宮図書館、与野図書館、
岩槻図書館で受け付ける。 

点字 
資料 
の 
貸出 

  点字資料の貸出 
対象資料：所蔵の点字資料及び図書館相互

貸借によるもの 
貸出：原則として10タイトルまで21日以内

とするが、申し出により、委員会が適当と認
めた場合は、この限りではない。 

  貸出方法は、来館及び郵送貸出とする。 
来館貸出は各図書館で行う。郵送貸出の申

込みは中央図書館、大宮図書館、与野図書館、
岩槻図書館で受け付ける。 

８　例規集

さいたま市図書館団体貸出業務等実施要領　さいたま市図書館図書館資料の貸出停止等に関する実施基準
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音訳資料、点

訳資料の作

製 

利用者の要望により、墨字資料から音訳資料、点
訳資料を作製する。 

レファレンス・サー

ビス 

図書館では、資料の問い合わせや調べ物の相談
に応じる。 

その他 拡大読書器、音声読書機等を設置館で利用でき
る。 

 

●さいたま市図書館資料宅配実施要領 
 
（趣旨） 

第１条 この要領は、図書館サービスの充実を図るため、心身等の
障害によりさいたま市立図書館（以下「図書館」という。）に来
館して利用することが困難な者に対して、図書館資料を宅配で貸
出しすること（以下「資料宅配」という。）について必要な事項
を定めるものとする。 
（対象者） 

第２条 資料宅配を利用することができる者は、図書館の利用者カ
ードの交付を受けた者で来館しての利用が困難な者のうち、さい
たま市内に住所を有し、次のいずれかに該当するものとする。 
  身体障害者手帳１級から３級の交付を受けている者 
  療育手帳の交付を受けている者 
  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 
  介護保険制度における要介護度の認定を受けている者 
  前各号に定める者のほか、図書館長が必要と認めた者 
（実施図書館） 

第３条 資料宅配を利用できる図書館は、中央図書館、北浦和図書
館、東浦和図書館、大宮図書館、大宮西部図書館、春野図書館、
与野図書館、岩槻図書館、桜図書館、北図書館、武蔵浦和図書館
とする。 
（利用者登録） 

第４条 資料宅配を利用しようとする者は、資料宅配利用登録申請
書（別記様式。以下「利用登録申請書」という。）を利用しよう
とする第３条に規定する図書館の館長に提出しなければならな
い。ただし、本人が来館することが難しい場合は、郵送又は家族
等が提出することができるものとする。 

２ 前項に規定する利用登録申請書を提出するときは、身体障害者
手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は介護保険被保険者
証、その他市教育委員会が図書館に来館しての利用が困難である
ことを確認できる書類を提示しなければならない。 

３ 登録内容に変更が生じたときは、速やかに登録した図書館に届
け出るものとする。 
（宅配資料） 

第５条 宅配できる資料は、図書館の所蔵する貸出しを制限してい
ない図書、雑誌、紙芝居及び視聴覚資料とする。 
（利用申込み） 

第６条 資料宅配を利用しようとする者は、第４条第１項に規定す
る利用登録申請書を提出した図書館に資料の題名、著者等につい
て、電話、ファクシミリ、電子メール又は郵便にて申し込むもの
とする。 
（貸出点数及び期間） 

第７条 資料宅配の貸出点数は10点以内とし、利用期間は配送に要
する期間を含め21日以内とする。 
（発送） 

第８条 利用申し込みを受けた資料で、利用可能な状態の資料につ
いては申し込みを受けた日から７日以内に日本郵便株式会社の
心身障害者用ゆうメール又はゆうメールを用いて発送するもの
とする。 
（送付先） 

第９条 資料宅配の送付先は、利用者の自宅とする。 
（発送経費） 

第10条 資料宅配に要する送料は、利用者への発送については図書
館が負担する。 
（返却及び返送経費） 

第11条 資料宅配を受けた資料については、心身障害者用ゆうメー
ル、ゆうメール、宅配便又は代理による来館等により返却するも
のとし、返送に要する送料は資料宅配利用者の負担とする。 
（委任） 

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は中央図書館長
が別に定める。 

 
附 則 

この要領は、平成22年１月１日から施行する。 
附 則 

この要領は、平成25年１月４日から施行する。 

附 則 
この要領は、令和元年８月１日から施行する。 

 

●さいたま市図書館複写取扱要領 
 
（趣旨） 

第１条 この要領は、さいたま市図書館（以下「図書館」という。）
が所蔵する資料等の複製物の提供（以下「複写」という。）の取
扱いに関し、さいたま市図書館条例施行規則（平成13年さいたま
市教育委員会規則第28号）で定めるもののほか、必要な事項を定
めるものとする。 
（対象資料） 

第２条 複写の対象となる資料（以下「複写対象資料」という。）
は、次に掲げるとおりとする。 
  図書館が所蔵する資料 
  国立国会図書館、公立図書館、私立図書館、大学図書館、専
門図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に付
属する図書館又は図書室から貸出しを受けた図書資料。（貸出
しをした図書館が複写を禁止した図書資料を除く。） 

  国立国会図書館から、国立国会図書館資料利用規則（平成１
６年国立国会図書館規則第５号）第２条により図書館に送信さ
れた資料 

  図書館が提供を受けたオンラインデータベースの情報 
（使用目的） 

第３条 複写は、複写を希望する者(以下「複写希望者」という。)
の求めに応じ、その調査研究の用に供する場合に限り、行うこと
ができるものとする。 
（複写範囲及び部数） 

第４条 複写できる範囲は別表に定める。 
２ 複写の部数は、１部とする。 
（手続等） 

第５条 複写希望者は、所定の複写申込用紙に必要事項を記載し、
複写対象資料とともに、市教育委員会（以下「委員会」という。）
に提出するものとする。 

２ 複写希望者が図書館に来館できない場合に複写を受付ける事
由は、次のとおりとする。 
  当該複写希望者が、次のいずれかに該当する場合 
ア 身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている者 
イ 療育手帳の交付を受けている者 
ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 
エ 介護保険制度における要介護度の認定を受けている者 

  複写対象資料が県外公立図書館等への協力貸出に応じられ
ない資料である場合 

  前各号に定めるもののほか、委員会が必要と認めた場合 
３ 前項の規定による複写は、複写対象資料及びその複写部分が明
確な場合に限り行い、複写料金及び送付に要する経費は、複写希
望者の負担とする。 
（複写料金） 

第６条 複写の料金はモノクロ１枚につき10円、カラー１枚につき
50円とする。ただしマイクロフィルムについては１枚10円とする。 
（複写方法） 

第７条 複写するための機器は、図書館に備え付けられた複写機を
用いるものとする。 
（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は中央図書館長
が別に定める。 

 
  附 則 
この要領は、平成19年７月１日から施行する。 
  附 則 
この要領は、平成21年４月１日から施行する。 
  附 則 
この要領は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 
この要領は、平成30年４月１日から施行する。 
 

別表（第４条関係） 
 
図書 

書籍（単行本、文庫本、叢書） １作品を１つの著作として扱
う。 

８　例規集

さいたま市図書館視覚障害者等サービス要綱
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１作品で構成される書籍は１
冊の半分以下。 
１つの作品が複数冊にわたる
もの（上・下等）は、１作品の
半分以下。 

書籍（全集、選集、短編集、論
文集） 

複数の短編や論文から構成さ
れる書籍は、個々の作品や論
文を１つの著作として扱う。 
１作品、１論文等を１つの著
作として扱う。 

事典、辞書 著者が明示されている場合
は、１項目を１つの著作とし
て扱う。１項目の半分以下。 

付録（型紙・旅行ガイドの地
図等） 

個々の付録の半分以下。 

俳句集・短歌集・詩集・歌詞集 １作品を１つの著作として扱
う。個々の著作（１首、１句
等）の半分以下。 
同一紙面に複写対象以外の部
分が不可避的に複写されてし
まう場合は、「複製物の写り込
みに関するガイドライン」に
基づき複写可。 

譜面集 １曲を１著作として扱う。収
録されている個々の譜面の半
分以下。 

 
逐次刊行物 

雑誌最新号 収録されている１記事、１論
文を１つの著作として扱う。
個々の記事の半分以下。 

雑誌バックナンバー １冊の半分以下であれば個々
の記事の全部分。個々の写真・
絵・地図・譜面等も複写可。 
他館から借受けした資料は不
可。 

付録 本誌と同様に扱う。 
年鑑・白書・新聞縮刷版等 書籍として扱う。１冊の半分

以下。 

新聞最新号 収録されている１記事、１論
文を１つの著作として扱う。
個々の記事の半分以下。 
朝刊と夕刊は分冊として扱
い、夕刊が発行されても朝刊
は最新号の扱い。 
通常の販売経路では発行日当
日以外は入手が困難なことか
ら、発行日の翌日になれば朝
刊夕刊とも複写可。 

新聞バックナンバー 個々の著作の全部分。全紙面
の半分以下。 

新聞マイクロフィルム 個々の著作の全部分。 
１巻を１冊として扱う。１巻
の半分以下。 

 
地図 

地図帳、区分地図 書籍として扱う。１冊の半分
以下。 

地図帳（昭文社、ジオ社） 
住宅地図（ゼンリン） 

出版社の見解があることか
ら、１枚（見開いた両頁）で１
著作として扱う。見開きの半
分以下。 

国土地理院が発行、管轄の地
図 

測量法の規定があることか
ら、全面複写可。 
国土地理院発行の地図を加工
した地図は含まない。 

 
写真集・絵画集 

写真集、絵画集 
写真、絵画（１枚もの） 

１作品の半分以下だと同一性
保持権の原則に反することか
ら、複写不可。 

カット集 １冊の半分以下。ただし、複
写可と表示のあるものはすべ
て可。 

 

電話帳、時刻表 
電話帳 編集著作権があることから、

１冊の半分以下。 
時刻表 編集著作権があることから、

１冊の半分以下。 
最新号の記事は、個々の記事
の半分以下。 

 
ＣＤ・ＤＶＤ・ＶＨＳの解説書等 

ジャケット 写真や絵画に準じて扱い、半
分以下だと同一性保持権の原
則に反することから、複写不
可。 

バックインレイ 曲目等書誌情報が書かれてあ
るものは、複写可。 

解説書（歌詞集） １冊を１著作と見なし、解説
書の半分以下。 

別冊・付録等 書籍に準じて扱い、１冊の半
分以下。 

 
さいたま市等の刊行物（市に著作権が帰属するもの） 

市報・図書館報・要覧等 全部分複写可。 
 
法律・判例・官報 

法律・判例・官報 全部分複写可。 
法令、白書、政府刊行物等 １冊の半分以下。編集された

ものは、書籍として扱う。 

 
さいたま市図書館のウェブページ上のコンテンツ 

ウェブページ上のコンテンツ さいたま市図書館のコンテン
ツのみ複写可。 
印刷（プリントアウト）のみ。
ダウンロードは不可。 

さいたま市図書館が契約する
オンラインデータベース 

複製物の提供について許諾、
又は契約要件の範囲内におい
て複写可。紙への複写のみ。

 
●さいたま市図書館ポスター等設置基準 

 
（目的） 

第１条 この基準は、さいたま市図書館（以下「図書館」という。）
へのポスター、チラシその他これらに類する物（以下「ポスター
等」という。）の設置に関し必要な事項を定め、図書館の公共性、
機能等を保持することを目的とする。 
（管理責任者） 

第２条 この基準を適切に行うため、図書館に管理責任者を置く。 
２ この基準において「管理責任者」は、中央図書館にあっては資
料サービス課長を、その他の図書館にあっては当該図書館の館長
をもってこれに充てる。 
（設置） 

第３条 図書館内にポスター等の設置を希望する者は、管理責任者
にポスター等の原本を提出しなければならない。 
（設置承認） 

第４条 管理責任者は、前条の規定による提出があったときは、ポ
スター等が次の各号のいずれかのものに該当する場合において、
設置を承認するものとする。 
  さいたま市図書館の主催事業に係るもの 
  さいたま市主催、共催、又は名義後援事業に係るもの 
  国又は他の地方公共団体が主催、後援、協賛又は協力する事
業等に係るもの 

  公益的団体が主催する事業等に係るもの 
  その他管理責任者が適当と認めるもの 
（設置場所） 

第５条 管理責任者は、前条の規定により承認をしたときは、管理
責任者が指定した場所に設置する。 

２ 管理責任者は、ポスター等の掲示が集中し、同一の期間に設置
することができない場合には、ポスター等の掲示の優先順位を原
則前条各号に掲げるものの順序とし、設置期間及びポスター等の
調整を行うことができる。 
（設置の制限） 

第６条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合におい
て、設置を承認しないものとする。 
  法令又は公序良俗に反するもの 
  図書館の政治的・宗教的中立性を損なうと判断されるもの 
  特定の思想・史観又は主義主張の普及宣伝に利用されると判

８　例規集

さいたま市図書館複写取扱要領

さいたま市図書館ポスター等設置基準
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断されるもの 
  専ら営利を目的として行われるもの 

第７条 この基準に定めるもののほか、ポスター等の設置に関し必
要な事項は、管理責任者が別に定めるものとする。 

 
附 則 

この基準は、平成30年４月１日から施行する。 
 

●さいたま市図書館リサイクル事業
実施要領 
 
（趣旨） 

第１条 この要領は、さいたま市立図書館（以下「図書館」という。）
において、「さいたま市図書館資料取扱要領」に基づき除籍処分
とした図書館資料等を、同要領第４条 イによりリサイクル資料
として活用する事業を実施するために必要な事項を定めるもの
とする。 
（対象資料） 

第２条 この事業の対象とする資料（以下「リサイクル資料」とい
う。）は次に掲げる資料とする。除籍資料にはリサイクル資料で
あることを明示する。 
  除籍をした図書館資料（備品は除く。） 
  図書館資料として受入れなかった寄贈資料 
  リサイクル用として個人から持ち込まれた資料 
（提供先） 

第３条 この要領による提供先の区分は、次に掲げるとおりとする。 
  市内公共公益施設（別表）及び公立学校 
  読書活動に携わる市内団体 
  市内に居住し、通勤し、又は通学する個人 
  前３号に掲げるもののほか、本事業を主宰する各拠点図書館
長（以下「図書館長」という。）が必要と認めたもの 

（提供先の優先順位） 
第４条 提供先の優先順位は、原則として前条各号の順とする。 
（提供方法） 

第５条 リサイクル資料は、次の各号により図書館長の指定する期
間・場所において提供し、提供を受けるものが引き取りを行うも
のとする。 
  除籍資料頒布会 
  第３条の第１号及び第２号の団体への提供 
  各図書館の実情に応じた方法による個人向けの提供 
（提供条件） 

第６条 リサイクル資料は無料とする。提供を受けた者は、リサイ
クル資料を営利目的に使用してはならない。 
（受領書） 

第７条 第５条の第１号及び第２号によりリサイクル資料の提供
を受けた者は、受領書（様式）を図書館長に提出するものとする。 
（提供の制限） 

第８条 団体又は個人に提供するリサイクル資料数の限度につい
て定める必要のあるときは、図書館長が別に定めるものとする。 
（期間経過後の取扱） 

第９条 リサイクル資料は一定期間展示後は、これを廃棄処分する。 
（その他） 

第10条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事
項は、中央図書館長が別に定めるものとする。 

 
附 則 

この要領は、平成21年６月１日から施行する。 
附 則 

この要領は、平成23年４月１日から施行する。 
 
別表（第３条関係） 

市内公共公益施設 保育園 
幼稚園 
児童センター 
児童養護施設 
社会福祉施設 
高齢者介護施設 
公民館 
私立学校 
病院 
障害者総合支援センター 
療育センター 
子育て支援施設 
放課後児童クラブ 

 

●さいたま市図書館雑誌サポート事
業実施要綱 
 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、民間企業等の社会貢献により、さいたま市図
書館（以下「図書館」という。）の雑誌資料の充実を図ることを
目的としたさいたま市図書館雑誌サポート事業（以下「雑誌サポ
ート事業」という。）について必要な事項を定めるものとする。 
（定義） 

第２条 この要綱において「雑誌サポート事業」とは、民間企業等
から雑誌の寄贈を受け、当該雑誌に当該民間企業等の企業紹介を
表示することをいう。 
（雑誌の寄贈の受付） 

第３条 雑誌サポート事業による雑誌の寄贈の申込が民間企業等
からあった場合、図書館は、さいたま市広告掲載基準（以下「広
告掲載基準」という。）に準じて、当該民間企業等の審査を行う。 

２ 前項の審査により雑誌サポート事業による雑誌の寄贈が決定
した民間企業等（以下「サポート企業等」という。）は、さいた
ま市と雑誌サポート事業に係る覚書を交換するものとする。 
（雑誌の選定及び経費） 

第４条 サポート企業等が寄贈する雑誌は、図書館が選定する。 
２ サポート企業等は、納入業者に雑誌購入費を支払うこととする。
この場合において、当該雑誌の休刊又は刊行頻度に変更があった
場合等の取扱いは、サポート企業等及び図書館で協議することと
する。 

 （企業紹介） 
第５条 図書館は、寄贈された雑誌の最新号に透明なカバーを掛け、
その表面にサポート企業等の企業紹介を表示する。 

２ 企業紹介は、図書館が作成する。その際のデザイン等はサポー
ト企業等と協議する。 

 （期間） 
第６条 雑誌サポート事業による寄贈及び企業紹介の掲載期間は、
原則として第２条第２項により覚書を交換した月の翌月から１
年間とする。 

 
附 則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 
 

●さいたま市図書館インターネット
端末運用基準 
 
１ 趣旨 

本基準は、全てのさいたま市図書館(以下「図書館」という。)
に設置された図書館利用者向けインターネット閲覧端末(以下
「端末」という。)の利用に際し、円滑かつ適正なサービス運営
を行うため、必要な事項を定めたものである。 

２ 対象 
本基準は、端末の利用を希望する全ての個人(以下「利用者」

という)に適用される。また、利用者は、端末の利用に際し、本
基準に同意するものとする。 

３ 禁止事項 
  利用者は、以下の行為をしてはならない。 
① 持込記録媒体(フラッシュメモリ、ＦＤ、ＣＤ－ＲＯＭ等)
の利用 

② 持込機器との接続 
③ 端末設定の変更 
※ただし、ローマ字・かな入力設定は除く。 

④ ファイルのアップロード、ダウンロード 
⑤ ネット上における違法・迷惑行為全般(ハッキング、他人
への誹謗中傷等) 

⑥ ショッピング、金融取引行為 
※ただし、当該サイトの閲覧は可能とする。 

⑦ メールの送受信 
⑧ 掲示板、ブログ、ＳＮＳへの書き込み 
※ただし、当該サイトの閲覧は可能とする。 

⑨ その他、図書館が、禁止が妥当と判断した行為 
  図書館は、上記禁止事項を行った利用者に対して警告を行う
こととし、従わない利用者に対しては利用を停止することがで
きるものとする。 

  禁止事項を行ったことによって端末に損害を与えた場合、そ
の費用は利用者が負担するものとする。 

４ アクセス可能範囲 
図書館は、フィルタリングシステムにより、以下に挙げたサイ

８　例規集

さいたま市図書館ポスター等設置基準　　　　さいたま市図書館リサイクル事業実施要領

さいたま市図書館雑誌サポート事業実施要綱　さいたま市図書館インターネット端末運用基準
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トへのアクセスを禁止する。 
  有害・違法情報に該当するサイト 

ポルノ・アダルトサイト、不正技術に関するサイト(ハッキ
ング・クラッキング・違法コピー配布等)、犯罪・暴力に関す
るサイト等が該当する。 

  端末のセキュリティに悪影響を及ぼすサイト 
ダウンロードサイト、アップローダー、オンラインストレー

ジ(オンライン文書編集サイトは除く)、匿名プロキシサーバー
等が該当する。 

  端末提供の趣旨から逸脱するサイト 
オンラインゲーム、チャット等が該当する。 

  その他、フィルタリングシステムがアクセスを禁止している
サイト 

５ ログ取得 
  図書館は、端末を利用した迷惑行為、違法行為防止のため、
利用者のアクセスログを取得できるものとし、また、利用者は
このことに同意するものとする。 

  取得したログ情報及び、利用申請書に記載もしくは電子デー
タに記録された個人情報は、「さいたま市個人情報保護条例」
（平成13年さいたま市条例18号）に基づき適切に管理し、同条
例第７条で定める場合を除き、目的外利用及び外部への提供は
行わないものとする。 

  取得したログ情報の保存期間は１ヶ月とする。 
６ この基準は平成22年３月１日から施行する。 
 

○さいたま市立視聴覚ライブラリー条例 
 

平成13年５月１日 
条例第124号 

 
最終改正 平成24年3月21日条例第10号 
 
（設置） 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律
第162号）第30条の規定に基づき、さいたま市立視聴覚ライブラ
リー（以下「ライブラリー」という。）をさいたま市北区宮原町
１丁目852番地１に設置する。 

（一部改正〔平成20年条例８号〕） 
（事業） 

第２条 ライブラリーは、次の事業を行う。 
  視聴覚教育の奨励に関すること。 
  視聴覚教材及び機材（以下「教材等」という。）の整備及び
貸出しに関すること。 

  視聴覚教育に関する資料の収集、作成及び周知に関すること。 
  前３号に掲げるもののほか、設置目的にふさわしい事業に関
すること。 

（一部改正〔平成20年条例８号〕） 
（職員） 

第３条 ライブラリーに館長及びその他の職員を置く。 
（一部改正〔平成20年条例８号〕） 

（休館日） 
第４条 ライブラリーの休館日は、次のとおりとする。 

  月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）
に規定する休日（以下「祝日法による休日」という。）に当た
るときは、その翌々日（祝日法による休日に当たる日を除く。）） 

  １月１日から同月４日まで及び12月29日から同月31日まで 
  特別整理期間（８日以内） 

２ 前項の規定にかかわらず、市教育委員会(以下「委員会」とい
う。)は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨
時に休館することができる。 

(一部改正〔平成16年条例19号・20年8号・24年10号〕) 
（利用時間） 

第５条 ライブラリーの利用時間は、午前9時から午後8時(日曜日、
土曜日又は祝日法による休日に当たるときは午後6時)までとす
る。ただし、委員会が必要があると認めるときは、これを臨時に
変更することができる。 

（一部改正〔平成16年条例19号・17年54号・20年８号〕） 
（利用の資格） 

第６条 教材等の貸出しを受けることができるものは、市内の学校、
社会教育関係団体、公共団体又はこれに準じる団体とする。 

（一部改正〔平成20年条例８号〕） 
（利用の手続） 

第７条 ライブラリーを利用しようとするものは、あらかじめ委員
会の定める手続によらなければならない。 

（一部改正〔平成20年条例８号〕） 

（利用目的の制限） 
第８条 教材等は、営利を目的として利用してはならない。 

（一部改正〔平成20年条例８号〕） 
（損害賠償の義務） 

第９条 故意又は過失により教材等を破損し、又は滅失したものは、
その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由
があると認めるときは、この限りでない。 

（一部改正〔平成20年条例８号〕） 
（視聴覚ライブラリー運営委員会） 

第10条 ライブラリーにさいたま市立視聴覚ライブラリー運営委
員会（以下「運営委員会」という。）を設置する。 

２ 運営委員会は、ライブラリーの運営に関し、館長の諮問に応ず
るとともに、ライブラリーの行う事業につき、館長に意見を述べ
るものとする。 

３ 運営委員会は、委員12人以内をもって組織する。 
４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 
５ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。 

（一部改正〔平成20年条例８号〕） 
（委任） 

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定
める。 

（一部改正〔平成20年条例８号〕） 
 

附 則 
（施行期日） 

１ この条例は、平成13年５月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市視聴覚ライ
ブラリーの設置及び管理に関する条例（昭和43年浦和市条例第35
号）、大宮市立視聴覚ライブラリー設置条例（昭和47年大宮市条
例第23号）又は与野市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例（昭
和53年与野市条例第２号）の規定によりなされた処分、手続その
他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものと
みなす。 
（岩槻市の編入に伴う経過措置） 

３ 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市視聴覚ライブ
ラリー設置及び管理条例（昭和51年岩槻市条例第９号）の規定に
よりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりな
されたものとみなす。 

（追加〔平成17年条例54号〕） 
附 則（平成14年12月26日条例第67号） 

この条例は、平成15年４月１日から施行する。 
附 則（平成16年３月26日条例第19号） 

この条例は、平成16年４月１日から施行する。 
附 則（平成17年３月25日条例第54号） 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 
附 則（平成20年３月18日条例第８号） 

この条例は、平成20年５月１日から施行する。 
附 則（平成24年３月21日条例第10号） 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 
 

○さいたま市立視聴覚ライブラリー 
条例施行規則 
 

平成13年５月１日 
教育委員会規則第30号 

 
最終改正 平成20年3月27日教委規則第５号 

 
（趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市立視聴覚ライブラリー条例（平成
13年さいたま市条例第124号。以下「条例」という。）の施行に関
し必要な事項を定めるものとする。 

（一部改正〔平成20年教委規則５号〕） 
（職務） 

第２条 さいたま市立視聴覚ライブラリー（以下「ライブラリー」
という。）の館長（以下「館長」という。）は、上司の命を受け、
ライブラリーの所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため
所属の職員を指揮監督する。 

２ 館長以外の職員は、上司の命を受け、それぞれの職務に従事す
る。 

（一部改正〔平成20年教委規則５号〕） 
（貸出しの期間及び点数） 

第３条 視聴覚教材及び機材の貸出しの期間及び点数は、次のとお

８　例規集
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りとする。ただし、市教育委員会が特に必要があると認めるとき
は、この限りでない。 

教材・機材 期間 点数 
映画フィルム 

５日以内 １回６点以内 
録音・録画資料 

映写機及び附属品 ５日以内 １回１式 
（委員長及び副委員長） 

第４条 条例第11条に規定するさいたま市立視聴覚ライブラリー
運営委員会（以下「運営委員会」という。）に、委員長及び副委
員長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。 
３ 副委員長は、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その
職務を代理する。 

（一部改正〔平成20年教委規則５号〕） 
（運営委員会の会議） 

第５条 運営委員会の会議（以下「会議」という。）は、館長の諮
問に応じ、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
３ 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のと
きは、議長の決するところによる。 

４ 運営委員会は、必要があると認めるときは、ライブラリーの職
員を会議に出席させることができる。 
（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、あらかじめ
教育長の承認を得て、館長が定める。 

 
附 則 

（施行期日） 
１ この規則は、平成13年５月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の浦和市視聴覚ライ
ブラリー管理運営規則（昭和50年浦和市教育委員会規則第３号）、
大宮市立視聴覚ライブラリー運営委員会規則(昭和48年大宮市教
育委員会規則第６号)又は与野市視聴覚ライブラリー設置及び管
理条例施行規則(昭和53年与野市教育委員会規則第１号)の規定
によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の
相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成20年３月27日教委規則第５号抄） 
（施行期日） 

１ この規則は、平成20年５月１日から施行する。 
 

●学校図書館支援センター運営要領 

（趣旨） 
第１条 この要領は、さいたま市立北浦和図書館（以下「北浦和図
書館」という。） が所管する学校図書館支援センター（以下「セ
ンター」という。） の運営に関して、さいたま市図書館条例（平
成13年さいたま市条例第123号｡以下｢条例｣という｡)及びさいた
ま市図書館条例施行規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第
28号｡以下｢規則｣という｡)で定めるもののほか､必要な事項を定
めるものとする｡ 
（目的） 

第２条 センターは、さいたま市立学校及びさいたま市立の教育相
談室並びに北浦和図書館長が適当と認める市内の教育機関（以下
「学校等」という。）の読書活動推進に資するため、事業を行う
ものとする。 
（構成） 

第３条 センターは、北浦和図書館内に設置する。 
２ 規則第２条第１項から第３項までに規定する図書館並びにさ
いたま市立大宮西部図書館三橋分館、さいたま市立与野図書館西
分館及びさいたま市立桜図書館大久保東分館は、センターに加入
するものとする。 
（業務内容） 

第４条 センターは、学校教育部との連絡調整を行うほか、学校等
に配属された学校図書館司書からの依頼を受け、次に掲げる事業
を行う。 
  学校等で不足している資料の団体貸出し 
  学校等の資料で調べられない内容の参考調査 

２ 規則第２ 条第１項及び第２項に規定する図書館は、学校等か
らの依頼を受け、次に掲げる事業を行う。 
  学校訪問 
  学校招待 
  センターを通じた資料提供の協力 
（開室日及び開室時間） 

第５条 センターの開室日は、月曜日から金曜日までとする。ただ
し、次に掲げる日を除く。 

  国民の祝日に関する法律(昭和2 3 年法律第1 7 8 号)に規
定する休日 

  １月２日から同月４日まで及び12月29日から同月31日まで
の日 

  北浦和図書館長がセンターの管理上閉室の必要があると認
めるとき 

２ センターの開室時間は午前９時から午後５時までとする。 
（施設利用者） 

第６条 センターを利用できる者は、次に掲げるものとする。 
  学校等職員 
  北浦和図書館長が適当と認める者 

 
附 則 

この要領は、令和２年８月17日から施行する。 
 

●学校図書館支援センター貸出業務
等実施要領 

 
（趣旨） 

第１条 この要領は、さいたま市立北浦和図書館（以下「北浦和図
書館」という。）が所管する学校図書館支援センター（以下「セ
ンター」という。）が行う学校図書館支援センター運営要領第４
条第１項に基づく図書館資料（以下「資料」という。）の団体貸
出しに関し、さいたま市図書館条例(平成13年さいたま市条例第
123号｡以下｢条例｣という｡)及びさいたま市図書館条例施行規則
(平成13年さいたま市教育委員会規則第28号｡以下「規則」という。）
で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
（団体貸出しの目的） 

第２条 条例第８条第２項の規定によりさいたま市立学校等（以下
「学校等」という。）に団体貸出しをしようとする場合は、その
貸出しの目的が、読書活動の振興に資するものでなければならな
い。 

２ 前項に規定する学校等には、さいたま市立の教育相談室及び北
浦和図書館長が適当と認める市内の教育機関を含めるものとす
る。 
（団体貸出しの手続） 

第３条 学校等が資料の貸出しを受けようとするときは、貸出しを
希望する日の３週間前（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律
第178号)に規定する休日に当たるときは､その前日)までに貸出
申込書をセンターに提出しなければならない。ただし、北浦和図
書館長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。 

（貸出しの点数及び期間） 
第４条 貸出しの点数及び期間については、１団体1,000点以内で
その期間は５週間以内とする。ただし、自然の教室及び修学旅行
に関する資料の貸出期間は４週間以内とする。 

２ 前項の期間は、貸出日の属する学期を超えることができない。 
（貸出期間の特例） 

第５条 センターは、前条に定める期間を超える貸出申込書の提出
又は貸出期間の延長依頼を受け、その期間が適当であると認める
ときは、期間を別に指定することができる。 
（団体貸出しの資料） 

第６条 センターは、第３条の規定により貸出申込書を提出した学
校等に対し、センター所蔵の資料を貸出すものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、北浦和図書館長が必要と認めるとき
は、センター所蔵以外の資料を貸出すことができるものとする。 
（学校等の責務） 

第７条 学校等は、借り受けた資料を適切に管理し、貸出期間内に
返却しなければならない。 

２ 借り受けた資料を損傷し、又は紛失した学校等は、団体貸出資
料事故報告書をセンターに提出しなければならない。 

３ さいたま市立以外の学校等が、前項の規定により団体貸出事故
報告書を提出したときは、現品又は北浦和図書館長が指定する資
料をもって弁償しなければならない。 

４ 前項の規定により、さいたま市立以外の学校等が弁償する場合
には、さいたま市図書館団体貸出業務等実施要領第19条及び第20 
条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「団体
等」とあるのは「学校等」と、「委員会」とあるのは「北浦和図書
館長」と読み替えるものとする。 
（委任） 

第８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
この要領は、令和２年８月17日から施行する。 

 
 

８　例規集

さいたま市立視聴覚ライブラリー条例施行規則
学校図書館支援センター運営要領　学校図書館支援センター貸出業務等実施要領
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●さいたま市移動図書館運営要領 
 
（趣旨） 

第１条 この要領は、さいたま市図書館条例、さいたま市図書館条
例施行規則及びさいたま市図書館個人貸出業務等実施要領に定
めるもののほか、さいたま市立大宮西部図書館（以下「図書館」
という。）が所管する移動図書館の運営に関して、必要な事項を
定めるものとする。 
（巡回駐車場） 

第２条 移動図書館の駐車場（以下「駐車場」という。）について
は、年度当初に定めるものとする。ただし、特に必要がある場合
は、さいたま市移動図書館駐車場の設置・統廃合基準により、年
度内に駐車場の新設または統廃合をすることができる。 

２ 駐車場は、別表のとおりとする。 
（巡回日及び周期） 

第３条 移動図書館の巡回日及び巡回時間（以下「巡回日時」とい
う。）については、図書館の年度開館日内において定めるものと
する。 

２ 移動図書館の巡回周期は２週間に１度とする。ただし、天候等
により移動図書館の巡回ができない時は、さらに２週間おくもの
とする。 

３ 巡回日時は、交通事情等の理由により、年度内にあっても変更
することができる。 
（広報） 

第４条 移動図書館の巡回日時については、市報さいたま各区版、
図書館のホームページ及び巡回チラシに掲載する。また、天候等
により巡回が中止されたときは、速やかに該当エリアの図書館あ
てに連絡を行う。 
（情報セキュリテイ） 

第５条 移動図書館で使用する図書館業務端末等の運用は、さいた
ま市移動図書館業務端末取扱基準に基づき適切に行い、情報セキ
ュリテイ事故の防止を図る。 

 
附 則  

この要領は、平成22年４月１日から施行する。 
附 則 

この要領は、平成25年１月４日から施行する。 
附 則 

この要領は、平成25年４月１日から施行する。 
附 則 

この要領は、平成27年２月１日から施行する。 
附 則 

この要領は、平成28年４月１日から施行する。 
附 則 

この要領は、平成31年４月１日から施行する。 
附 則 

この要領は、令和３年７月１日から施行する。 
 
別表（第２条関係） 

 駐  車  場  名 位      置 

1 浮谷市営住宅 岩槻区大字浮谷浮谷2042番地1 

2 和土住宅 岩槻区大字黒谷991番地 

3 ＪＡ南彩川通支店 岩槻区大字大口255番地 

4 大戸自治会館 岩槻区大字大戸1668番地 

5 西大宮3丁目第二公園 西区西大宮3丁目39番地１ 

6 西楽園 西区大字宝来60番地1 

7 三橋四丁目自治会館 大宮区三橋4丁目258番地 

8 東大宮藁田島公園 見沼区東大宮6丁目42番地 

9 東大宮築地公園 見沼区東大宮1丁目26番地 

10 砂団地内公園 見沼区東大宮3丁目6番地 

11 加茂川団地 西区大字植田谷本137番地1 

12 東新井団地22号棟前 見沼区大字東新井710番地50 

13 中川自治会館 見沼区大字中川694番地2 

14 井沼方公園 緑区東浦和2丁目15番地1号 

15 明花公園 南区大字大谷口5732番地 

16 原前公園 緑区大字三室984番地1 

 
 
 
 

●さいたま市移動図書館駐車場の設
置・統廃合基準 
 
移動図書館の駐車場（以下「駐車場」という。）については、次

の基準による。ただしさいたま市教育委員会が必要と認めた場合は、
この限りでない。 
１ 設置 

次の各項すべてに該当するときは、新たに駐車場を設置するこ
とができる。 
  図書館からおおむね２ｋｍ以上離れ、設置場所の近隣に配本
所または駐車場がないこと。 

  ある程度の利用が見込めること。 
  駐車スペースが確保でき、安全に一定時間駐車ができること。 

２ 統廃合 
次の各項いずれかに該当するときは、既設駐車場の統廃合をす

ることができる。 
  既設図書館または新設図書館から、おおむね２ｋｍ以内の場
合。 

  利用が著しく少ない場合。 
  運営が困難になった場合。 

３ 施行期日 
この基準は、平成31年４月１日から施行する。 

 
●さいたま市移動図書館業務端末取
扱基準 
 
１ 趣旨 

この基準は、移動図書館の各駐車場で使用する移動図書館用の
業務端末（以下、業務端末と称する。）の取り扱いについて定め
るものとする。 

２ 対象物 
業務端末並びにバーコードリーダー、ＡＣアダプター等 ６式 
有線ＬＡＮ機器 １式 
その他 移動図書館業務で必要な機器 

３ 運用 
  使用場所、使用日時については、あらかじめ情報管理者に許
可を受けなければならない。 

  業務端末は、パスワード設定によるアクセス制限などの不正
利用の防止策を講じなければならない。 

  業務端末は、紛失や盗難を防止するため常に携行し、業務中
はワイヤーで固定して使用する。 

  業務端末を持ち帰ったときは、最新のパターンファイルに更
新したコンピュータウィルス検査ソフトウェアを用いてコン
ピュータウィルスに感染していないことを確認し、情報管理者
に報告しなければならない。 

４ 運用報告 
業務端末を使用後は、使用日時等を記録した「移動図書館業務

日報（端末記録）」（様式）を情報管理者に提出し、報告しなけれ
ばならない。 

５ その他 
移動図書館各駐車場での業務端末の運用にあたっては、情報管

理者の指示に従う。 
６ この基準は、平成21年11月25日から施行する。 
 

●さいたま市配本所運営要領 
  
（趣旨） 

第１条 この要領は、さいたま市図書館条例、さいたま市図書館条
例施行規則及びさいたま市図書館個人貸出業務等実施要領に定
めるもののほか、さいたま市立大宮西部図書館（以下「図書館」
という。）が所管する配本所の運営に関して、必要な事項を定め
るものとする。 
（名称及び位置） 

第２条 配本所の名称及び位置は、次のとおりとする。ただし、利
用が著しく少ない場合、運営が困難になった場合は統廃合をする
ことができる。 

名 称 位 置 

上小町配本所 さいたま市大宮区上小825 上小町集会所内

三橋南配本所 さいたま市大宮区三橋３－52 三つ和会館内

（開室日） 
第３条 配本所の開室日については、図書館の開館日内において定
めるものとする。ただし、設置施設の都合等により、特に必要が

８　例規集

さいたま市移動図書館運営要領　さいたま市移動図書館駐車場の設置・統廃合基準
さいたま市移動図書館業務端末取扱基準　さいたま市配本所運営要領
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ある場合は臨時に閉室日を設けることができる。 
（開室曜日及び時間） 

第４条 開室曜日は水曜日と土曜日とし、開室時間は午後１時から
午後４時30分までとする。 
（事務連絡） 

第５条 図書館職員は各開室日までに、予約資料、事務用品等の搬
送を行う。 
（資料の装備） 

第６条 配本所資料は、さいたま市立大宮西部図書館図書整理仕様
書（配本所）に基づいて装備する。 
（負担金） 

第７条 上小町配本所の年間電気料金については、上小町配本所管
理費負担に関する協定書に基づき、図書館が負担する。負担金は、
当該年度終了後ただちに上小町自治会へ支払うものとする。 

 
 附 則 

この要領は、平成22年４月１日から施行する。 
   附 則 
この要領は、平成28年４月１日から施行する。 

   附 則 
この要領は、平成29年11月18日から施行する。 

   附 則 
この要領は、平成31年４月１日から施行する。 

 

●さいたま市図書館運営検討委員会
設置要綱 
 

（設置） 
第１条 さいたま市図書館の整備について、総合的かつ計画的な 
整備を図るため、さいたま市図書館運営検討委員会（以下「検討
委員会」という。）を設置する。 
（所掌事項） 

第２条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項を協議し、検討を行
うものとする。 
  さいたま市図書館専門部会が提示した議題に関すること。 
  図書館サービス及び資料の整備並びに管理運営の検討に必
要な事項に関すること。 

（構成員） 
第３条 検討委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

  中央図書館長 
  中央図書館副館長 
  中央図書館管理課長 
  中央図書館資料サービス課長 
  各拠点図書館長 
  その他、 検討委員会が必要と認める者 

２ 検討委員会に委員長を置き、委員長は中央図書館長をもって充
て、副委員長は資料サービス課長をもって充てる。 

３ 委員長は、検討 委員会を代表し、会務を代表する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委
員長が欠けたときはその職務を代理する。 
（会議） 

第４条 検討委員会は、委員長が招集する。 
２ 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会に構成員以
外の者の出席を求め、その説明、意見又は資料の提出を求めるこ
とができる。 
（庶務） 

第５条 検討委員会の庶務は、中央図書館資料サービス課において
処理する。 
（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、中央図書館
長が別に定める。 

 
附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
 
●さいたま市図書館専門部会設置要綱  
 

（目的） 
第１条 この要綱は、さいたま市図書館の行う図書館奉仕について、
調査研究し、問題点や課題を整理し、計画的で効果的な図書館活
動に資するために設置する図書館専門部会（以下「専門部会」と
いう。）に関し、必要な事項を定める。 
（専門部会の名称及び所掌事務） 

第２条 専門部会の名称及び所掌事務は、次の表に掲げるとおりと
する。 
名称 所掌事務
図書館ビジョン実施
計画作成専門部会 

図書館ビジョン実施計画作成及び図
書館ビジョン原案に関すること。 

図書館評価専門部会 図書館評価に関すること。

資料案内専門部会 図書館サービスに関すること。

児童・地域専門部会
児童サービス並びに地区図書館及び
分館の管理運営に関すること。 

図書館電算システム
専門部会 

図書館電算システムに関すること。

（専門部会員） 
第３条 専門部会の構成員（以下「部会員」という。）は、図書館
職員の中から中央図書館長が指名する。 
（部会員の任期） 

第４条 部会員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 部会員が欠けた場合における補欠部会員の任期は、前任者の残
任期間とする。 
（部会長、副部会長及び座長） 

第５条 専門部会に、部会長、副部会長及び座長を各１人置き、部
会員の互選により定める。 

２ 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 
３ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部
会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

４ 座長は、会議の進行を行う。 
（専門部会の会議） 

第６条 専門部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。 
２ 前項の場合において、部会長を定めるまでは、中央図書館管理
課長又は中央図書館資料サービス課長が招集する。 

３ 専門部会の活動内容は、中央図書館長へ報告するものとする。 
（作業グループの設置） 

第７条 各専門部会に作業グループを置く。 
２ 作業グループの構成員は、各専門部会長の推薦に基づき、中央
図書館長が指名する。 
（庶務） 

第８条 図書館電算システム専門部会の庶務は、中央図書館管理課
において処理し、他の専門部会の庶務は中央図書館資料サービス
課において処理する。 

 
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、平成24年11月５日から施行する。 
（部会員の任期の特例） 

２ この要綱の施行後、最初に指名される第３条に規定する者の任
期については、第４条第１項本文の規定にかかわらず、平成25年
３月31日までとする。 

附 則 
この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和２年10月15日から施行する。 

 
●さいたま市図書館の運営状況に関 
する評価実施要項 
 
（目的） 

第１条 この要項は、図書館法（昭和25年法律第118号）第７条の
３の規定に基づき実施する、さいたま市図書館（以下「図書館」
という。）の運営状況に関する評価（以下「評価」という。）につ
いて、必要な事項を定めるものとする。 
（評価の対象） 

第２条 評価は、図書館の運営状況について、毎年度行うものとす 
る。 
（目標、指標及び目標値） 

第３条 評価にあたっての目標は、別表第１に定めるとおりとする。 
２ 目標ごとの指標及び指標ごとの目標値は、図書館に設置される
図書館評価専門部会が検討し、中央図書館長が定める。 
（評価者） 

第４条 評価にあたっては、図書館評価専門部会が、指標の達成状
況を点検するとともに、さいたま市図書館協議会の意見を聴取し
た上で、評価案を作成し、中央図書館長が決定する。 
（評価及び評価の段階） 

第５条 目標ごとに各指標の達成状況について指標別評価を行い、
その結果を評点として数値化し、評点の平均により当該目標の総
合評価を行う。 

８　例規集

さいたま市配本所運営要領　　さいたま市図書館運営検討委員会設置要綱

さいたま市図書館専門部会設置要綱　　さいたま市図書館の運営状況に関する評価実施要項
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２ 評価の段階は、４段階とし、段階ごとの評価基準は、別表第２
に定めるとおりとする。 
（評価票） 

第６条 評価の内容及び結果を記録する評価票の様式は、様式第１
号に定めるとおりとする。 
（評価結果の公表） 

第７条 図書館は、評価の結果をホームページ等を活用して、市民
に公表するものとする。 
（評価結果の活用） 

第８条 図書館は、評価の結果に基づき、その運営の改善に努める
ものとする。 
（庶務） 

第９条 評価に関する庶務は、中央図書館資料サービス課において
処理する。 
（委任） 

第10条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要
な事項は、中央図書館長が別に定める。 

 
附 則 

 この要項は、平成24年11月５日から施行する。 
   附 則 
 この要項は、平成26年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要項は、平成27年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要項は、平成28年４月１日から施行する。 

 
別表第１（第３条関係） 

目標 
図書館利用の普及とＰＲ及び情報発信の強化 
幅広く計画的な資料の収集・保存 
地域の歴史と文化の保存 
ＩＣＴ（情報通信技術）を活用したサービスの充実 
文化事業の開催 
あらゆる世代に向けたサービスの充実 
レファレンスサービスの充実 
地域の課題解決 
生活支援サービスの展開 
バリアフリーサービスの充実 
多文化サービスの充実 
子ども読書活動への支援及び学校図書館との連携 
図書館評価と市民意識の反映 
市民との協働 
関連機関（公共機関・民間機関・ＮＰＯ）との連携 
地域の特色を生かした運営 
親しみやすい図書館づくり 
職員の資質・能力の向上 
専門的職員の配置 
施設・設備の充実 
持続的で安定した図書館の運営 
危機管理体制の強化 

 
別表第２（第５条関係） 

指標別 
評価 

評価基準 目標達成率 評点 

a 目標値を達成でき
た 

目標値の100%以上 3 

b 目標値をほぼ達成
できた 

目標値の80%以上
100%未満 2 

c 目標値をあまり達
成できなかった 

目標値の50%以上
80%未満 1 

d 目標値を達成でき
なかった 

目標値の50%未満 0 
 

総合評価 評価基準 評点の平均 
A 目標を達成できた 2.7以上 
B 目標をほぼ達成できた 2.0以上2.7未満 
C 目標をあまり達成できなかった 1.0以上2.0未満 
D 目標を達成できなかった 1.0未満 

＊指標ごとにa～dの４段階で評価を行い、その結果を評点として数
値化し、評点の平均点により、Ａ～Ｄの４段階で総合評価を行い
ます。 

 
 

●さいたま市図書館指定管理業務履
行にかかる抽出検査実施要領 

 
（趣旨） 

第１条 この要領は、さいたま市図書館指定管理業務履行にかかる
抽出検査（以下、「検査」という。）について、必要な事項を定め
るものとする。 
（目的） 

第２条 指定管理者制度の適正な運用において、協定書その他関連
する文書（以下、「協定書等」という。）に基づく業務履行の確保
はもとより、業務内容等の見直しなど効果的・効率的な公の施設
の管理運営に資することにより更なる市民サービスの向上を図
ることを目的とする。 

 （検査事務） 
第３条 検査にかかる指定管理者との調整等各種事務は管理課が
行う。 
（検査員） 

第４条 検査員は、中央図書館長が指定する職員とする。 
 （検査の方法） 
第５条 検査員は、業務が協定書等の内容どおり適正に行われてい
るかを実地調査により検査を行う。 

２ 検査は、各年度１回行う。ただし、指定管理期間が年度の途中
で終了するなど、検査の対象期間が著しく短い場合は、中央図書
館長の承認を得たうえで検査を省略することができる。 

３ 前項のほか、中央図書館長が必要と認める場合に、臨時に検査
を行うことができる。 

４ 検査員は、指定管理者に対して検査に必要な文書の提出を求め
ることができる。 
（立会い） 

第６条 検査員は、検査を実施するときは、指定管理者を立ち会わ
せなければならない。ただし、軽易なものについては、この限り
ではない。 

２ 前項本文中において、指定管理者がやむを得ない理由により立
会いに応じられないと認められるときは、検査員は立会いがない
まま検査を行うことができる。 
（検査調書等） 

第７条 検査員は、指定管理業務履行検査評定表（様式第２号）に
より検査を実施し、検査を終了したときは、当該評定表に基づき
指定管理業務検査調書（様式第１号）を作成し、中央図書館長に
報告しなければならない。 
（不適正な履行状況であると評定した場合の措置） 

第８条 検査員は、検査の結果、不適正な履行状況であると評定し
た場合は、指定管理業務手直し指示書（様式第３号）により指定
管理者に修補その他手直しの措置を命じなければならない。 

２ 検査員は、前項の指定管理業務手直し指示書（様式第３号）を
作成したときは、指示書の写しを前条の検査調書に添付しなけれ
ばならない。 

３ 指定管理者は、手直しの措置を命じられた場合は、手直しを行
い、指定管理業務手直し完了届（様式第４号）を中央図書館長に
提出しなければならない。 

４ 検査員は、前項の届出を受けた後、速やかに手直しの状況を確
認しなければならない。 
（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、中央図書館
長が別に定める。 

 
附 則 

１ この要領は、令和元年７月１日から施行する。 
 

●さいたま市図書館Twitter（ツイッ
ター）運用方針 

 
１ 目的 

さいたま市図書館の情報を、携帯端末でも情報を入手でき利便
性が高いツイッターを活用することで、市民を始め広く多くの方
がさいたま市図書館の所蔵資料や事業に触れる機会を増やすこ
とを目的とする。あわせて、さいたま市図書館に関する情報発信
手段の拡充を図る。 

２ 発信主体及び管理者 
発信主体は、さいたま市立中央図書館とし、管理者はさいたま

市立中央図書館長とする。 
３ アカウント 

アカウント名は、「SaitamaCityLib」とする。さいたま市図書

８　例規集

さいたま市図書館の運営状況に関する評価実施要項　さいたま市図書館指定管理業務履行にかかる抽出検査実施要領

さいたま市図書館 Twitter（ツイッター）運用方針
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館ツイッターのURLは、https://twitter.com/SaitamaCityLib/と
する。 

４ 情報発信時間 
発信時間は、９時から21時までとする。ただし、管理者が必要

と判断した場合はこの限りではない。 
５ 発信内容 

発信内容は、管理者の監督のもと、さいたま市図書館に関する
次の各号に揚げる情報を発信するものとする。 
  さいたま市図書館の所蔵資料に関する情報 
  さいたま市図書館の利用に関する情報 
  さいたま市図書館の報道発表に関する情報 
  さいたま市図書館の事業に関する情報 
  その他、中央図書館長が許可した内容 
（補足）なお、情報発信については、内閣官房情報セキュリティ
センター、総務省、経済産業省の指針（平成23年4月5日付）に
基づき、運営するものとする。 

６ 利用方法 
管理者の発信に対する意見などに対しては、個別の返信はお

こなわないものとする。また、原則さいたま市図書館からはフォ
ロー、リツイートは行わないものとする。ただし、国や他自治体、
公共交通機関など公共性が高い組織等で、特に中央図書館長が
必要と認めるものはこの限りではない。 

７ 免責事項 
  さいたま市図書館は、本ツイッターに掲載した情報の正確
性、完全性、有用性等を保証するものではない。 

  さいたま市図書館は、利用者が本アカウントの掲載情報を
利用または信用したことにより、利用者または第三者が被っ
た損害について、いかなる場合でも一切の責任を負わない。 

  さいたま市図書館は、利用者間もしくは利用者と第三者間
のトラブルにより、利用者または第三者に生じたいかなる損
害についても、一切の責任を負わない。 

  前２号に揚げるものの他、さいたま市図書館は本アカウン
トに関連する事項に生じたいかなる損害についても、一切の
責任を負わない。 

  さいたま市図書館は、予告なく本アカウントの運用方針の
変更や運用方法の見直しまたは運用を中止する場合があるも
のとする。 

８ その他 
ツイッターの利用について、なんらかの理由で不都合が発生

した場合は、予告なしに管理者が利用を中止し、プロフィールや
名前、お知らせ内容の変更や削除、アカウントそのものを削除す
るものとする。 

 
（適用） 

この運用方針は、平成29年10月１日から適用する。 
 

●さいたま市図書館防犯カメラ等の
設置及び運用等に関する要領 
 
（趣旨） 

第１条 この要領は、さいたま市図書館（以下「図書館」という。）
の利用者の安全確保及び犯罪の防止を目的として、さいたま市教
育委員会が設置し、図書館において管理運用する防犯カメラ等に
関し、個人情報の適切な取扱いを確保するため、必要な事項を定
めるものとする。 
（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該
各号に定めるところによる。 
  防犯カメラ 施設に固定して設置される映像撮影装置をい
う。 

  監視モニター 防犯カメラで撮影した映像を表示し、当該映
像を記録する機能を備えた装置をいう。 

  防犯カメラ等 防犯カメラ及び監視モニターをいう。 
  個人情報画像 防犯カメラによって撮影する映像又は監視
モニターに記録された映像（以下「防犯カメラ映像」という。)
のうち、当該映像から特定の個人を識別することができるもの
をいう。 

（管理責任者） 
第３条 防犯カメラ等の管理運用にあたり、図書館に防犯カメラ等
管理責任者（以下「管理責任者」という。）を置くものとし、中
央図書館にあっては管理課長を、その他の図書館にあっては当該
図書館の館長をもってこれに充てる。 

２ 管理責任者は、防犯カメラ等を適正に管理運用し、個人情報画
像の漏えい、滅失又はき損の防止その他の安全管理のために必要
な措置を講じるものとする。 

（防犯カメラの撮影範囲等） 
第４条 管理責任者は、防犯カメラの撮影範囲が適切であることを
確認するとともに、防犯カメラが作動中である旨を明確かつ適切
な方法により表示するものとする。 
（個人情報の保護） 

第５条 管理責任者は、防犯カメラ等の運用に当たっては、個人の
権利利益を侵害しないように努めるとともに、その旨を所属する
職員に対し周知徹底しなければならない。 

２ この要領に定めるもののほか、個人情報の保護に関して必要な
事項は、さいたま市個人情報保護条例（平成13年さいたま市条例
第18号）及びさいたま市個人情報保護条例施行規則（平成13年さ
いたま市規則第19号）の規定による。 
（映像の外部提供） 

第６条 防犯カメラ映像は、設置目的以外の目的に利用し、又は第
三者に提供してはならない。ただし、管理責任者が市民等の生命、
身体及び財産に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性があ
ると認めた場合又は犯罪捜査の目的で捜査機関から要請があっ
た場合その他法令等に基づく手続により照会等を受けた場合は、
この限りでない。 
（映像の管理） 

第７条 監視モニターは、管理責任者及び職員以外の者にその操作
を行わせてはならない。 

２ 記録された映像は、編集又は加工をせず、図書館の状況に応じ
て撮影時から概ね２週間から３週間保存し、保存期間が終了した
映像は確実に消去するものとする。 

３ 記録された映像は、これを複製し、又は印刷してはならない。
ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。 
（苦情等への対応） 

第８条 管理責任者及び職員は、防犯カメラ等の管理運用等に関す
る苦情等を受けたときは、誠意をもって対応するものとする。 

 
附 則 

この要領は、平成23年４月１日から施行する。 
 

８　例規集

さいたま市図書館 Twitter（ツイッター）運用方針

さいたま市図書館防犯カメラ等の設置及び運用等に関する要領
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